


 
 

はじめに 

 人口減少社会や人生 100年時代の到来を迎え、私たち 
を取り巻く社会構造は大きく変化しています。女性の社 
会進出が大きく期待される中、誰もが自分らしく生き生 
きと暮らせる社会を実現するためには、多様な働き方や 
生き方を認め合うことがますます求められています。 
本市においては、平成 30（2018）年３月に「なすから 

男女共同参画計画」を策定し、男女がお互いの人権を認 
め合い、性別に関わらず、その個性と能力を十分発揮することのできる、男女共同参画社会

の実現に向けた様々な取組を進めてきました。また、令和５（2023）年４月には、パートナ

ーシップ宣誓制度を導入し、全ての市民の人権が尊重され、お互いに多様な生き方や価値観

を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、市民の誰もが自分らしく生きることができる

社会の実現を目指してきました。 

さらに、同年６月には、日光市を会場に「G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大

臣会合」が開催され、ジェンダー平等や女性の地位向上など、「全ての女性、女児、性的少数

者の人権と尊厳が尊重される社会の実現に向け努力を続ける」といった共同声明が取りまと

められ、男女共同参画に関する機運が高まっています。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識がいまだに根強いことや、働く場におい

ても男女間の格差の是正や女性の参画拡大、配偶者等からの暴力の問題など、引き続き様々

な課題への対応が求められています。 
 本市では、こうした社会情勢やこれまでの本市の取組の成果及び課題を踏まえ、男女共同

参画社会の実現に向けた取組をより一層推進するため、「～今日から ここから みんなから

～ 第２次なすから男女共同参画計画」を策定しました。 
 市民の皆様には、家庭、学校、地域、職場などのあらゆる場で、男女が共に輝く社会の実

現に向けた取組にご協力いただきますようお願い申し上げます。 
 結びに、この計画の策定にあたりまして、ご審議をいただきました那須烏山市男女共同参

画推進委員の皆様をはじめ、市民意識調査やパブリックコメントなどを通じ、貴重なご意

見、ご提案をいただきました多くの市民の皆様に、心から感謝とお礼を申し上げます。 
 
 

 令和６（2024）年３月 

那須烏山市長 川俣 純子 
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第１章 計画の策定にあたって 

１１  計計画画策策定定のの趣趣旨旨  

那須烏山市では、「～今日から ここから みんなから～ なすから男女共同参画計

画」を平成 30（2018）年３月に策定し、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分か

ち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を充分に発揮することができる男女共同参

画社会の実現に向けた取組を推進してきました。 

しかしながら、働き方や暮らし方の変革が求められる今、未だ社会全体において固定

的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が根強く存在

していることや、新型コロナウイルス感染症の拡大によって顕在化した配偶者やパート

ナーからの暴力・性暴力の増加・深刻化が後を絶たない状況であること、女性の雇用、

所得への影響等、多くの課題が残されている中で、男女共同参画社会の実現に向けた取

組をより一層加速させることが必要になっています。 

このような動向を踏まえ、男女が互いに人権を尊重し合い、自らの意思と責任により

社会のあらゆる分野に対等に参画し、誰もがいきいきと生きられる男女共同参画社会の

実現に向けて取り組むとともに、あらゆる分野における女性活躍の支援をさらに発展さ

せる計画として、「第２次なすから男女共同参画計画」（以下、「本計画」という。）を策

定するものです。 

なお、本計画は、「市町村男女共同参画計画」としての単独の計画ではなく、「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「ＤＶ防止法」という。）」に基

づく「市町村ＤＶ防止基本計画」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（以下「女性活躍推進法」という。）」に基づく「市町村推進計画」、「困難な問題を抱

える女性への支援に関する法律」（令和４（2022）年５月制定、令和６（2024）年４月施

行）に基づく「当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実

施に関する基本的な計画（市町村基本計画）」を包含しています。 
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２２  計計画画策策定定のの背背景景  

（（１１））国国際際的的なな動動きき  

国際連合は、昭和 50（1975）年を「国際婦人年」と定め、この年に第１回の世界会議

「国際婦人年世界会議」が開催され、『世界行動計画』が採択されました。 

また、国際婦人年に続く 10年間を「国際婦人の 10年」とし、国際婦人年の目標であ

る「平等・発展・平和」の達成のための努力が行われることとなり、昭和 54（1979）年

には、女性差別を撤廃し、男女の完全な平等を達成するための「女性に対するあらゆる

形態の差別の撤廃に関する条約」（女性差別撤廃条約）が採択されました。 

平成７（1995）年には、第４回世界女性会議において、21 世紀に向けた「行動綱領」

と「北京宣言」が採択されました。この「行動綱領」は、女性の地位向上のための国際

的基準となっており、「北京宣言」後も定期的に実施状況の評価・見直しが行われていま

す。 

平成 23（2011）年には、既存のジェンダー※関連４機関を統合し、「ジェンダー平 

等と女性のエンパワーメント※のための国連機関（ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）」が設立され、世

界、地域、国レベルでこれらの活動をリード、支援しています。 

平成 26（2014）年の第 58 回国連婦人の地位委員会では、日本の提案による「自然災

害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」が採択されました。 

平成 27（2015）年国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための 2030アジェン

ダ」が国連加盟 193か国の全会一致で採択されました。2030年までに全ての国が取り

組むべき 17の目標と 169のターゲットから構成される「持続可能な開発目標」（ＳＤ

Ｇｓ）が掲げられ、「誰一人、取り残さない」社会を目指して国際社会が一致して取組

を進めています。ＳＤＧｓでは、目標５として「ジェンダーの平等を達成し、すべて

の女性と女児のエンパワーメントを図る」ことが位置づけられました。 

令和５（2023）年には、Ｇ７栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合に

おいて、「コロナ禍での教訓を生かす」ことや「女性の経済的自立」などについて話し

合われ、共同声明「日光声明」が採択されました。ジェンダー平等や女性の地位向上

など、「あらゆる多様性を持つ女性と女児、ＬＧＢＴＱＩＡ＋の人々の人権と尊厳が尊

重される社会の実現に向けて努力を続ける」ことなどが明記されました。 

 
※ジェンダー…生物学的に個体が有する性別（セックス）に対し、社会的・文化的に形成された役割

などの社会的性差のこと。 

※エンパワーメント…力をつけること。自ら能力を高め、政治・経済・社会など社会のあらゆる分野

で力を持った存在になること。 
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（（２２））国国のの動動きき  

我が国においても、世界の男女共同参画の動きと連動し、女性差別の解消と男女共同

参画に向けた取組が進められてきました。 

平成11（1999）年に男女共同参画審議会の答申を受けて、男女共同参画社会の形成を

総合的かつ計画的に推進することを目的とした「男女共同参画社会基本法」が制定され、

平成12（2000）年には同法に基づいた「男女共同参画基本計画」が策定されました。 

平成13（2001）年に制定された「ＤＶ防止法」は、令和元年に改正され、相互に連携・

協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化され、保護の適用対象として被害

者の同伴家族が含まれることが明確化されました。 

平成 27（2015）年に制定された、「女性活躍推進法」も、令和元年度に改正され、女性

をはじめとする多用な労働者が活躍できる職業環境をさらに整備するため、「女性活躍

推進法附則」に基づく見直しの検討を実施し、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡

大やハラスメント対策の強化等の措置を構ずることとなりました。 

 平成 30（2018）年には、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が制

定され、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り

均等となることを目指すことなどを基本原則とした、国、地方公共団体の責務や、政党

等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取

り組むよう努めることなどが定められました。令和３（2021）年６月には改正され、男

女を問わず立候補や議員活動等をしやすい環境整備等を行うため、政党等の取組の促進

や、性的な言動等に起因する問題への対応を含む、国、地方公共団体の施策の強化が盛

り込まれました。 

 同年には、「働き方改革関連法」が成立し、少子高齢化による労働人口の減少や、育児

や介護との両立など、働く人のニーズの多様化、企業におけるダイバーシティの実現の

必要性等の課題を解決することを目的とし、平成 31（2019）年４月から段階的に施行、

企業等に対し、時間外労働の上限規制、フレックスタイム制の拡充などを行うこととさ

れました。 

 

令和２（2020）年に閣議決定した「第５次男女共同参画基本計画」では、目指すべき

社会として次の４つを提示し、男女共同参画計画の形成の促進を図っています。 

 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富ん

だ、活力ある持続可能な社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家

庭生活を送ることができる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGsで掲げられている

包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する

社会 
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２２  計計画画策策定定のの背背景景  

（（１１））国国際際的的なな動動きき  
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（（２２））国国のの動動きき  
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参画に向けた取組が進められてきました。 

平成11（1999）年に男女共同参画審議会の答申を受けて、男女共同参画社会の形成を

総合的かつ計画的に推進することを目的とした「男女共同参画社会基本法」が制定され、

平成12（2000）年には同法に基づいた「男女共同参画基本計画」が策定されました。 

平成13（2001）年に制定された「ＤＶ防止法」は、令和元年に改正され、相互に連携・

協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化され、保護の適用対象として被害
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同年には、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」が決定し、令和２（2020）年度から４

（2022）年度までの３年間を集中強化期間として、被害者支援の充実、加害者対策、教

育・啓発の強化等の実効性ある取組を速やかに進めることとされました。令和４年には、

女性の抱える問題が多様化、複雑化している中、支援を必要とする女性が抱えている問

題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を包括的に提供し、女性が安心かつ自

立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的として「困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律」が成立し、令和６（2024）年４月に施行されることになりました。 

 令和５（2023）年４月には、すべての子どもが自立した個人として平等に健やかで幸

せな状態で成長することができる社会の実現を目指し、子どもや子育て当事者の視点に

立った政策立案や、子どもや家庭の抱える様々な課題に対し包括的支援を行うことを目

的に、「こども家庭庁」が設置されました。 

 同年には、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023」（女性版骨太の方針 2023）が提

示され、企業における女性登用の加速化のため、プライム市場に上場する企業について

女性役員の比率を 2030 年までに 30％以上とする目標が示され、育児期の柔軟な働き方

の推進として、「男性育休は当たり前」になる社会の実現に向けて、制度面と給付面の両

面からの対応を強化することが提示されました。 

 

（（３３））県県のの動動きき  

栃木県では、「男女共同参画社会基本法」を受けて、平成 13（2001）年に「とちぎ男女

共同参画プラン」が策定されました。 

平成 17（2005）年には、ＤＶ防止に基づく「ＤＶ防止計画」が策定され、平成 20（2008）

年に改定が行われました。その後、改定を重ね令和４（2022）年３月にこれまでの取組

状況や社会情勢等の変化等を踏まえながら、「ＤＶを許さない社会づくりの推進」、「ＤＶ

被害者支援対策の充実」、「ＤＶ対策の推進体制の充実」を基本目標に定めた第４次改訂

が行われました。 

平成 28（2016）年には、「女性活躍推進法」を受けて「栃木県女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する計画」が策定されました。県民のニーズの多様化やグローバル化

等に対応するためには、新たな価値を創造し、リスク管理等への適応能力を高めるとい

った観点からも、女性の活躍推進が求められていることを受け、令和３（2021）年に第

２期計画を策定し、一層の男女共同参画社会の推進を図っています。 

令和４（2022）年９月には、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生き

ることのできる社会の実現に向けて、「とちぎパートナーシップ宣誓制度」が導入され、

宣誓カードの提示により県をはじめ市町等が提供するサービスの利用が可能となりま

した。 

また、男女共同参画社会の実現に向けて様々な取組を推進してきましたが、未だ根強

く残る固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）や

配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ）による被害が依然として後を絶たない状況にあ

るなど、男女共同参画社会を実現するためには、多くの課題が残されています。そのた

め、令和３（2021）年策定した、「とちぎ男女共同参画プラン（５期計画）」に基づき、

各種施策が総合的に推進されています。 

 女性に偏る家事の平等な分担を目指そうと、家事分担や家事時間削減を目的とした

「とも家事」を推進し、令和５（2023）年 10月には、11月 22日を栃木県独自の「とも

家事の日」と制定し機運醸成を図っています。 
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（（４４））市市のの動動きき  

こうした国・県の動きや社会環境の変化のなか、本市では平成 30（2018）年に策定し

た「～今日から ここから みんなから～ なすから男女共同参画計画」を策定し、男

女共同参画社会の実現に向けた取組を行ってきました。さらに、「ＤＶ防止法」に基づく

ＤＶ防止基本計画、「女性活躍推進法」に基づく女性活躍推進計画も位置付け、ＤＶを容

認しない社会や女性がその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指していま

す。 

令和４（2022）年３月には、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律に基づき、「那須烏山市次世代育成支援・女性活躍特定事業主行

動計画 ＮＡ＋ＫＡ＋ＭＡ（仲間）プラン」を策定しました。今後は、ＳＤＧｓを踏ま

え、「市民に寄り添い市民協働のまちづくり」を推進するために、地域社会の牽引役とし

て、職員が性別にかかわらず働きやすく、キャリア形成を行える環境づくりや働き方改

革に率先して取り組み、ワーク・ライフ・バランス（生活と仕事の両立）を実現し、市

民サービスの向上に努めます。 

また、パートナーシップ宣誓制度を令和５（2023）年４月から導入し、全ての市民の

人権が尊重され、お互いに多様な生き方や価値観を認め合い、性的指向や性自認にかか

わらず、市民の誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指していきます。 

令和５（2023）年度には、市の最上位計画に位置付けられる「那須烏山市第３次総合

計画」が運用を開始し、中長期的な展望のもと目指すべき市の未来像を描き、その実現

に向けた目標を明確にするとともに、令和５（2023）年度からの５年間に市が取り組む

べき重要政策をまとめ、計画の基本の視点である、「新たな未来への第一歩 市民が主役

のまち 那須烏山市」を目指しています。 
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３３ 計計画画のの位位置置付付けけ 

（１）本計画は、「男女共同参画社会基本法」の第 14条第３項に基づく「市町村男女共

同参画計画」に相当するものです。

（２）本計画は、国の「第５次男女共同参画基本計画」、県の「とちぎ男女共同参画プラ

ン（５期計画）」のほか、市の「那須烏山市総合計画」をはじめとする市の各計画、

プランとの整合を図った計画です。

（３）本計画は、「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく「市町村推進計画（女性活躍

推進計画」に相当するものです。

（４）本計画は、「ＤＶ防止法」第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画（ＤＶ防止

基本計画）」に相当するものです。

（５）本計画は、令和６（2024）年４月に施行される「困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律」の第８条第３項に基づく、「当該市町村における困難な問題を抱え

る女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（市町村基本計画）」に相

当するものです。

４４ 計計画画のの期期間間

本計画の期間は、令和６（2024）年度から令和 10（2028）年度の５年間とし、社会情

勢の変化や計画の進捗状況等に応じて必要な見直しを適宜行います。

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

計画の位置付け（イメージ）

第第２２次次那那須須烏烏山山市市男男女女共共同同参参画画計計画画 第第３３次次那那須須烏烏山山市市男男女女共共同同参参画画計計画画 

7 
 

第第２２章章  那那須須烏烏山山市市のの現現状状 

１１  統統計計かかららみみるる那那須須烏烏山山市市のの現現状状  

（（１１））人人口口のの推推移移  

 
                資料：国勢調査（各年 10 月１日現在※年齢不詳含まない） 

           ※令和７年は那須烏山市第３次総合計画による推計 

本市の人口は減少が続いており、平成 17（2005）年での 31,152人に対し、令和２（2020）

年では 24,875人と 6,277人の減となっています。また、令和７（2025）年には、22,715

人になる見込みです。 

年齢３区分別の構成比では、年少人口及び生産年齢人口がいずれも減少しているのに

対して、高齢人口は増加を続けています。 
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（（２２））５５歳歳階階級級別別人人口口ピピララミミッッドド（（男男女女別別）） 

資料：住民基本台帳（令和４年４月１日現在）

人口ピラミッドでみると、男性も女性も 70～74 歳の人口が最も多く、次いで 65～69

歳が男女ともに多くなっています。

また、平均寿命の違いなどから 75 歳以上の高齢期で女性の割合が高くなる傾向があ

ります。

（（３３））世世帯帯のの状状況況 

             資料：住民基本台帳（令和４年４月１日現在）

本市では、世帯数が少しずつ減少を続けています。また、一世帯あたり人員も減少傾

向にあり、世帯の小規模化が進んでいることがわかります。
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（（４４））女女性性のの就就労労状状況況        

 
資料：令和２年国勢調査 

本市の女性の就労率については国や県と比較して高い傾向にあります。年代別に見る

と、35 歳～39 歳の就業率は６ポイント程度上回っています。国・県では、25～29 歳で

就業率が最も高くなるのに対して、本市では 40～44歳が最も高くなっています。また、

30歳～69歳の幅広い年代で国や県よりも高くなっています。 
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２２  市市民民意意識識調調査査結結果果  

調査対象 18歳以上の市民から無作為抽出 

標本数 2,000人 

調査方法 
 

郵送による調査票の配付 

郵送及びインターネット（パソコン・スマートフォン）による回収 

調査時期  令和３（2021）年 11月 

有効回答数 764人（内インターネットでの回答 147人） 

【男性 344人、女性 399人 不明 21人】 

回答率  38.2％ 

 
 10代後半 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明 

回答率 
回答数 

4.2％ 

32 

9.0％ 

69 

12.8％ 

98 

13.4％ 

102 

16.6％ 

127 

22.1％ 

169 

20.6％ 

157 

1.3％ 

10 
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（（１１））男男女女平平等等感感にに関関すするる意意識識ににつついいてて  

◇◇男男女女のの在在りり方方がが平平等等だだとと思思ううもものの  
 様々な場における男女の平等については、「家庭生活」がどの年代についても割合が高

くなっています。「学校教育（生活）」については、年齢が下がるほど割合が高くなり、

10代後半では、50.0％になっています。 

 
 

 

回答数 

家
庭
生
活 

学
校
教
育
（
生
活
） 

思
わ
な
い
（
全
て
平
等
で
は
な
い
） 

職
場 

自
治
会
な
ど
の
地
域
活
動 

法
律
や
制
度 

習
慣
や
し
き
た
り 

政
治 

無
効
・
無
回
答 

全 体 764 45.4% 28.5% 23.8% 23.0% 17.3% 15.6% 12.4% 5.9% 5.1% 

年
齢 

10代後半 32 40.6% 50.0% 34.4% 25.0% 9.4% 6.3% 6.3% 0.0% 3.1% 

20代 69 46.4% 34.8% 23.2% 24.6% 11.6% 13.0% 13.0% 1.4% 0.0% 

30代 98 46.9% 31.6% 30.6% 27.6% 5.1% 13.3% 6.1% 4.1% 0.0% 

40代 102 39.2% 29.4% 25.5% 29.4% 6.9% 13.7% 9.8% 5.9% 4.9% 

50代 127 44.1% 29.9% 23.6% 27.6% 16.5% 16.5% 10.2% 5.5% 2.4% 

60代 169 40.8% 27.2% 25.4% 23.7% 21.3% 20.7% 13.0% 7.7% 4.7% 

70代以上 157 57.3% 20.4% 16.6% 11.5% 33.1% 15.3% 21.0% 8.9% 8.9% 

※年齢不明（回答数 10）については省略 
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政治

習慣やしきたり

法律や制度

自治会などの地域活動

職場

思わない（全て平等ではない）

学校教育（生活）

家庭生活
n=764
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（（２２））固固定定的的なな性性別別役役割割分分担担ににつついいてて

◇◇「「男男はは外外でで働働きき、、女女はは家家庭庭をを守守るるべべききででああるる」」とといいうう考考ええ方方ににつついいてて

「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」という従来の固定的な性別役割分担

意識については、どの年代についても「賛成」、「どちらかといえば賛成」の割合より

も「どちらかといえば反対」、「反対」の割合が高くなっています。また、若年層ほど

反対とする割合が高くなっています。

◇◇家家庭庭ににおおけけるる男男性性・・女女性性のの役役割割分分担担 
「ゴミ出し」、「町内行事などへの参加」は４割近くが男性の担当になっています。一

方で、「食事のしたく」や「食事の片付け」、「洗濯」などの家事全般については女性が担

当する割合が高くなっています。育児や介護については、平等に分担している傾向がみ

られます。

5.1%

1.8%

2.4%

2.0%

4.1%

0.0%

3.1%

2.7%

28.7%

24.3%

17.3%

9.8%

10.2%

14.5%

3.1%

18.4%

33.1%

36.7%

33.9%

26.5%

23.5%

24.6%

28.2%

30.6%

14.6%

23.7%

29.1%

37.3%

43.9%

40.6%

37.5%

28.9%

15.3%

11.7%

15.7%

21.6%

18.3%

18.8%

25.0%

16.4%

3.2%

1.8%

1.6%

2.8%

0.0%

1.5%

3.1%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代後半

全体

ｎ=764

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無効・無回答

4.8%

8.0%

5.9%

39.1%

5.4%

1.0%

3.1%

44.8%

9.6%

11.3%

21.6%

25.1%

22.0%

16.5%

30.6%

31.8%

27.0%

23.6%

78.4%

65.2%

62.7%

33.4%

72.4%

40.1%

37.3%

14.0%

33.2%

1.8%

1.4%

1.8%

1.4%

1.3%

13.0%

14.8%

7.1%

17.8%

3.7%

3.8%

4.5%

4.1%

4.4%

15.3%

13.0%

7.1%

15.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１）食事のしたく

（２）食事の後片付け

（３）そうじ

（４）ゴミ出し

（５）洗濯

（６）子どもの教育や世話

（７）親や身内の介護

（８）町内行事などへの参加

（９）ＰＴＡなどへの参加

主に男性 同じ程度 主に女性 その他 無効・無回答

13

◇◇家家庭庭ににおおけけるる役役割割分分担担にに対対すするる満満足足度度 
家庭における役割分担に対する満足度は、どの年代についても「満足」、「やや満足」

の割合が５割近くになっています。一方で、30代～60代の年代では、「やや不満」、「不

満」の割合が約３割と高くなっています。

23.6%

23.1%

23.6%

22.5%

22.4%

29.0%

28.1%

23.8%

41.4%

37.9%

31.5%

32.4%

28.6%

20.3%

25.0%

33.0%

14.0%

20.7%

18.9%

23.5%

18.4%

15.9%

6.3%

17.8%

5.1%

10.7%

10.2%

5.9%

12.2%

7.2%

9.4%

8.5%

10.2%

7.1%

15.0%

13.7%

16.3%

27.6%

28.1%

13.7%

5.7%

0.5%

0.8%

2.0%

2.1%

0.0%

3.1%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代後半

全体
nn==776644

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無効・無回答



12

（（２２））固固定定的的なな性性別別役役割割分分担担ににつついいてて

◇◇「「男男はは外外でで働働きき、、女女はは家家庭庭をを守守るるべべききででああるる」」とといいうう考考ええ方方ににつついいてて

「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」という従来の固定的な性別役割分担

意識については、どの年代についても「賛成」、「どちらかといえば賛成」の割合より

も「どちらかといえば反対」、「反対」の割合が高くなっています。また、若年層ほど

反対とする割合が高くなっています。

◇◇家家庭庭ににおおけけるる男男性性・・女女性性のの役役割割分分担担 
「ゴミ出し」、「町内行事などへの参加」は４割近くが男性の担当になっています。一

方で、「食事のしたく」や「食事の片付け」、「洗濯」などの家事全般については女性が担

当する割合が高くなっています。育児や介護については、平等に分担している傾向がみ

られます。

5.1%

1.8%

2.4%

2.0%

4.1%

0.0%

3.1%

2.7%

28.7%

24.3%

17.3%

9.8%

10.2%

14.5%

3.1%

18.4%

33.1%

36.7%

33.9%

26.5%

23.5%

24.6%

28.2%

30.6%

14.6%

23.7%

29.1%

37.3%

43.9%

40.6%

37.5%

28.9%

15.3%

11.7%

15.7%

21.6%

18.3%

18.8%

25.0%

16.4%

3.2%

1.8%

1.6%

2.8%

0.0%

1.5%

3.1%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代後半

全体

ｎ=764

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無効・無回答

4.8%

8.0%

5.9%

39.1%

5.4%

1.0%

3.1%

44.8%

9.6%

11.3%

21.6%

25.1%

22.0%

16.5%

30.6%

31.8%

27.0%

23.6%

78.4%

65.2%

62.7%

33.4%

72.4%

40.1%

37.3%

14.0%

33.2%

1.8%

1.4%

1.8%

1.4%

1.3%

13.0%

14.8%

7.1%

17.8%

3.7%

3.8%

4.5%

4.1%

4.4%

15.3%

13.0%

7.1%

15.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１）食事のしたく

（２）食事の後片付け

（３）そうじ

（４）ゴミ出し

（５）洗濯

（６）子どもの教育や世話

（７）親や身内の介護

（８）町内行事などへの参加

（９）ＰＴＡなどへの参加

主に男性 同じ程度 主に女性 その他 無効・無回答

13

◇◇家家庭庭ににおおけけるる役役割割分分担担にに対対すするる満満足足度度 
家庭における役割分担に対する満足度は、どの年代についても「満足」、「やや満足」

の割合が５割近くになっています。一方で、30代～60代の年代では、「やや不満」、「不

満」の割合が約３割と高くなっています。

23.6%

23.1%

23.6%

22.5%

22.4%

29.0%

28.1%

23.8%

41.4%

37.9%

31.5%

32.4%

28.6%

20.3%

25.0%

33.0%

14.0%

20.7%

18.9%

23.5%

18.4%

15.9%

6.3%

17.8%

5.1%

10.7%

10.2%

5.9%

12.2%

7.2%

9.4%

8.5%

10.2%

7.1%

15.0%

13.7%

16.3%

27.6%

28.1%

13.7%

5.7%

0.5%

0.8%

2.0%

2.1%

0.0%

3.1%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代後半

全体
nn==776644

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無効・無回答
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（（３３））男男女女のの地地域域・・社社会会参参画画ににつついいてて 

◇◇議議員員やや行行政政機機関関のの委委員員、、政政策策方方針針のの決決定定のの場場にに女女性性のの参参画画がが増増ええるるたためめにに必必要要ななこことと  
 議員や行政機関の委員や政策方針の決定の場における女性の参画が増えるために必

要なこととして、「男性優位の組織運営を改善すること」の項目が全体として２割を超え、

高くなっています。また、20代、30代では、「人々の抵抗感をなくすこと」の項目も割

合が高くなっています。一方、60 代以上では、「女性自身が積極的な参画意識をもつこ

と」の項目を重視する割合も高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.6%

11.8%

11.8%

5.9%

15.3%

15.9%

9.4%

11.1%

16.6%

22.5%

23.6%

28.4%

26.5%

24.6%

34.4%

23.2%

8.9%

8.3%

9.4%

6.9%

9.2%

11.6%

9.4%

8.8%

26.1%

20.7%

13.4%

12.7%

10.2%

13.0%

3.1%

16.5%

13.4%

11.2%

15.7%

13.7%

9.2%

7.2%

3.1%

11.6%

4.5%

8.9%

9.4%

9.8%

13.3%

8.7%

3.1%

8.6%

10.8%

9.5%

8.7%

10.8%

8.2%

15.9%

28.1%

10.9%

0.6%

1.8%

2.4%

2.0%

1.0%

3.1%

0.0%

1.6%

9.5%

5.3%

5.6%

9.8%

7.1%

0.0%

9.4%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代後半

全体

n=764

人々の抵抗感をなくすこと 男性優位の組織運営を改善すること

女性の能力開発の機会を充実させること 女性自身が積極的な参画意識をもつこと

家族からの支援や協力があること 政策方針決定の場に女性の比率を

高めるための取組を充実させること
わからない その他

無効・無回答

15 
 

◇◇男男女女共共同同参参画画社社会会ををつつくくるるたためめにに行行政政ががすすべべききこことと  
 男女共同参画社会を実現させるため、行政が力を入れていくべきことについては、「育

児休暇・介護休暇などの制度を男女ともにもっと利用できるよう普及させる」が 45.3％、

次に「学校教育や社会教育の場で、男女平等と相互の理解や協力についての学習を充実

させる」34.0％、「女性の就労機会を増やし、女性のための多様な職業教育・訓練を充実

させる」が 30.1％と高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.3%

34.0%

30.1%

24.3%

23.3%

22.6%

15.8%

9.6%

6.8%

4.1%

3.7%

1.6%

4.7%

育児休暇・介護休暇などの制度を男女ともに

もっと利用できるよう普及させる

学校教育や社会教育の場で、男女平等と相互

の理解や協力についての学習を充実させる

女性の就労機会を増やし、女性のための多様

な職業教育・訓練を充実させる

市民に男女共同参画についての啓発活動を進

める

保育施設や学童保育などを充実させる

高齢者や病人の介護施設などを充実させる

男性の人数と同数にするなど、より多くの女

性を行政施策の審議等に登用させる

自己実現や生きがい、余暇等、女性の生き方

に関する情報や相談、教育を充実させる

家庭・地域での役割、余暇等、男性の生き方

に関する情報や相談、教育を充実させる

他国の男女共同参画の情報提供や広い視野に

立った国際交流を推進する

何もする必要はない

その他

無効・無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%n=764



14 
 

（（３３））男男女女のの地地域域・・社社会会参参画画ににつついいてて 

◇◇議議員員やや行行政政機機関関のの委委員員、、政政策策方方針針のの決決定定のの場場にに女女性性のの参参画画がが増増ええるるたためめにに必必要要ななこことと  
 議員や行政機関の委員や政策方針の決定の場における女性の参画が増えるために必

要なこととして、「男性優位の組織運営を改善すること」の項目が全体として２割を超え、

高くなっています。また、20代、30代では、「人々の抵抗感をなくすこと」の項目も割

合が高くなっています。一方、60 代以上では、「女性自身が積極的な参画意識をもつこ

と」の項目を重視する割合も高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.6%

11.8%

11.8%

5.9%

15.3%

15.9%

9.4%

11.1%

16.6%

22.5%

23.6%

28.4%

26.5%

24.6%

34.4%

23.2%

8.9%

8.3%

9.4%

6.9%

9.2%

11.6%

9.4%

8.8%

26.1%

20.7%

13.4%

12.7%

10.2%

13.0%

3.1%

16.5%

13.4%

11.2%

15.7%

13.7%

9.2%

7.2%

3.1%

11.6%

4.5%

8.9%

9.4%

9.8%

13.3%

8.7%

3.1%

8.6%

10.8%

9.5%

8.7%

10.8%

8.2%

15.9%

28.1%

10.9%

0.6%

1.8%

2.4%

2.0%

1.0%

3.1%

0.0%

1.6%

9.5%

5.3%

5.6%

9.8%

7.1%

0.0%

9.4%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代後半

全体

n=764

人々の抵抗感をなくすこと 男性優位の組織運営を改善すること

女性の能力開発の機会を充実させること 女性自身が積極的な参画意識をもつこと

家族からの支援や協力があること 政策方針決定の場に女性の比率を

高めるための取組を充実させること
わからない その他

無効・無回答

15 
 

◇◇男男女女共共同同参参画画社社会会ををつつくくるるたためめにに行行政政ががすすべべききこことと  
 男女共同参画社会を実現させるため、行政が力を入れていくべきことについては、「育

児休暇・介護休暇などの制度を男女ともにもっと利用できるよう普及させる」が 45.3％、

次に「学校教育や社会教育の場で、男女平等と相互の理解や協力についての学習を充実

させる」34.0％、「女性の就労機会を増やし、女性のための多様な職業教育・訓練を充実

させる」が 30.1％と高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.3%

34.0%

30.1%

24.3%

23.3%

22.6%

15.8%

9.6%

6.8%

4.1%

3.7%

1.6%

4.7%

育児休暇・介護休暇などの制度を男女ともに

もっと利用できるよう普及させる

学校教育や社会教育の場で、男女平等と相互

の理解や協力についての学習を充実させる

女性の就労機会を増やし、女性のための多様

な職業教育・訓練を充実させる

市民に男女共同参画についての啓発活動を進

める

保育施設や学童保育などを充実させる

高齢者や病人の介護施設などを充実させる

男性の人数と同数にするなど、より多くの女

性を行政施策の審議等に登用させる

自己実現や生きがい、余暇等、女性の生き方

に関する情報や相談、教育を充実させる

家庭・地域での役割、余暇等、男性の生き方

に関する情報や相談、教育を充実させる

他国の男女共同参画の情報提供や広い視野に

立った国際交流を推進する

何もする必要はない

その他

無効・無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%n=764
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（（４４））配配偶偶者者・・交交際際相相手手かかららのの暴暴力力（（ＤＤＶＶ））ににつついいてて 

◇◇配配偶偶者者やや交交際際相相手手かかららのの暴暴力力行行為為のの有有無無  
配偶者や交際相手からの暴力行為の有無については、どの年代でも約１割程度が暴力

行為（ＤＶ）を受けたことがあると回答しています。また 50 代、60 代では、ほかの年

代よりも暴力行為を受けた割合が高くなっています。 

 
◇◇暴暴力力をを受受けけたた時時のの相相談談相相手手  
暴力行為を受けたときの相談相手としては、「家族や親せき」が最も高く 46.5％、次

いで、友人・知人で 37.2％となっています。 
一方で、「医療・福祉関係者」、「専門機関」、「市や県の相談窓口」等へ相談した人は非

常に少なく、有効に活用されていない状況です。また、「相談していない」も 40.7％と

割合が高くなっています。 

  

7.6%

14.8%

16.5%

9.8%

11.2%

7.2%

6.2%

11.3%

85.4%

84.6%

83.5%

89.2%

87.8%

91.3%

93.8%

85.7%

7.0%

0.6%

0.0%

1.0%

1.0%

1.5%

0.0%

3.0%
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３３  本本市市のの現現状状とと課課題題  

（（１１））男男女女共共同同参参画画のの意意識識づづくくりり  
 ・家庭生活においては男女の在り方が平等と感じている割合が高くなっていますが、

地域の習慣やしきたり、政治においては、割合が低い結果となっています。 
 ・「男は外で働き、女は家庭を守るべき」であるという考えに反対という割合が高くな

っていますが、「食事のしたく」や「そうじ」、「洗濯」など家庭内の役割分担は女性

に偏っています。 
 ・暴力（ＤＶ）では、どの年代においても１割程度、暴力行為を受けたことがあるこ

とから、言葉等による精神的なものも含め、許されることのないあらゆる暴力やハ

ラスメントを根絶するための意識啓発が必要です。 
 ・男女共同参画に対する理解や意識改革のための機会の充実を図る必要があります。

また、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

の解消に向けて、各世代や活動の場に応じた意識啓発の機会を設けるなど、男女共

同参画社会の実現に向けた土台をしっかりと形成する必要があります。 
 
（（２２））ああららゆゆるる分分野野ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの環環境境づづくくりり  
 ・性別を問わず、将来にわたって働き続けることが求められています。女性の結婚や

出産後の再就職については、性別にとらわれない積極的な育児休暇や介護休暇など

の制度を男女ともにもっと利用できるよう普及させることが非常に重要です。 
 ・政策、方針の決定の場に女性の参画が増えるために必要なこととして「男性優位の

組織運営を改善すること」の割合が高くなっています。また、「女性自身が積極的な

参画意識をもつこと」を重視する割合も高くなっています。 
 ・男女共同参画社会の実現のために、男女が協力し合うことはもちろん、さらなる女

性の活躍につなげるためにも、多様な働き方への支援や女性委員の登用率の上昇、

女性の人材育成など様々な場面において男女が活躍可能な環境を形成することが

必要です。 

 
（（３３））互互いいをを支支ええ合合ええるる社社会会づづくくりり  
 ・人口は年々減少しており、合計特殊出生率が国・県に比べ大きく低下している状況

や女性の就業率が 30 歳～69 歳の幅広い年代で国・県よりも高いことから、仕事を

変えず出産できる環境づくり、仕事をしながら育児をしやすい環境づくりを推進す

ることが求められています。 

 ・高齢化が進んでいる中で、生涯健康に過ごすための健康支援を推進することが求め

られています。 

 ・ワーク・ライフ・バランスの実現の観点からも、子育て支援、介護支援等のサービ

スの充実に引き続き取り組むとともに、職場や家庭における子育て中の保護者・介

護者に対する理解を広げていくことが重要です。 

 ・様々な困難を抱える人々への支援に関しては、社会の多様化に伴い、支援のニーズ

は多様化していくことが考えられます。様々な困難を抱える人々がそれぞれの状況

に応じた相談・支援を受けられる体制（環境）を充実させていくことが必要です。 
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（（４４））配配偶偶者者・・交交際際相相手手かかららのの暴暴力力（（ＤＤＶＶ））ににつついいてて 
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 ・家庭生活においては男女の在り方が平等と感じている割合が高くなっていますが、

地域の習慣やしきたり、政治においては、割合が低い結果となっています。 
 ・「男は外で働き、女は家庭を守るべき」であるという考えに反対という割合が高くな

っていますが、「食事のしたく」や「そうじ」、「洗濯」など家庭内の役割分担は女性

に偏っています。 
 ・暴力（ＤＶ）では、どの年代においても１割程度、暴力行為を受けたことがあるこ
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ラスメントを根絶するための意識啓発が必要です。 
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に応じた相談・支援を受けられる体制（環境）を充実させていくことが必要です。 
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４４  男男女女共共同同参参画画推推進進計計画画数数値値目目標標のの達達成成状状況況  

指標 数値目標 

基準値 
(平成 29年度） 

2017年度 

最新値 
（令和 3年度） 

2021年度 

目標値 
（令和 4年度） 

2022年度 

１ 

男は外で働き、女は家庭を守

るという考え方に反対である

市民の割合※1 

53.2％ 59.5％ 70.0％ 

２ 

夫婦間の役割分担の現状につ

いて、満足している市民の割

合※2 

65.5％ 56.8％ 80.0％ 

３ 
審議会・委員会等への女性の

登用率 
21.5％ 25.7％ 35.0％ 

４ 

配偶者や交際相手から暴力

（身体的暴力・精神的暴力・社

会的暴力など）を受けた経験

がある市民の割合 

女性 

15.5％ 

男性 

5.6％ 

11.3％ 

女性 

7.8％ 

男性 

2.8％ 

５ 
職場において男女が平等とな

っていると思う市民の割合 
21.8％ 23.0％ 33.0％ 

指標１、２、４、５（令和３年市民意向調査） 
指標３（令和３年版男女共同参画に関する年次報告） 
※１ 「反対」「どちらかと言えば反対」の合計割合 

※２ 「満足」「やや満足」の合計割合 
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５５  男男女女共共同同参参画画推推進進団団体体等等のの意意見見  

（（１１））那那須須烏烏山山市市男男女女共共同同参参画画推推進進委委員員（（令令和和４４年年６６月月、、９９月月、、1122月月、、令令和和５５年年３３月月のの委委員員会会ににおおいいてて出出たた意意見見））  
【男女共同参画計画の啓発活動】 
・封筒や消しゴムスタンプでの啓発はそれなりの効果があると思われる。標語を募るなど男

女共同参画について深く考える機会があってもよいのではないか。 
 ・ホームページやお知らせ版に加え、ラインでの周知を図ってはどうか。 
 ・ＳＤＧｓのジェンダー平等の視点からの啓発も必要。 
 ・住民の意識づくりをどう進めていくかが大きな課題である。 
【男女共同参画にかかる教育・学習】 
 ・子どもを対象とした事業や出前講座等の実施も検討してはどうか。 
 ・学校での人権教育を強化し、性やＬＧＢＴに関する理解を深める。 

 ・市民への学習の場の提供と周知の充実を。 

【ＤＶ防止のための啓発活動】 

・様々なＤＶがあることへの周知を図ることも理解を得る啓発活動では大事なことである。 

・コロナの影響が強く出る分野で、啓発活動をすればするだけ命を助けることが増えること

に直結している。更なる継続と推進が必要である。 

【審議会・委員会等への女性委員登用】 

 ・市の女性団体と連携を強化し、若い女性の登用に努めること。 

 ・女性枠を設けて適任者を発掘するなど女性の登用率を上げる。 

 ・登用後のメリットをアピールし地域の活性化につなげる。 

 ・特定の女性リーダーだけでなく新しい女性リーダーの育成にも努めるべき。 

【地域・社会において】 

 ・女性の働き方改革や家族との関係改善が図られないと地域における女性進出が進まない。 

 ・自治会の役員がほとんど男性である。行政区長など地域リーダーへの理解を得るための啓

発が必要である。 

【女性の活躍推進】 

・市のワーク・ライフ・バランスの企業認定制度の運用に期待する。制度活用者のバックア

ップ体制の構築と女性活躍の情報の拡大が必要である。 

・国を始めとし、県や各市町が連携し、女性活躍推進を積極的に推し進めることが大事。 

 ・女性の働きやすさと女性の人権のバランスが重要。働く女性の声を多く盛り込み、女性に

優しい事業の推進を期待する。 

【ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）】 

・共働き家族で子どもが小さい頃はワーク・ライフ・バランスが大変難しい。問題点の解決

が図られるよう各分野の対策を進めることが必要。 

・ワークの多様性とライフの充実には、ほっとした空間や楽しめる空間のような充実が市内

に溢れていることで、生活と働く調和がより一層進むと考える。 
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 ・市の女性団体と連携を強化し、若い女性の登用に努めること。 

 ・女性枠を設けて適任者を発掘するなど女性の登用率を上げる。 

 ・登用後のメリットをアピールし地域の活性化につなげる。 
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優しい事業の推進を期待する。 

【ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）】 
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が図られるよう各分野の対策を進めることが必要。 

・ワークの多様性とライフの充実には、ほっとした空間や楽しめる空間のような充実が市内

に溢れていることで、生活と働く調和がより一層進むと考える。 
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【健康づくり】 

 ・中高年の方々の健康づくりに関して安定している様子を感じる。今後、親子の健康に視点

を移しても良いかもしれない。 

 ・自分に合った健康づくりに取り組めるよう多くの種類の事業を提供してほしい。 

・那須烏山市独自の健康寿命を知ることで市民の健康への意識が高まり更なる向上を目指

せるのではないか。 

【ひとり親家庭・生活困窮者等への支援】 

 ・地域や社協、民生委員との連携支援と情報の共有、連絡・相談体制の充実が重要。 

 ・フードバンクの充実が喫緊の課題である。 

 ・ひとり親や生活困窮者になる前の段階での相談機関の充実。 

 ・継続的な支援や様々な取組をできるだけ増やすことが求められている。 

 
（（２２））那那須須烏烏山山市市女女性性団団体体連連絡絡協協議議会会（（アアンンケケーートトかからら出出たた意意見見））  
【本市の男女共同参画推進について】 
・結果は出ていないが、男女共同参画推進企業として具体的な取組が始まったことが分か

った。 
・今年実施したフォーラムは参加者が少なく高齢者ばかりだった。市職員や企業に動員を

かけて必要な方が参加できるように働きかける必要がある。 
・男女共同参画計画を策定し、推進していこうという意気込みを感じる。 
【本市の課題】 
・市民の意識改革が必要。特に年配者・先輩方男性の「女性はこうあるべき、これは女性

の仕事だ」という考えを変えるべき。 
・あらゆる場面（職場・自治会など）で女性の活躍・進出を促すことや、市会議員・市管理

職・検討委員等の女性の比率を増やすこと。 
・女性が働きやすい職場を増やすこと。 
【本市に望むこと】 
・労働環境の改善（ワーク・ライフ・バランス、スキルアップ、育休等を取りやすくする、

非常勤雇用を減らし正規雇用の割合を増やす等）をまず市役所から実現する。そして民

間企業にも広げていくこと。 
・互いを支えあえる社会、男女が自分らしく生きられる社会づくりに向け、もっと男女共

同参画の啓発をするべきである。 
・性別、年齢等それぞれ立場が違った人同士の交流の場を多くすること。お互いの持つ能

力を認め互いに切磋琢磨し高めあうこと。 
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第第３３章章  計計画画のの基基本本的的なな考考ええ方方  

１１  市市のの将将来来像像  

本市では、多様な生き方を認め合うことを前提として、お互いについての理解を深

めながら、慣習や制度として歴史的・文化的に作られてきた社会的性別による偏見や

差別を解消し、お互いを認め合い、人が一人の人間として個性と能力を最大限に発揮

していくことができる男女共同参画社会の構築を目指していきます。 

 

 

 

 

 

２２  基基本本のの視視点点 

 本計画は、男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画推進施策を総合的かつ

一体的に取り組むために策定するものであり、基本の視点に従って推進していきま

す。 

（（１１））人人権権のの尊尊重重  

  男女が、性別による偏見や差別的扱いを受けず、個人としての尊厳を重んじ、一

人の人間として能力を発揮し、多様な生き方を選択できる社会づくりを進めます。 

（（２２））社社会会ににおおけけるる制制度度ままたたはは慣慣行行ににつついいててのの配配慮慮  

  性別による固定的な役割分担意識や無意識の思い込みに基づく社会制度や慣行に

とらわれることなく、能力や個性を発揮できる生き方を自らの意思で選択できるよ

う配慮します。 

（（３３））政政策策等等のの立立案案及及びび決決定定のの場場ににおおけけるる共共同同参参画画  

  社会の対等な構成員として、行政や地域などあらゆる場において、政策や方針な

どの決定に共同して参画できるようにします。 

（（４４））家家庭庭生生活活ににおおけけるる活活動動とと他他のの活活動動のの両両立立  

  男女が、家庭生活において、お互いを思いやり、互いに協力し合うことで、共に

家族の一員としての役割を果たしながら良好な家庭を築き、同時に仕事や学習、地

域活動に参画できるようにします。 

（（５５））男男女女のの性性ににつついいててのの理理解解とと生生涯涯ににわわたたるる健健康康のの確確保保  

  男女が、互いの身体的特徴や性についての理解を深め、相手を思いやる意識を持

つことにより、生涯にわたり安全で健康的な生活を営むことができるようにしま

す。 

（（６６））国国際際的的協協調調  

  男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係があることを考慮

し、国際社会の動向を踏まえながら男女共同参画を進めます。 

誰誰ももががおお互互いいをを尊尊重重しし個個性性とと能能力力をを発発揮揮ででききるる社社会会  
～～今今日日かからら  ここここかからら  みみんんななかからら～～  
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３３  基基本本目目標標  

 那須烏山市が目指す男女共同参画社会の基本の視点の実現に向け、前計画の３つの

基本目標を継承し、計画を推進します。  

基本目標１ 男女共同参画の意識づくり 

男女共同参画社会の実現には、個人が性別に関わりなく、お互いを対等な人格として

認め、尊重する意識を市民に持たせることが重要です。さらに、根強く残っている固定

的な性別役割分担意識や無意識な思い込み（アンコンシャス・バイアス）を解消するこ

とが必要です。また、配偶者等からの暴力をはじめ、虐待や性暴力といった様々な暴力

を根絶することも求められています。 

そのために、家庭や学校教育、地域等の様々な活動の場において、男女共同参画社会

についての理解を深め、男女共同参画を推進するための意識形成を図ります。 

 

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり 

あらゆる分野においての取組が、男女共同参画の推進には重要です。男女の意見が平

等に社会へと反映されるようにするには、政策・方針決定過程への女性の参画を拡大し

ていく必要があります。そのために女性の人材育成・エンパワーメント支援、女性活躍

の取組をさらに進めていきます。 

また、地域における男女共同参画の推進のために、男女が共に地域社会の一員として

の責任を担い、協力して活動に参加し、活躍できる環境づくりを目指します。 

 

基本目標３ 互いを支え合える社会づくり 

誰もがその能力を十分に発揮し、生きがいをもって生活を送ることができるよう、ワ

ーク・ライフ・バランスの実現を図り、互いを支え合う社会づくりが必要です。そのた

めに、仕事と家庭生活等を両立に向けた啓発や子育てに参加しやすい環境整備の支援、

男性の家庭参画への理解促進など、ワーク・ライフ・バランスの推進を図っていきます。 

また、人生 100 年時代を見据えた、ライフステージ※に応じた生涯にわたる心と体の

健康づくりや困難を抱える人や高齢者、障がい者、ひとり親などの人たちへの支援など、

市民が生涯にわたって安心して暮らすことのできる社会づくりを進めます。 

 

※ライフステージ…人間の一生において節目となる出来事（出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子育

て、退職等）によって区分される生活環境の段階 
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４４ 計計画画のの体体系系 

【基本目標】      【施策の方向】         【取組】

３

互
い
を
支
え
合
え
る

 
 
 

社
会
づ
く
り

１ ワーク・ライフ・バランス

（仕事と家庭の調和）の環境

整備

３ 様々な困難を抱える人々

への支援

（１）子育て・介護サービスの充実

⇒

（２）市民への意識啓発と周知

（１）生涯を通じた健康支援

⇒なすからすやま健康プラン

（２）母子保健対策の充実

（１）ひとり親家庭等への支援

（２）高齢者・障がい者・その他生活困窮

者への支援

⇒高齢者福祉計画・介護保険事業計画

⇒

１

男
女
共
同
参
画
の

 
 
 

意
識
づ
く
り

（１）啓発活動の充実

（２）情報提供の充実

（３）性的マイノリティに対する理解・

支援

２ 男女共同参画に関する教

育・学習の充実

１ 男女共同参画の理解促進

（１）学校教育における男女共同参画

教育の充実

（２）男女共同参画に関する学習機会

の充実

３ 配偶者等に対する暴力の

根絶「ＤＶ防止基本計画」

（１）ＤＶ防止のための啓発活動
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の推進「女性活躍推進計画」

２ 生涯にわたる健康づくり

の推進
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３

互
い
を
支
え
合
え
る

 
 
 

社
会
づ
く
り
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（仕事と家庭の調和）の環境

整備

３ 様々な困難を抱える人々

への支援

（１）子育て・介護サービスの充実

⇒

（２）市民への意識啓発と周知

（１）生涯を通じた健康支援
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１

男
女
共
同
参
画
の

 
 
 

意
識
づ
く
り
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（３）性的マイノリティに対する理解・
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２ 男女共同参画に関する教
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１ 男女共同参画の理解促進
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ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
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男
女
共
同
参
画
の
環
境
づ
く
り
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（１）働きやすい職場環境整備の促進
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の推進
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第４章 計画の内容 

１１  計計画画のの内内容容  

基本目標１ 男女共同参画の意識づくり 

施施策策のの方方向向１１  男男女女共共同同参参画画のの理理解解促促進進  

男女共同参画社会の実現には、個人が性別に関わりなく、 

お互いを対等な人格として認め、尊重する意識を市民に持た 

せることが重要です。 

令和３（2021）年に行った市民意識調査の結果を見ると、「男は外で働き、女は家庭を

守るべき」という、従来の固定的な性別役割分担についての意識は、若い年代の方が薄

くなっていますが、依然として残っていることがわかりました。また、少しずつ改善は

されていますが家庭生活での女性の負担が高いことがわかります。 

そうした、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイア

ス）を解消し男女が対等な関係を築くため、あらゆる世代に対して様々な媒体や機会を

通じた広報・啓発活動や情報の収集・提供を行っていきます。 

 
（１）啓発活動の充実 

取組 事業の内容 担当課 

男女共同参画に関する講座・講演

会等の開催 

男女共同参画に関する講座や講演会

等開催し、男女共同参画意識の啓発

を行います。 
生涯学習課 

男女共同参画週間の周知 
男女共同参画週間に向けたキャッチ

フレーズの募集や、男女共同参画週

間の広報を行います。 
生涯学習課 

市の郵送物・配布物へ男女共同参

画推進の表示 

市の郵送物・配布物へ男女共同参画

推進の表示をし、男女共同参画に対

する啓発を行います。 
生涯学習課 

人権に関する啓発活動 

「人権作文・絵画」の募集、「人権の

花」や「人権講話」の実施、人権問

題に関するリーフレットの配布を行

い、人権意識の啓発を行います。 

市民課 
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（２）情報提供の充実 
取組 事業の内容 担当課 

広報紙・ホームページを活用した

情報提供                                                                 

広報紙へ男女共同参画に関する記事

を掲載します。 
市内外の講座・講演会について、広

報紙やホームページへの掲載を行う

ことで、男女共同参画に関する情報

提供を行います。 

総合政策課 
生涯学習課 

情報コーナーを活用した情報提供 
市内外の情報誌・リーフレットを市

施設の情報コーナーへ設置すること

により、情報提供を行います。 
生涯学習課 

 
 
（３）性的マイノリティに対する理解・支援 

取組 事業の内容 担当課 

誰もが自分らしく生きることので

きる社会の実現に向けた「パート

ナーシップ制度」の推進 

栃木県が実施する「とちぎパートナ

ーシップ宣誓制度」との連携を図る

とともに、本市におけるパートナー

シップ制度を導入し自分らしく生き

ることのできる社会を目指します。 

市民課 

市民への理解促進 
あらゆる機会を活用し、性的マイノ

リティを含めた様々な人権について

市民に対する理解促進に努めます。 
生涯学習課 
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（２）情報提供の充実 
取組 事業の内容 担当課 
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市内外の講座・講演会について、広
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提供を行います。 
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生涯学習課 

情報コーナーを活用した情報提供 
市内外の情報誌・リーフレットを市

施設の情報コーナーへ設置すること

により、情報提供を行います。 
生涯学習課 

 
 
（３）性的マイノリティに対する理解・支援 

取組 事業の内容 担当課 

誰もが自分らしく生きることので

きる社会の実現に向けた「パート

ナーシップ制度」の推進 

栃木県が実施する「とちぎパートナ

ーシップ宣誓制度」との連携を図る

とともに、本市におけるパートナー

シップ制度を導入し自分らしく生き

ることのできる社会を目指します。 

市民課 

市民への理解促進 
あらゆる機会を活用し、性的マイノ

リティを含めた様々な人権について

市民に対する理解促進に努めます。 
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施施策策のの方方向向２２  男男女女共共同同参参画画にに関関すするる教教育育・・学学習習のの充充実実  

男女共同参画社会づくりの活動においては、学校教育や 

家庭、地域での教育や学習の機会において、男女共同参画 

の視点に立って行うことが重要です。また、子どものころ 

からそれぞれの個性と能力を十分発揮し、将来を見通して自己形成ができるよう学校

教育の場における男女平等教育を推進していくことが大切です。 

学校教育を通じた男女共同参画の意識づくりに取り組むほか、市民に向けた講座な

どの意識啓発を行っていきます。 

 
（１）学校教育における男女共同参画教育の充実 

取組 事業の内容 担当課 

人権や性に関する学習の充実 

学校教育活動全体を通じて、児童生

徒が男女平等や男女相互の理解と協

力の重要性について理解を深めるた

めの教育を行います。 
また、発達段階に応じ、性や性的マ

イノリティに関する理解を深めるた

めの授業を行います。 

学校教育課 

人権教育に関する学習機会の提供 

教職員やＰＴＡなど教育関係者が男

女共同参画の視点に立ち、児童生徒

と関わることができるよう、広く人

権教育に関する学習機会の提供を行

います。 

学校教育課 
生涯学習課 

 
 
（２）男女共同参画に関する学習機会の充実 

取組 事業の内容 担当課 

各種講座等の開催 

公民館等において、男女共同参画の

視点に立った講座を開催し、幅広い

年代の市民が男女ともに学習できる

機会を提供します。 

生涯学習課 

学習機会の情報提供 

栃木県や各市町等が実施する男女共

同参画に関する講座や研修会等につ

いて市公共施設の窓口やホームペー

ジなどを活用しで情報を提供しま

す。 

生涯学習課 
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施施策策のの方方向向３３  配配偶偶者者等等にに対対すするる暴暴力力のの根根絶絶「「ＤＤＶＶ防防止止基基本本計計画画」」  

配偶者等からの暴力（ＤＶ）は、身体だけでなく精神に対 

しても大きな影響を及ぼすものであり、犯罪となる行為を含 

む重大な人権侵害であり被害者を深刻な状況に追い込むこと 

が多くあります。また、コロナ禍による不安やストレス、在宅時間の増加によりＤＶに

かかる相談件数が全国的に増加傾向にあると言われています。 

令和３（2021）年に行った市民意識調査の結果によれば、どの年代においても配偶者

や交際相手から暴力行為を受けたことがある人が一定数います。また、被害を受けた人

のうち「相談していない」は 40％と高くなっており、身近な人からの暴力に対して、相

談できないなど、潜在化しやすいものとなっています。また、相談先も「家族や親せき」、

「友人・知人」が多く、専門機関などに相談した割合が低くなっています。 

防止に向けて、市民への意識啓発と情報提供を行っていくとともに、被害者が安心し

て相談でき、必要な支援を適切に受けられるよう取り組みます。 

 

（１）ＤＶ防止のための啓発活動 
取組 事業の内容 担当課 

ＤＶに関する広報の充実 

リーフレット等の啓発資材を公共施

設内の窓口やトイレに設置します。

また、機会を捉えた広報活動やＳＮ

Ｓによる情報発信、ホームページへ

掲載を行います。 

こども課 

女性に対する暴力をなくす運動の

推進 

毎年 11月 12日から 25日に行われて

いる、「女性に対する暴力をなくす運

動」を推進するため、ホームページ

等での啓発を行います。 

こども課 
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（２）相談体制の充実 
取組 事業の内容 担当課 

相談体制の整備及び各種相談窓口

周知 

女性相談支援員を配置し被害者の相

談に応じるほか、各種相談窓口や専

門機関の周知を行います。被害者支

援にあたっては、迅速な支援が可能

となるよう相談シート等を備えま

す。 

こども課 

職員の対応力向上 

研修会等へ参加することにより、担

当職員・相談員等の人材育成を図

り、ＤＶ被害者等への対応力を向上

させます。 

こども課 

関係機関との連携強化 

緊急性のある被害者や、日本語が苦

手な外国人被害者などの早期発見や

状況に応じて適切な対応ができるよ

う、関係機関や庁内関係各課との連

携を強化します。 
 

こども課 

 
（３）被害者の支援 

取組 事業の内容 担当課 

緊急時における被害者の安全確保 

関係機関と連携しながら、一時保護

が行われるまでの避難場所の確保、

医療機関の受診や入院、心身のケア

等の支援を行います。 

こども課 
健康福祉課 

被害者の適切な情報提供 

被害者の自立のために、関係機関と

連携し、公営住宅、健康保険、就業

機会等などの継続的な情報提供を行

います。 

こども課 
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基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり 

施施策策のの方方向向１１  政政策策・・方方針針決決定定のの場場ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

あらゆる分野における政策・方針決定過程において男女が共に参画 

することで、様々な視点が確保されることから、社会経済情勢の変化 

に対応する力となります。そのため政策・方針決定の場における女性 

の参画の拡大に向け、市が率先して各審議会や委員会等における女性委員の選任に取り

組みます。また、事業者や団体に向けた啓発及び地域活動における女性の活躍推進に取

り組みます。 

 
（１）女性の登用 

取組 事業の内容 担当課 

審議会・委員会等への女性委員の

登用 

各審議会・委員会等における女性委

員の登用率の上昇を図り、政策・方

針決定の場における男女共同参画の

推進を行います。 

全課 

市職員における女性管理職の登用 
能力や実績を適切に評価し、意欲と

能力のある女性職員を積極的に発掘

し、女性管理職の登用を進めます。 
総務課 

 
（２）人材育成の充実 

取組 事業の内容 担当課 

リーダーの育成・研修会 

地域のリーダーとして活躍できる人

材を育成するため、女性教育指導者

研修等研修会への参加を支援しま

す。 

生涯学習課 

女性団体への活動支援 
女性団体連絡協議会及びその構成団

体への活動支援を行うことで、組織

の活性化を図ります。 
生涯学習課 

セミナー・講座の開催 

様々な分野におけるスキルアップを

図るためのセミナーや各種講座を開

催、または、各種講座等の情報提供

に努めます。 

全課 
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（２）相談体制の充実 
取組 事業の内容 担当課 

相談体制の整備及び各種相談窓口

周知 

女性相談支援員を配置し被害者の相

談に応じるほか、各種相談窓口や専

門機関の周知を行います。被害者支

援にあたっては、迅速な支援が可能

となるよう相談シート等を備えま

す。 

こども課 

職員の対応力向上 

研修会等へ参加することにより、担

当職員・相談員等の人材育成を図

り、ＤＶ被害者等への対応力を向上

させます。 

こども課 

関係機関との連携強化 

緊急性のある被害者や、日本語が苦

手な外国人被害者などの早期発見や

状況に応じて適切な対応ができるよ

う、関係機関や庁内関係各課との連

携を強化します。 
 

こども課 

 
（３）被害者の支援 

取組 事業の内容 担当課 

緊急時における被害者の安全確保 

関係機関と連携しながら、一時保護

が行われるまでの避難場所の確保、

医療機関の受診や入院、心身のケア

等の支援を行います。 

こども課 
健康福祉課 

被害者の適切な情報提供 

被害者の自立のために、関係機関と

連携し、公営住宅、健康保険、就業

機会等などの継続的な情報提供を行

います。 

こども課 
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基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり 

施施策策のの方方向向１１  政政策策・・方方針針決決定定のの場場ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

あらゆる分野における政策・方針決定過程において男女が共に参画 

することで、様々な視点が確保されることから、社会経済情勢の変化 

に対応する力となります。そのため政策・方針決定の場における女性 

の参画の拡大に向け、市が率先して各審議会や委員会等における女性委員の選任に取り

組みます。また、事業者や団体に向けた啓発及び地域活動における女性の活躍推進に取

り組みます。 

 
（１）女性の登用 

取組 事業の内容 担当課 

審議会・委員会等への女性委員の

登用 

各審議会・委員会等における女性委

員の登用率の上昇を図り、政策・方

針決定の場における男女共同参画の

推進を行います。 

全課 

市職員における女性管理職の登用 
能力や実績を適切に評価し、意欲と

能力のある女性職員を積極的に発掘

し、女性管理職の登用を進めます。 
総務課 

 
（２）人材育成の充実 

取組 事業の内容 担当課 

リーダーの育成・研修会 

地域のリーダーとして活躍できる人

材を育成するため、女性教育指導者

研修等研修会への参加を支援しま

す。 

生涯学習課 

女性団体への活動支援 
女性団体連絡協議会及びその構成団

体への活動支援を行うことで、組織

の活性化を図ります。 
生涯学習課 

セミナー・講座の開催 

様々な分野におけるスキルアップを

図るためのセミナーや各種講座を開

催、または、各種講座等の情報提供

に努めます。 

全課 
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施施策策のの方方向向２２  地地域域・・社社会会ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

男女が共に地域とのつながりの中で心豊かな生活を送るた 

めには、地域活動においても男女が固定的な性別役割分担意 

識を見直すことが重要です。 

令和３（2021）年に行った市民意識調査の結果では、町内行事などへの参加は女性が

２割弱に対し、４割を超える男性が主に担当するとなっています。 

地域づくりや生きがいづくりなど様々な地域活動や災害時のきめ細やかな対応にお

いて、男女双方の視点を反映することができるよう、地域で活動する各種団体へ男女共

同参画を促進すると共に、情報提供や支援を行います。 

 
（１）地域における男女共同参画の推進 

取組 事業の内容 担当課 

まちづくり団体・ＮＰＯ法人など

各種団体への活動支援 

各種団体への活動支援を通じて、地

域と行政の協働による男女共同参画

社会の推進を行います。 

生涯学習課 
まちづくり課 

地域の防災活動における男女共同

参画の推進 

地域の防災活動・避難所運営等につ

いて男女共同参画の視点で行えるよ

うな体制づくりを支援します。 
総務課 
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施施策策のの方方向向３３  働働くく場場ににおおけけるる女女性性活活躍躍のの推推進進「「女女性性活活躍躍推推進進計計画画」」  

男女共同参画における労働の側面について、働きたい人が 

性別に関わりなくその能力を十分に発揮できることが自己実 

現につながり、個人の幸福の根幹をなすものです。そして、 

少子高齢化に伴う人口減少が深刻化する中、女性の活躍を推進することで、経済社会に

活力をもたらし、持続的成長にもつながります。そのため、新たな魅力や価値を見出せ

るよう、就労に意欲的な女性の社会進出及び能力発揮の促進を推進していきます。 

また、性別を理由とする差別的取扱いやセクシャルハラスメント、マタニティハラス

メント等の根絶や男女が共に働き続けられる職場環境づくりに向けた働き方改革を推

進していきます。 

 
（１）働きやすい職場環境整備の促進 

取組 事業の内容 担当課 

事業所への働きやすい職場環境整

備に関する制度等の周知 

男女雇用機会均等法・育児介護休業

法・次世代育成支援対策推進法・女

性活躍推進法などの関係法令の趣

旨・内容や働きやすい職場環境整備

に関する各種制度、他事業所での先

進的な取組等に関して、国・県・商

工会等の関係機関と連携し、市内事

業所に対し周知や啓発を行います。 

生涯学習課 
商工観光課 

女性が活躍しやすい職場環境をつ

くる機運の醸成 

様々な広報媒体を活用し、男女雇用

機会均等法等の制度について広く市

民向け周知、啓発を行うことで、職

場全体で女性が働きやすい環境をつ

くる機運の醸成を図ります。 

生涯学習課 
商工観光課 
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施施策策のの方方向向２２  地地域域・・社社会会ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

男女が共に地域とのつながりの中で心豊かな生活を送るた 

めには、地域活動においても男女が固定的な性別役割分担意 

識を見直すことが重要です。 

令和３（2021）年に行った市民意識調査の結果では、町内行事などへの参加は女性が

２割弱に対し、４割を超える男性が主に担当するとなっています。 

地域づくりや生きがいづくりなど様々な地域活動や災害時のきめ細やかな対応にお

いて、男女双方の視点を反映することができるよう、地域で活動する各種団体へ男女共

同参画を促進すると共に、情報提供や支援を行います。 

 
（１）地域における男女共同参画の推進 

取組 事業の内容 担当課 

まちづくり団体・ＮＰＯ法人など

各種団体への活動支援 

各種団体への活動支援を通じて、地

域と行政の協働による男女共同参画

社会の推進を行います。 

生涯学習課 
まちづくり課 

地域の防災活動における男女共同

参画の推進 

地域の防災活動・避難所運営等につ

いて男女共同参画の視点で行えるよ

うな体制づくりを支援します。 
総務課 
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施施策策のの方方向向３３  働働くく場場ににおおけけるる女女性性活活躍躍のの推推進進「「女女性性活活躍躍推推進進計計画画」」  

男女共同参画における労働の側面について、働きたい人が 

性別に関わりなくその能力を十分に発揮できることが自己実 

現につながり、個人の幸福の根幹をなすものです。そして、 

少子高齢化に伴う人口減少が深刻化する中、女性の活躍を推進することで、経済社会に

活力をもたらし、持続的成長にもつながります。そのため、新たな魅力や価値を見出せ

るよう、就労に意欲的な女性の社会進出及び能力発揮の促進を推進していきます。 

また、性別を理由とする差別的取扱いやセクシャルハラスメント、マタニティハラス

メント等の根絶や男女が共に働き続けられる職場環境づくりに向けた働き方改革を推

進していきます。 

 
（１）働きやすい職場環境整備の促進 

取組 事業の内容 担当課 

事業所への働きやすい職場環境整

備に関する制度等の周知 

男女雇用機会均等法・育児介護休業

法・次世代育成支援対策推進法・女

性活躍推進法などの関係法令の趣

旨・内容や働きやすい職場環境整備

に関する各種制度、他事業所での先

進的な取組等に関して、国・県・商

工会等の関係機関と連携し、市内事

業所に対し周知や啓発を行います。 

生涯学習課 
商工観光課 

女性が活躍しやすい職場環境をつ

くる機運の醸成 

様々な広報媒体を活用し、男女雇用

機会均等法等の制度について広く市

民向け周知、啓発を行うことで、職

場全体で女性が働きやすい環境をつ

くる機運の醸成を図ります。 

生涯学習課 
商工観光課 
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（２）起業・再就職への支援 
取組 事業の内容 担当課 

起業を目指す女性などへの支援 

起業を目指す女性に関しては、市と

商工会に相談窓口を設置するほか、

商工会等が実施する起業者向けセミ

ナーの情報提供などを行います。ま

た、実際に起業する女性に対して

は、補助金や融資で資金面での支援

を行う等、創業支援等事業計画に基

づき関係機関と連携し、総合的な支

援を行います。 

商工観光課 

再就職に関する情報の提供 

関係機関と連携し合同就職説明会を

実施するほか、国や県などの主催す

るセミナーや面接会等の情報を積極

的に発信します。 

商工観光課 

 
（３）農業における男女共同参画の推進 

取組 事業の内容 担当課 

女性農業者の育成・確保 

女性農業士など地域のリーダーとな

り得る女性農業者の育成・確保のた

め、関係機関と連携し、相談窓口の

充実や知識・技術の習得のための支

援を行います。 

農政課 

女性農業団体の活動支援 

女性農業者のネットワークづくりや

グループ活動の支援を行い、女性農

業者の活躍・能力発揮の場の活性化

を図ります。 

農政課 

家族経営協定の締結促進 

家族農業経営に携わる女性が、意欲

とやり甲斐をもって経営に参画でき

るよう、家族経営協定の締結や見直

しを推進します。 

農政課 
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基本目標３ 互いを支え合える社会づくり 

施施策策のの方方向向１１  ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンスス（（仕仕事事とと家家庭庭のの調調和和））のの環環境境整整備備  

ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、長時間 

労働の削減や労働生産性の向上などの働き方改革を進める 

とともに、男性の育児休業の取得促進、多様な人々が活躍 

できるようなライフスタイルに対応した柔軟な働き方の導入が重要となります。 

令和３（2021）年に行った市民意識調査の結果では、家庭における家事・育児・介護

に関する男性の負担の割合が１割弱に対し、女性の負担が５割以上と多く、男性よりも

女性が負担を強いられている状況が見受けられます。 

そのため、子育てや介護に関する不安や負担感を解消し、男女がともに子育てと仕事

や地域活動などを調和させる環境整備のために、子育て支援施設の整備や保育人材の確

保の促進、ライフスタイルに対応した多用な保育サービスの提供などのきめ細かな子育

て支援や高齢者・介護サービスの充実・支援に取り組みます。 

 
（１）子育て・介護サービスの充実 

（子育て応援プラン・高齢者福祉計画・介護保険事業計画） 
取組 事業の内容 担当課 

地域で支え合う子育ての支援 
子育て支援施設の整備 
子どもの安全の確保 

子どもが安心して遊べる公園等の環

境整備に取り組みます。 
子どもの安全安心の確保（幼保・教

育施設・通学路等を含む）に努めま

す。 
子どもの居場所づくりへの取組・推

進を図ります。 

こども課 
都市建設課 
学校教育課 

孤立させない育児環境整備への取

組 

父親の育児参画への意識醸成に向け

た啓発活動を行います。 
家族全体で子育てに参加しやすい環

境整備を支援します。 

こども課 

子育て家庭への支援 

保護者の就労・多様なニーズに応じ

た各種サービス（一時預かり事業、

放課後児童健全育成事業 等）を推

進します。 

こども課 

出生・子育て支援にかかる経済負

担の軽減 

子どもを安心して産み育てるための

経済負担の軽減（不妊治療費助成、

こども医療費助成 等）を図ります。 
こども課 

地域で安心して生活できる安全・

安心なまちづくり 
健康で生きがいのある生活の支援 
利用者の視点に立ったサービスの

充実 

地域生活課題の解消に向け、関係機

関との連携による重層的支援体制の

整備を図ります。地域包括ケアシス

テム（地域包括支援センター機能、

在宅医療や介護予防 等）の充実・

強化・推進を図ります。 

健康福祉課 
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（２）起業・再就職への支援 
取組 事業の内容 担当課 

起業を目指す女性などへの支援 

起業を目指す女性に関しては、市と

商工会に相談窓口を設置するほか、

商工会等が実施する起業者向けセミ

ナーの情報提供などを行います。ま

た、実際に起業する女性に対して

は、補助金や融資で資金面での支援

を行う等、創業支援等事業計画に基

づき関係機関と連携し、総合的な支

援を行います。 

商工観光課 

再就職に関する情報の提供 

関係機関と連携し合同就職説明会を

実施するほか、国や県などの主催す

るセミナーや面接会等の情報を積極

的に発信します。 

商工観光課 

 
（３）農業における男女共同参画の推進 

取組 事業の内容 担当課 

女性農業者の育成・確保 

女性農業士など地域のリーダーとな

り得る女性農業者の育成・確保のた

め、関係機関と連携し、相談窓口の

充実や知識・技術の習得のための支

援を行います。 

農政課 

女性農業団体の活動支援 

女性農業者のネットワークづくりや

グループ活動の支援を行い、女性農

業者の活躍・能力発揮の場の活性化

を図ります。 

農政課 

家族経営協定の締結促進 

家族農業経営に携わる女性が、意欲

とやり甲斐をもって経営に参画でき

るよう、家族経営協定の締結や見直

しを推進します。 

農政課 
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基本目標３ 互いを支え合える社会づくり 

施施策策のの方方向向１１  ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンスス（（仕仕事事とと家家庭庭のの調調和和））のの環環境境整整備備  

ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、長時間 

労働の削減や労働生産性の向上などの働き方改革を進める 

とともに、男性の育児休業の取得促進、多様な人々が活躍 

できるようなライフスタイルに対応した柔軟な働き方の導入が重要となります。 

令和３（2021）年に行った市民意識調査の結果では、家庭における家事・育児・介護

に関する男性の負担の割合が１割弱に対し、女性の負担が５割以上と多く、男性よりも

女性が負担を強いられている状況が見受けられます。 

そのため、子育てや介護に関する不安や負担感を解消し、男女がともに子育てと仕事

や地域活動などを調和させる環境整備のために、子育て支援施設の整備や保育人材の確

保の促進、ライフスタイルに対応した多用な保育サービスの提供などのきめ細かな子育

て支援や高齢者・介護サービスの充実・支援に取り組みます。 

 
（１）子育て・介護サービスの充実 

（子育て応援プラン・高齢者福祉計画・介護保険事業計画） 
取組 事業の内容 担当課 

地域で支え合う子育ての支援 
子育て支援施設の整備 
子どもの安全の確保 

子どもが安心して遊べる公園等の環

境整備に取り組みます。 
子どもの安全安心の確保（幼保・教

育施設・通学路等を含む）に努めま

す。 
子どもの居場所づくりへの取組・推

進を図ります。 

こども課 
都市建設課 
学校教育課 

孤立させない育児環境整備への取

組 

父親の育児参画への意識醸成に向け

た啓発活動を行います。 
家族全体で子育てに参加しやすい環

境整備を支援します。 

こども課 

子育て家庭への支援 

保護者の就労・多様なニーズに応じ

た各種サービス（一時預かり事業、

放課後児童健全育成事業 等）を推

進します。 

こども課 

出生・子育て支援にかかる経済負

担の軽減 

子どもを安心して産み育てるための

経済負担の軽減（不妊治療費助成、

こども医療費助成 等）を図ります。 
こども課 

地域で安心して生活できる安全・

安心なまちづくり 
健康で生きがいのある生活の支援 
利用者の視点に立ったサービスの

充実 

地域生活課題の解消に向け、関係機

関との連携による重層的支援体制の

整備を図ります。地域包括ケアシス

テム（地域包括支援センター機能、

在宅医療や介護予防 等）の充実・

強化・推進を図ります。 

健康福祉課 
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（２）市民への意識啓発と周知 
取組 事業の内容 担当課 

意識啓発・周知 

市民向けに、ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と家庭の調和）に関する

情報提供や意識啓発を図るために講

座等の実施や広報等での意識啓発を

図ります。 

生涯学習課 

ワーク・ライフ・バランスの啓発 

男女が共に働きやすい職場環境の実

現に取り組む市内企業を市が認定す

ることにより、市内事業所にワー

ク・ライフ・バランス推進に取り組

むきっかけを提供するとともに、当

該制度及び認定事業所を積極的に周

知することにより、市全体でワー

ク・ライフ・バランスを推し進める

機運の醸成を図ります。 

商工観光課 
総務課 
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施施策策のの方方向向２２  生生涯涯ににわわたたるる健健康康づづくくりりのの推推進進  

男女共同参画社会を実現させるためには、心身及びその 
健康について正確な知識・情報を入手し、健康を維持する 
ために主体的に行動することが重要です。特に、女性の心 
身の状態は、ライフステージごとに大きく変化するという特徴を理解する必要がありま

す。 
性別や年代に応じた健康づくり支援のため母子の健康確保・医療ケア体制の充実等に

取り組みます。 
 
（１）生涯を通じた健康支援（なすからすやま健康プラン） 

取組 事業の内容 担当課 

市民主体の健康づくり 
楽しみながらトライできる健康 

づくり 
支えあう仕組みがあるまちづくり

の構築 

「なすからすやま健康プラン」に基

づき、ライフステージ別に「栄養・

食生活」「運動・身体活動」「休養・

こころの健康」「たばこ・飲酒」「歯

の健康」「生活習慣病予防」にかかる

事業及びみんなが一緒に取り組む健

康づくりを推進していきます。 

健康福祉課 

 
（２）母子保健対策の充実 

取組 事業の内容 担当課 

母子の健康増進 
産後ケアの推進 
食育の推進 

母子の健康確保・医療ケア体制の充

実を図ります。 
産後ケア事業等を通じた支援体制の

確保・充実を図ります。 
「食育推進計画」に基づき、事業を

実施し、食育を推進します。 

健康福祉課 
こども課 
農政課 
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（２）市民への意識啓発と周知 
取組 事業の内容 担当課 

意識啓発・周知 

市民向けに、ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と家庭の調和）に関する

情報提供や意識啓発を図るために講

座等の実施や広報等での意識啓発を

図ります。 

生涯学習課 

ワーク・ライフ・バランスの啓発 

男女が共に働きやすい職場環境の実

現に取り組む市内企業を市が認定す

ることにより、市内事業所にワー

ク・ライフ・バランス推進に取り組

むきっかけを提供するとともに、当

該制度及び認定事業所を積極的に周

知することにより、市全体でワー

ク・ライフ・バランスを推し進める

機運の醸成を図ります。 

商工観光課 
総務課 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

施施策策のの方方向向２２  生生涯涯ににわわたたるる健健康康づづくくりりのの推推進進  

男女共同参画社会を実現させるためには、心身及びその 
健康について正確な知識・情報を入手し、健康を維持する 
ために主体的に行動することが重要です。特に、女性の心 
身の状態は、ライフステージごとに大きく変化するという特徴を理解する必要がありま

す。 
性別や年代に応じた健康づくり支援のため母子の健康確保・医療ケア体制の充実等に

取り組みます。 
 
（１）生涯を通じた健康支援（なすからすやま健康プラン） 

取組 事業の内容 担当課 

市民主体の健康づくり 
楽しみながらトライできる健康 

づくり 
支えあう仕組みがあるまちづくり

の構築 

「なすからすやま健康プラン」に基

づき、ライフステージ別に「栄養・

食生活」「運動・身体活動」「休養・

こころの健康」「たばこ・飲酒」「歯

の健康」「生活習慣病予防」にかかる

事業及びみんなが一緒に取り組む健

康づくりを推進していきます。 

健康福祉課 

 
（２）母子保健対策の充実 

取組 事業の内容 担当課 

母子の健康増進 
産後ケアの推進 
食育の推進 

母子の健康確保・医療ケア体制の充

実を図ります。 
産後ケア事業等を通じた支援体制の

確保・充実を図ります。 
「食育推進計画」に基づき、事業を

実施し、食育を推進します。 

健康福祉課 
こども課 
農政課 
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施施策策のの方方向向３３  様様々々なな困困難難をを抱抱ええるる人人々々へへのの支支援援  

様々な事情により経済的な困窮など困難を抱える人々が 

増加しています。特に女性には、出産・育児等によって就 

業を中断したり、非正規雇用者となったりするなど、生活 

上の困難に陥りやすいことから、寄り添った相談支援が求められています。また、高齢

者や障がい者、性的マイノリティなどの人たちも安心して暮らせる社会を構築すること

も重要です。 

そのため、男女共同参画の視点に立ち、困難に置かれている人たちも安心して暮らせ

るよう生活支援、子育て支援、安心できる生活環境の確保等、それぞれの家庭の状況に

応じた相談・支援体制の充実に取り組むとともに、多様で複雑な地域課題について様々

な機関が連携し重層的支援体制の整備を推進します。 

 

（１）ひとり親家庭等への支援 
取組 事業の内容 担当課 

援護を必要とする子育て家庭の支

援 
ひとり親家庭の自立支援 

子どもが、心身ともに健やかに成長

できるよう、また、家庭環境によら

ず誰もが平等に支援を受けることが

できるよう支援体制の充実・推進に

取り組みます。 
子育てしやすいまちづくり推進のた

め、相談しやすい体制づくりと全庁

をもって各種支援策を講じることが

できるよう連携を図ります。 

こども課 

経済的理由により就学困難と認め

られる子育て家庭の支援 

小中学校における義務教育の円滑な

実施及び教育の機会均等の実現に資

することを目的に支援を行います。 
学校教育課 
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（２）高齢者・障がい者・その他生活困窮者への支援 
（高齢者福祉計画・介護保険事業計画・障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画） 

取組 事業の内容 担当課 
地域で安心して生活できる安全・

安心なまちづくり 
健康で生きがいのある生活の支援 
利用者の視点に立ったサービスの

充実 など 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計

画」に基づいて高齢者支援にかかる

事業の実施や相談体制の充実に努め

ます。 
健康福祉課 

身近な地域で安心した生活ができ

る共生の地域社会 など 

「障がい者計画・障がい福祉計画・

障がい児福祉計画」に基づいて様々

な障がいを抱える方々に対する事業

の実施や相談体制の充実に努めま

す。 

健康福祉課 

生活困窮者等への自立支援 

社会福祉協議会等関係機関との連携

による相談者への支援検討を図って

いきます。また、自立相談支援員に

よる就労への助言やアドバイスの実

施やハローワーク等との連携による

就職の確保をしていきます。 

健康福祉課 

貧困家庭への支援 

社会福祉協議会や子育て支援団体等

と連携したフードバンクの充実、生

理用品の配布等の支援を行います。 

こども課 
学校教育課 
生涯学習課 
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施施策策のの方方向向３３  様様々々なな困困難難をを抱抱ええるる人人々々へへのの支支援援  

様々な事情により経済的な困窮など困難を抱える人々が 

増加しています。特に女性には、出産・育児等によって就 

業を中断したり、非正規雇用者となったりするなど、生活 

上の困難に陥りやすいことから、寄り添った相談支援が求められています。また、高齢

者や障がい者、性的マイノリティなどの人たちも安心して暮らせる社会を構築すること

も重要です。 

そのため、男女共同参画の視点に立ち、困難に置かれている人たちも安心して暮らせ

るよう生活支援、子育て支援、安心できる生活環境の確保等、それぞれの家庭の状況に

応じた相談・支援体制の充実に取り組むとともに、多様で複雑な地域課題について様々

な機関が連携し重層的支援体制の整備を推進します。 

 

（１）ひとり親家庭等への支援 
取組 事業の内容 担当課 

援護を必要とする子育て家庭の支

援 
ひとり親家庭の自立支援 

子どもが、心身ともに健やかに成長

できるよう、また、家庭環境によら

ず誰もが平等に支援を受けることが

できるよう支援体制の充実・推進に

取り組みます。 
子育てしやすいまちづくり推進のた

め、相談しやすい体制づくりと全庁

をもって各種支援策を講じることが

できるよう連携を図ります。 

こども課 

経済的理由により就学困難と認め

られる子育て家庭の支援 

小中学校における義務教育の円滑な

実施及び教育の機会均等の実現に資

することを目的に支援を行います。 
学校教育課 
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（２）高齢者・障がい者・その他生活困窮者への支援 
（高齢者福祉計画・介護保険事業計画・障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画） 

取組 事業の内容 担当課 
地域で安心して生活できる安全・

安心なまちづくり 
健康で生きがいのある生活の支援 
利用者の視点に立ったサービスの

充実 など 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計

画」に基づいて高齢者支援にかかる

事業の実施や相談体制の充実に努め

ます。 
健康福祉課 

身近な地域で安心した生活ができ

る共生の地域社会 など 

「障がい者計画・障がい福祉計画・

障がい児福祉計画」に基づいて様々

な障がいを抱える方々に対する事業

の実施や相談体制の充実に努めま

す。 

健康福祉課 

生活困窮者等への自立支援 

社会福祉協議会等関係機関との連携

による相談者への支援検討を図って

いきます。また、自立相談支援員に

よる就労への助言やアドバイスの実

施やハローワーク等との連携による

就職の確保をしていきます。 

健康福祉課 

貧困家庭への支援 

社会福祉協議会や子育て支援団体等

と連携したフードバンクの充実、生

理用品の配布等の支援を行います。 

こども課 
学校教育課 
生涯学習課 
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２２  計計画画のの数数値値目目標標 

 本計画の推進にあたっては、基本目標ごとに以下の目標値を設定し、計画の推進状

況を把握していきます。 
 
「基本目標１ 男女共同参画の意識づくり」 

項目 直近の実績値 

（令和 3 年度） 
目標値（令和 10 年度） 

男は外で働き、女は家庭を守るという

考え方に反対である市民の割合 
59.5％ 70.0％ 

配偶者や交際相手から暴力（身体的暴

力・精神的暴力・社会的暴力など）を

受けた経験がある市民の割合 
11.3％ 5.5％ 

 
「基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり」 

項目 
直近の実績値 

（令和 3 年度） 
目標値（令和 10 年度） 

審議会・委員会等への女性の登用率 25.7％ 35.0％ 

職場において男女が平等となっている

と思う市民の割合 
23.0％ 50.0％ 

男女が共に活躍できる社会環境づくり

が浸透していると思う人の割合※ 
67.6％ 71.0％ 

 
「基本目標３ 互いを支え合える社会づくり」 

項目 
直近の実績値 

（令和 3 年度） 
目標値（令和 10 年度） 

夫婦間の役割分担の現状について、満

足している市民の割合 
56.8％ 80.0％ 

安心安全な出産、子育て可能な支援環

境について整っていると思う市民の割

合※ 
61.1％ 64.8％ 

ワーク・ライフ・バランス等に取り組

む市内企業の認定数（累計）※ 
５件 20件 

 直近の実績値は令和３年市民意向調査より 
 ※ 那須烏山市第３次総合計画より 

 
 
 

39 
 

第５章 計画の推進 

１１  推推進進体体制制のの充充実実  

（（１１））推推進進体体制制  

男女共同参画社会の実現にあたっては、男女を取り巻く社会的背景を踏まえたうえ

で、あらゆる分野において総合的かつ計画的に施策を推進していくことが必要です。 

  男女共同参画に関する施策を着実に推進していくために、その基盤となる推進体制

の充実に努めます。 

 
① 庁内の推進体制の充実 

  男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進していくためには、複数の担当課によ

る協力・連携が必要になります。そのため、全ての職員が男女共同参画社会の実現を

目指すという共通認識を持ち、生涯学習課を中心に全庁体制により推進することで計

画の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

② 市民、事業所、団体等との連携 

  男女共同参画社会の実現には、市が直接行う施策だけでなく市民、事業所、団体等

が各立場で本計画の主旨と目的を理解し、自発的かつ主体的な行動をとることが必要

不可欠です。そのため、これらの各主体と連携して推進できる体制づくりを進めます。 

 

③ 国・県・近隣市町・関係機関等との連携 

市の男女共同参画計画を効果的に推進していくため、国・県の計画や方針との整合

性に配慮しながら取り組むことが必要です。そのため、国や県、近隣市町等との連携

や情報交換に努め、施策の推進に活かします。 
 
（（２２））男男女女共共同同参参画画推推進進委委員員会会  
本市における男女共同参画計画の推進に関する取組について毎年度点検・評価し、

本市の課題と取り組むべき施策について検討します。 
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２２  計計画画のの数数値値目目標標 

 本計画の推進にあたっては、基本目標ごとに以下の目標値を設定し、計画の推進状

況を把握していきます。 
 
「基本目標１ 男女共同参画の意識づくり」 

項目 直近の実績値 

（令和 3 年度） 
目標値（令和 10 年度） 

男は外で働き、女は家庭を守るという

考え方に反対である市民の割合 
59.5％ 70.0％ 

配偶者や交際相手から暴力（身体的暴

力・精神的暴力・社会的暴力など）を

受けた経験がある市民の割合 
11.3％ 5.5％ 

 
「基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり」 

項目 
直近の実績値 

（令和 3 年度） 
目標値（令和 10 年度） 

審議会・委員会等への女性の登用率 25.7％ 35.0％ 

職場において男女が平等となっている

と思う市民の割合 
23.0％ 50.0％ 

男女が共に活躍できる社会環境づくり

が浸透していると思う人の割合※ 
67.6％ 71.0％ 

 
「基本目標３ 互いを支え合える社会づくり」 

項目 
直近の実績値 

（令和 3 年度） 
目標値（令和 10 年度） 
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安心安全な出産、子育て可能な支援環
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第５章 計画の推進 

１１  推推進進体体制制のの充充実実  

（（１１））推推進進体体制制  

男女共同参画社会の実現にあたっては、男女を取り巻く社会的背景を踏まえたうえ

で、あらゆる分野において総合的かつ計画的に施策を推進していくことが必要です。 

  男女共同参画に関する施策を着実に推進していくために、その基盤となる推進体制

の充実に努めます。 

 
① 庁内の推進体制の充実 

  男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進していくためには、複数の担当課によ

る協力・連携が必要になります。そのため、全ての職員が男女共同参画社会の実現を

目指すという共通認識を持ち、生涯学習課を中心に全庁体制により推進することで計

画の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

② 市民、事業所、団体等との連携 

  男女共同参画社会の実現には、市が直接行う施策だけでなく市民、事業所、団体等

が各立場で本計画の主旨と目的を理解し、自発的かつ主体的な行動をとることが必要

不可欠です。そのため、これらの各主体と連携して推進できる体制づくりを進めます。 

 

③ 国・県・近隣市町・関係機関等との連携 

市の男女共同参画計画を効果的に推進していくため、国・県の計画や方針との整合

性に配慮しながら取り組むことが必要です。そのため、国や県、近隣市町等との連携

や情報交換に努め、施策の推進に活かします。 
 
（（２２））男男女女共共同同参参画画推推進進委委員員会会  
本市における男女共同参画計画の推進に関する取組について毎年度点検・評価し、

本市の課題と取り組むべき施策について検討します。 
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２２  計計画画のの進進行行管管理理  

本計画の進行管理については、「ＰＤＣＡサイクル」の考え方（Ｐｌａｎ（計画）→

Ｄｏ（実行）→Ｃｈｅｃｋ（評価）→Ａｃｔｉｏｎ（見直し））を基本とし、定期的に

点検・評価をし、各施策の改善点を明らかにして、次年度より効果的な施策の推進に生

かしていきます。 

 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ｄｏ（実行） 

各種事業の実施 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

進捗の点検・評価 

Ａｃｔｉｏｎ（見直し） 

施策の見直し 

Ｐｌａｎ（計画） 

男女共同参画計画の策定 
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資料編 
 

○那須烏山市男女共同参画推進委員会設置及び運営規程 
平成31年４月26日教育委員会規程第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、男女共同参画推進委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（設置） 

第２条 男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）の規定に基づく男女共同参画計画、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31号）の規定に基づくＤＶ

防止基本計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）の規

定に基づく女性活躍推進計画（以下これらを「計画」という。）の策定並びにこれらに基づく施

策の実施の推進に関し、基本となるべき事項について意見を求めるため、市に男女共同参画推進

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 

(１) 男女共同参画に関し識見を有する者 ８人以内 

(２) 公募により選考された者 ２人以内 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、２年以内において教育長が定める期間とする。ただし、委員が欠けたとき

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、必要に応じ議事に関係する者を臨時に出席させることができる。 

（部会） 

第７条 委員会に第２条に規定する計画の個別事項を研究し、検討し及び協議するため、部会を設

置することができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。ただし、委員会の会議

の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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２２  計計画画のの進進行行管管理理  

本計画の進行管理については、「ＰＤＣＡサイクル」の考え方（Ｐｌａｎ（計画）→

Ｄｏ（実行）→Ｃｈｅｃｋ（評価）→Ａｃｔｉｏｎ（見直し））を基本とし、定期的に

点検・評価をし、各施策の改善点を明らかにして、次年度より効果的な施策の推進に生

かしていきます。 

 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ｄｏ（実行） 
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Ｃｈｅｃｋ（評価） 

進捗の点検・評価 
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資料編 
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防止基本計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）の規

定に基づく女性活躍推進計画（以下これらを「計画」という。）の策定並びにこれらに基づく施

策の実施の推進に関し、基本となるべき事項について意見を求めるため、市に男女共同参画推進

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 

(１) 男女共同参画に関し識見を有する者 ８人以内 

(２) 公募により選考された者 ２人以内 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、２年以内において教育長が定める期間とする。ただし、委員が欠けたとき

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
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（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。 
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第９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。ただし、委員会の会議

の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 
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この規程は、公布の日から施行する。 
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那須烏山市男女共同参画推進委員会委員名簿 
令和 6（2024）年３月現在   

任期 令和３年４月１日～令和５年３月 31日   
（敬称略）   

No 氏名 所属等 備考 
１ 金枝  幹雄 公募委員  
２ 菊地 新一郎 那須烏山市教育委員会  
３ 津崎 奈留美 自力整体ナビゲーター ほどきむすび  
４ 中澤  清一 公募委員  
５ 長山 真奈実 ガールスカウト  
６ 堀江  功一 人権擁護委員 副委員長 
７ 三森  紀子 女性団体連絡協議会 委員長 
８ 望月 千登勢 女性団体連絡協議会  
※五十音順 

 
任期 令和５年４月１日～令和７年３月 31日   

（敬称略）   
No 氏名 所属等 備考 
１ 大谷  明美 女性団体連絡協議会  
２ 黒須  正明 公募委員  
３ 菊地 新一郎 那須烏山市教育委員会  
４ 小林  清美 人権擁護委員  
５ 中村  麻衣 果樹農家 フルーツファーム烏山  
６ 長山 真奈実 ガールスカウト 副委員長 
７ 平野  良枝 公募委員  
８ 三森  紀子 女性団体連絡協議会 委員長 
※五十音順 
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計画策定の経緯 
期 日 名 称 

令和３年 11月 市民意識調査 
令和４年６月 22日 那須烏山市男女共同参画推進委員会 

・策定方針について 
・市民意識調査について 

令和４年６月 29日 政策調整会議 
・男女共同参画計画策定方針について 

令和４年７月４日 庁議 
・男女共同参画計画策定方針について 

令和４年９月 30日 那須烏山市男女共同参画推進委員会 
・男女共同参画計画について 

令和４年 12月 15日 那須烏山市男女共同参画推進委員会 
・男女共同参画計画（素案）について 

令和５年１月 23日 政策調整会議 
・男女共同参画計画（素案）について 

令和５年２月１日 庁議 
・男女共同参画計画（素案）について 

令和５年３月 17日 那須烏山市男女共同参画推進委員会 
・男女共同参画計画（素案）について 

令和５年７月 26日 那須烏山市男女共同参画推進委員会 
・男女共同参画計画の策定について 
・男女共同参画計画（素案）追加事項について 

令和５年 10月 17日 那須烏山市男女共同参画推進委員会 
・男女共同参画計画（素案）追加事項について 

令和５年 12月 13日 政策調整会議 
・男女共同参画計画（素案）について 

令和６年１月９日 庁議 
・男女共同参画計画（素案）について 

令和６年１月 15日～ 

２月 13日 

パブリックコメントの実施 

令和６年２月 22日 那須烏山市男女共同参画推進委員会 
・パブリックコメントの結果について 

令和６年２月 27日 計画決定の決裁 
・パブリックコメントの結果及び男女共同参画計画（案）について 

令和６年３月 第２次なすから男女共同参画計画策定 
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那須烏山市男女共同参画推進委員会委員名簿 
令和 6（2024）年３月現在   

任期 令和３年４月１日～令和５年３月 31日   
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令和５年 12月 13日 政策調整会議 
・男女共同参画計画（素案）について 

令和６年１月９日 庁議 
・男女共同参画計画（素案）について 

令和６年１月 15日～ 

２月 13日 

パブリックコメントの実施 

令和６年２月 22日 那須烏山市男女共同参画推進委員会 
・パブリックコメントの結果について 

令和６年２月 27日 計画決定の決裁 
・パブリックコメントの結果及び男女共同参画計画（案）について 

令和６年３月 第２次なすから男女共同参画計画策定 
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男男女女共共同同参参画画社社会会基基本本法法 

平成11年６月23日法律第78号  

  最終改正 平成11年12月22日法律第160号  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けた様々な取組が、国際社会における取組と

も連動しつつ、着実に進められてきたが、なお

一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成

熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対

応していく上で、男女が、互いにその人権を尊

重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりな

く、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社

会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け、社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての

基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来

に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共

同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計

画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第第１１章章  総総則則  

（目的） 

第第１１条条 この法律は、男女の人権が尊重され、

かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することの緊要性にか

んがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基

本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第第２２条条 この法律において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担

うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に

係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対

し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

（男女の人権の尊重） 

第第３３条条 男女共同参画社会の形成は、男女の個

人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男

女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

れることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配

慮） 

第第４４条条 男女共同参画社会の形成に当たって

は、社会における制度又は慣行が、性別によ

る固定的な役割分担等を反映して、男女の社

会における活動の選択に対して中立でない影

響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の

形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ、社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の選択に対して及ぼす

影響をできる限り中立なものとするように配

慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第第５５条条 男女共同参画社会の形成は、男女が、

社会の対等な構成員として、国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体におけ

る方針の立案及び決定に共同して参画する機

会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第第６６条条 男女共同参画社会の形成は、家族を構
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成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第第７７条条 男女共同参画社会の形成の促進が国際

社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成

は、国際的協調の下に行われなければならな

い。 

（国の責務） 

第第８８条条 国は、第３条から前条までに定める男

女共同参画社会の形成についての基本理念

（以下「基本理念」という。）にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第第９９条条 地方公共団体は、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関し、

国の施策に準じた施策及びその他のその地方

公共団体の区域の特性に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第第1100条条 国民は、職域、学校、地域、家庭その

他の社会のあらゆる分野において、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与

するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第第1111条条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

（年次報告等） 

第第1122条条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同

参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を明らかにした文書を作成し、これを国

会に提出しなければならない。 

第第２２章章  男男女女共共同同参参画画社社会会のの形形成成のの促促進進にに関関すす

るる基基本本的的施施策策  

（男女共同参画基本計画） 

第第1133条条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な計画（以下「男女共同参画基

本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見

を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の

変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第第1144条条 都道府県は、男女共同参画基本計画を

勘案して、当該都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策につ

いての基本的な計画（以下「都道府県男女共

同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる

事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区

域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
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男男女女共共同同参参画画社社会会基基本本法法 

平成11年６月23日法律第78号  

  最終改正 平成11年12月22日法律第160号  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けた様々な取組が、国際社会における取組と

も連動しつつ、着実に進められてきたが、なお

一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成

熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対

応していく上で、男女が、互いにその人権を尊

重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりな

く、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社

会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け、社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての

基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来

に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共

同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計

画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第第１１章章  総総則則  

（目的） 

第第１１条条 この法律は、男女の人権が尊重され、

かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することの緊要性にか

んがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基

本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第第２２条条 この法律において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担

うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に

係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対

し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

（男女の人権の尊重） 

第第３３条条 男女共同参画社会の形成は、男女の個

人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男

女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

れることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配

慮） 

第第４４条条 男女共同参画社会の形成に当たって

は、社会における制度又は慣行が、性別によ

る固定的な役割分担等を反映して、男女の社

会における活動の選択に対して中立でない影

響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の

形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ、社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の選択に対して及ぼす

影響をできる限り中立なものとするように配

慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第第５５条条 男女共同参画社会の形成は、男女が、

社会の対等な構成員として、国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体におけ

る方針の立案及び決定に共同して参画する機

会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第第６６条条 男女共同参画社会の形成は、家族を構
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成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第第７７条条 男女共同参画社会の形成の促進が国際

社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成

は、国際的協調の下に行われなければならな

い。 

（国の責務） 

第第８８条条 国は、第３条から前条までに定める男

女共同参画社会の形成についての基本理念

（以下「基本理念」という。）にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第第９９条条 地方公共団体は、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関し、

国の施策に準じた施策及びその他のその地方

公共団体の区域の特性に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第第1100条条 国民は、職域、学校、地域、家庭その

他の社会のあらゆる分野において、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与

するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第第1111条条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

（年次報告等） 

第第1122条条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同

参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を明らかにした文書を作成し、これを国

会に提出しなければならない。 

第第２２章章  男男女女共共同同参参画画社社会会のの形形成成のの促促進進にに関関すす

るる基基本本的的施施策策  

（男女共同参画基本計画） 

第第1133条条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な計画（以下「男女共同参画基

本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見

を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の

変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第第1144条条 都道府県は、男女共同参画基本計画を

勘案して、当該都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策につ

いての基本的な計画（以下「都道府県男女共

同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる

事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区

域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
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るために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道

府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」とい

う。）を定めるように努めなければならな

い。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同

参画計画又は市町村男女共同参画計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第第1155条条 国及び地方公共団体は、男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女

共同参画社会の形成に配慮しなければならな

い。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第第1166条条 国及び地方公共団体は、広報活動等を

通じて、基本理念に関する国民の理解を深め

るよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第第1177条条 国は、政府が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策又は男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を

図るために必要な措置を講じなければならな

い。 

（調査研究） 

第第1188条条 国は、社会における制度又は慣行が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する

調査研究その他の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第第1199条条 国は、男女共同参画社会の形成を国際

的協調の下に促進するため、外国政府又は国

際機関との情報の交換その他男女共同参画社

会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な

推進を図るために必要な措置を講ずるように

努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支

援） 

第第2200条条 国は、地方公共団体が実施する男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策及び民

間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に

関して行う活動を支援するため、情報の提供

その他の必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。 

第第３３章章  男男女女共共同同参参画画会会議議  

（設置） 

第第2211条条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第第2222条条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第13条第

３項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣

又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参

画社会の形成の促進に関する基本的な方

針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議

し、必要があると認めるときは、内閣総理

大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる

こと。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の実施状況を監視し、

及び政府の施策が男女共同参画社会の形成

に及ぼす影響を調査し、必要があると認め

るときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

（組織） 

第第2233条条 会議は、議長及び議員24人以内をもっ

て組織する。 

（議長） 

第第2244条条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。 

２ 議長は、会務を総理する。 
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（議員） 

第第2255条条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識

見を有する者のうちから、内閣総理大臣が

任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する

議員の総数の10分の５未満であってはならな

い。 

３ 第１項第二号の議員のうち、男女のいずれ

か一方の議員の数は、同号に規定する議員の

総数の10分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第第2266条条 前条第１項第二号の議員の任期は、２

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第二号の議員は、再任されるこ

とができる。 

（資料提出の要求等） 

第第2277条条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その

他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必

要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特

に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼

することができる。 

（政令への委任） 

第第2288条条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 

附附  則則  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第第２２条条 男女共同参画審議会設置法（平成９年

法律第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第第３３条条 前条の規定による廃止前の男女共同参

画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」と

いう。）第１条の規定により置かれた男女共

同参画審議会は、第21条第１項の規定により

置かれた審議会となり、同一性をもって存続

するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

４条第１項の規定により任命された男女共同

参画審議会の委員である者は、この法律の施

行の日に、第23条第１項の規定により、審議

会の委員として任命されたものとみなす。こ

の場合において、その任命されたものとみな

される者の任期は、同条第２項の規定にかか

わらず、同日における旧審議会設置法第４条

第２項の規定により任命された男女共同参画

審議会の委員としての任期の残任期間と同一

の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

５条第１項の規定により定められた男女共同

参画審議会の会長である者又は同条第３項の

規定により指名された委員である者は、それ

ぞれ、この法律の施行の日に、第24条第１項

の規定により審議会の会長として定められ、

又は同条第３項の規定により審議会の会長の

職務を代理する委員として指名されたものと

みなす。 

 

附附  則則（（平平成成1111年年７７月月1166日日法法律律第第110022号号））抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、内閣法の一部を改正する

法律（平成11年法律第88号）の施行の日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第10条第１項及び第５項、第14条第

３項、第23条、第28条並びに第30条の規定 

公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第第2288条条 この法律の施行の日の前日において次

に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、

委員その他の職員である者（任期の定めのな
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るために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道

府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」とい

う。）を定めるように努めなければならな

い。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同

参画計画又は市町村男女共同参画計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第第1155条条 国及び地方公共団体は、男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女

共同参画社会の形成に配慮しなければならな

い。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第第1166条条 国及び地方公共団体は、広報活動等を

通じて、基本理念に関する国民の理解を深め

るよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第第1177条条 国は、政府が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策又は男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を

図るために必要な措置を講じなければならな

い。 

（調査研究） 

第第1188条条 国は、社会における制度又は慣行が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する

調査研究その他の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第第1199条条 国は、男女共同参画社会の形成を国際

的協調の下に促進するため、外国政府又は国

際機関との情報の交換その他男女共同参画社

会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な

推進を図るために必要な措置を講ずるように

努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支

援） 

第第2200条条 国は、地方公共団体が実施する男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策及び民

間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に

関して行う活動を支援するため、情報の提供

その他の必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。 

第第３３章章  男男女女共共同同参参画画会会議議  

（設置） 

第第2211条条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第第2222条条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第13条第

３項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣

又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参

画社会の形成の促進に関する基本的な方

針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議

し、必要があると認めるときは、内閣総理

大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる

こと。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の実施状況を監視し、

及び政府の施策が男女共同参画社会の形成

に及ぼす影響を調査し、必要があると認め

るときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

（組織） 

第第2233条条 会議は、議長及び議員24人以内をもっ

て組織する。 

（議長） 

第第2244条条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。 

２ 議長は、会務を総理する。 
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（議員） 

第第2255条条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識

見を有する者のうちから、内閣総理大臣が

任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する

議員の総数の10分の５未満であってはならな

い。 

３ 第１項第二号の議員のうち、男女のいずれ

か一方の議員の数は、同号に規定する議員の

総数の10分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第第2266条条 前条第１項第二号の議員の任期は、２

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第二号の議員は、再任されるこ

とができる。 

（資料提出の要求等） 

第第2277条条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その

他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必

要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特

に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼

することができる。 

（政令への委任） 

第第2288条条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 

附附  則則  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第第２２条条 男女共同参画審議会設置法（平成９年

法律第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第第３３条条 前条の規定による廃止前の男女共同参

画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」と

いう。）第１条の規定により置かれた男女共

同参画審議会は、第21条第１項の規定により

置かれた審議会となり、同一性をもって存続

するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

４条第１項の規定により任命された男女共同

参画審議会の委員である者は、この法律の施

行の日に、第23条第１項の規定により、審議

会の委員として任命されたものとみなす。こ

の場合において、その任命されたものとみな

される者の任期は、同条第２項の規定にかか

わらず、同日における旧審議会設置法第４条

第２項の規定により任命された男女共同参画

審議会の委員としての任期の残任期間と同一

の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

５条第１項の規定により定められた男女共同

参画審議会の会長である者又は同条第３項の

規定により指名された委員である者は、それ

ぞれ、この法律の施行の日に、第24条第１項

の規定により審議会の会長として定められ、

又は同条第３項の規定により審議会の会長の

職務を代理する委員として指名されたものと

みなす。 

 

附附  則則（（平平成成1111年年７７月月1166日日法法律律第第110022号号））抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、内閣法の一部を改正する

法律（平成11年法律第88号）の施行の日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第10条第１項及び第５項、第14条第

３項、第23条、第28条並びに第30条の規定 

公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第第2288条条 この法律の施行の日の前日において次

に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、

委員その他の職員である者（任期の定めのな
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い者を除く。）の任期は、当該会長、委員そ

の他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の

規定にかかわらず、その日に満了する。 

 一から十まで 略 

 十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第第3300条条 第２条から前条までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要となる経過

措置は、別に法律で定める。 

附 則（平成11年12月22日法律第160号）抄 

（施行期日） 

第第１１条条 この法律（第２条及び第３条を除

く。）は、平成13年１月６日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改

正する法律附則の改正規定に係る部分に限

る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百

二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び

第千三百四十四条の規定 公布の日 
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配配偶偶者者かかららのの暴暴力力のの防防止止及及びび被被害害者者のの
保保護護等等にに関関すするる法法律律  

平成13年４月13日法律第31号  

 最終改正 令和元年６月26日法律第46号  

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女

平等の実現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる

行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわ

らず、被害者の救済が必ずしも十分に行われて

こなかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難

である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げ

となっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女

平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力

を防止し、被害者を保護するための施策を講ず

ることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相

談、保護、自立支援等の体制を整備することに

より、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護を図るため、この法律を制定する。 

 

第第１１章章  総総則則  

（定義）  

第第１１条条 この法律において「配偶者からの暴 

力」とは、配偶者からの身体に対する暴力

（身体に対する不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼすものをいう。以下同

じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を

及ぼす言動（以下この項及び第28条の２にお

いて「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者

からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にあった者が、事実上離婚したと同様の事

情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第第２２条条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力を防止するとともに、被害者の自立を支

援することを含め、その適切な保護を図る責

務を有する。 

第第１１章章のの２２  基基本本方方針針及及びび都都道道府府県県基基本本計計画画等等  

（基本方針） 

第第２２条条のの２２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び

次条第５項において「主務大臣」という。）

は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策に関する基本的な方針（以下

この条並びに次条第１項及び第３項において

「基本方針」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ

き、次条第１項の都道府県基本計画及び同条

第３項の市町村基本計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第第２２条条のの３３ 都道府県は、基本方針に即して、

当該都道府県における配偶者からの暴力の防
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い者を除く。）の任期は、当該会長、委員そ

の他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の

規定にかかわらず、その日に満了する。 

 一から十まで 略 

 十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第第3300条条 第２条から前条までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要となる経過

措置は、別に法律で定める。 

附 則（平成11年12月22日法律第160号）抄 

（施行期日） 

第第１１条条 この法律（第２条及び第３条を除

く。）は、平成13年１月６日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改

正する法律附則の改正規定に係る部分に限

る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百

二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び

第千三百四十四条の規定 公布の日 
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配配偶偶者者かかららのの暴暴力力のの防防止止及及びび被被害害者者のの
保保護護等等にに関関すするる法法律律  

平成13年４月13日法律第31号  

 最終改正 令和元年６月26日法律第46号  

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女

平等の実現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる

行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわ

らず、被害者の救済が必ずしも十分に行われて

こなかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難

である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げ

となっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女

平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力

を防止し、被害者を保護するための施策を講ず

ることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相

談、保護、自立支援等の体制を整備することに

より、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護を図るため、この法律を制定する。 

 

第第１１章章  総総則則  

（定義）  

第第１１条条 この法律において「配偶者からの暴 

力」とは、配偶者からの身体に対する暴力

（身体に対する不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼすものをいう。以下同

じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を

及ぼす言動（以下この項及び第28条の２にお

いて「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者

からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にあった者が、事実上離婚したと同様の事

情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第第２２条条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力を防止するとともに、被害者の自立を支

援することを含め、その適切な保護を図る責

務を有する。 

第第１１章章のの２２  基基本本方方針針及及びび都都道道府府県県基基本本計計画画等等  

（基本方針） 

第第２２条条のの２２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び

次条第５項において「主務大臣」という。）

は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策に関する基本的な方針（以下

この条並びに次条第１項及び第３項において

「基本方針」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ

き、次条第１項の都道府県基本計画及び同条

第３項の市町村基本計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第第２２条条のの３３ 都道府県は、基本方針に即して、

当該都道府県における配偶者からの暴力の防
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止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「都

道府県基本計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を

勘案して、当該市町村における配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「市町村基本計画」という。）を定める

よう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画

又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、

都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう

努めなければならない。 

第第２２章章  配配偶偶者者暴暴力力相相談談支支援援セセンンタターー等等  

（配偶者暴力相談支援センター） 

第第３３条条 都道府県は、当該都道府県が設置する

婦人相談所その他の適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとし

ての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施

設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにする

よう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のため、次

に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相

談に応ずること又は婦人相談員若しくは相

談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、

医学的又は心理学的な指導その他の必要な

指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場

合にあっては、被害者及びその同伴する家

族。次号、第六号、第５条及び第８条の３

において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進す

るため、就業の促進、住宅の確保、援護等

に関する制度の利用等について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の

援助を行うこと。 

五 第４章に定める保護命令の制度の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関への

連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との

連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、

自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務

を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

の活動を行う民間の団体との連携に努めるも

のとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第第４４条条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、

必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第第５５条条 都道府県は、婦人保護施設において被

害者の保護を行うことができる。 

第第３３章章  被被害害者者のの保保護護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第第６６条条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者

であった者からの身体に対する暴力に限る。

以下この章において同じ。）を受けている者

を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支

援センター又は警察官に通報するよう努めな
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ければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見

したときは、その旨を配偶者暴力相談支援セ

ンター又は警察官に通報することができる。

この場合において、その者の意思を尊重する

よう努めるものとする。 

３ 刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定

は、前２項の規定により通報することを妨げ

るものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見

したときは、その者に対し、配偶者暴力相談

支援センター等の利用について、その有する

情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護に

ついての説明等） 

第第７７条条 配偶者暴力相談支援センターは、被害

者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第３条第３項の

規定により配偶者暴力相談支援センターが行

う業務の内容について説明及び助言を行うと

ともに、必要な保護を受けることを勧奨する

ものとする。  

（警察官による被害の防止） 

第第８８条条 警察官は、通報等により配偶者からの

暴力が行われていると認めるときは、警察法

（昭和29年法律第162号）、警察官職務執行 

法 （昭和23年法律第136号）その他の法令の

定めるところにより、暴力の制止、被害者の

保護その他の配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第第８８条条のの２２ 警視総監若しくは道府県警察本部

長（道警察本部の所在地を包括する方面を除

く方面については、方面本部長。第15条第３

項において同じ。）又は警察署長は、配偶者

からの暴力を受けている者から、配偶者から

の暴力による被害を自ら防止するための援助

を受けたい旨の申出があり、その申出を相当

と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受

けている者に対し、国家公安委員会規則で定

めるところにより、当該被害を自ら防止する

ための措置の教示その他配偶者からの暴力に

よる被害の発生を防止するために必要な援助

を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第第８８条条のの３３ 社会福祉法 （昭和26年法律第45

号）に定める福祉に関する事務所（次条にお

いて「福祉事務所」という。）は、生活保護

法 （昭和25年法律第144号）、児童福祉法 

（昭和22年法律第164号）、母子及び父子並 

びに寡婦福祉法 （昭和39年法律第129号）そ

の他の法令の定めるところにより、被害者の

自立を支援するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協

力） 

第第９９条条 配偶者暴力相談支援センター、都道府

県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の

関係機関その他の関係機関は、被害者の保護

を行うに当たっては、その適切な保護が行わ

れるよう、相互に連携を図りながら協力する

よう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第第９９条条のの２２ 前条の関係機関は、被害者の保護

に係る職員の職務の執行に関して被害者から

苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に

これを処理するよう努めるものとする。 

第第４４章章  保保護護命命令令  

（保護命令） 

第第1100条条 被害者（配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又

は身体に対し害を加える旨を告知してする脅

迫をいう。以下この章において同じ。）を受

けた者に限る。以下この章において同じ。）

が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた

者である場合にあっては配偶者からの更なる

身体に対する暴力（配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又
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止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「都

道府県基本計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を

勘案して、当該市町村における配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「市町村基本計画」という。）を定める

よう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画

又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、

都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう

努めなければならない。 

第第２２章章  配配偶偶者者暴暴力力相相談談支支援援セセンンタターー等等  

（配偶者暴力相談支援センター） 

第第３３条条 都道府県は、当該都道府県が設置する

婦人相談所その他の適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとし

ての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施

設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにする

よう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のため、次

に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相

談に応ずること又は婦人相談員若しくは相

談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、

医学的又は心理学的な指導その他の必要な

指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場

合にあっては、被害者及びその同伴する家

族。次号、第六号、第５条及び第８条の３

において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進す

るため、就業の促進、住宅の確保、援護等

に関する制度の利用等について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の

援助を行うこと。 

五 第４章に定める保護命令の制度の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関への

連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との

連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、

自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務

を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

の活動を行う民間の団体との連携に努めるも

のとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第第４４条条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、

必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第第５５条条 都道府県は、婦人保護施設において被

害者の保護を行うことができる。 

第第３３章章  被被害害者者のの保保護護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第第６６条条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者

であった者からの身体に対する暴力に限る。

以下この章において同じ。）を受けている者

を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支

援センター又は警察官に通報するよう努めな
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ければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見

したときは、その旨を配偶者暴力相談支援セ

ンター又は警察官に通報することができる。

この場合において、その者の意思を尊重する

よう努めるものとする。 

３ 刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定

は、前２項の規定により通報することを妨げ

るものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見

したときは、その者に対し、配偶者暴力相談

支援センター等の利用について、その有する

情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護に

ついての説明等） 

第第７７条条 配偶者暴力相談支援センターは、被害

者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第３条第３項の

規定により配偶者暴力相談支援センターが行

う業務の内容について説明及び助言を行うと

ともに、必要な保護を受けることを勧奨する

ものとする。  

（警察官による被害の防止） 

第第８８条条 警察官は、通報等により配偶者からの

暴力が行われていると認めるときは、警察法

（昭和29年法律第162号）、警察官職務執行 

法 （昭和23年法律第136号）その他の法令の

定めるところにより、暴力の制止、被害者の

保護その他の配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第第８８条条のの２２ 警視総監若しくは道府県警察本部

長（道警察本部の所在地を包括する方面を除

く方面については、方面本部長。第15条第３

項において同じ。）又は警察署長は、配偶者

からの暴力を受けている者から、配偶者から

の暴力による被害を自ら防止するための援助

を受けたい旨の申出があり、その申出を相当

と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受

けている者に対し、国家公安委員会規則で定

めるところにより、当該被害を自ら防止する

ための措置の教示その他配偶者からの暴力に

よる被害の発生を防止するために必要な援助

を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第第８８条条のの３３ 社会福祉法 （昭和26年法律第45

号）に定める福祉に関する事務所（次条にお

いて「福祉事務所」という。）は、生活保護

法 （昭和25年法律第144号）、児童福祉法 

（昭和22年法律第164号）、母子及び父子並 

びに寡婦福祉法 （昭和39年法律第129号）そ

の他の法令の定めるところにより、被害者の

自立を支援するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協

力） 

第第９９条条 配偶者暴力相談支援センター、都道府

県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の

関係機関その他の関係機関は、被害者の保護

を行うに当たっては、その適切な保護が行わ

れるよう、相互に連携を図りながら協力する

よう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第第９９条条のの２２ 前条の関係機関は、被害者の保護

に係る職員の職務の執行に関して被害者から

苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に

これを処理するよう努めるものとする。 

第第４４章章  保保護護命命令令  

（保護命令） 

第第1100条条 被害者（配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又

は身体に対し害を加える旨を告知してする脅

迫をいう。以下この章において同じ。）を受

けた者に限る。以下この章において同じ。）

が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた

者である場合にあっては配偶者からの更なる

身体に対する暴力（配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又
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はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力。第12条第１項第二号におい

て同じ。）により、配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた者である場合にあっては配

偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者から

引き続き受ける身体に対する暴力。同号にお

いて同じ。）により、その生命又は身体に重

大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁

判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者（配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった

者。以下この条、同項第三号及び第四号並び

に第18条第１項において同じ。）に対し、次

の各号に掲げる事項を命ずるものとする。た

だし、第二号に掲げる事項については、申立

ての時において被害者及び当該配偶者が生活

の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して６月

間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この号

において同じ。）その他の場所において被

害者の身辺につきまとい、又は被害者の住

居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して２月

間、被害者と共に生活の本拠としている住

居から退去すること及び当該住居の付近を

はいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第

一号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その

生命又は身体に危害が加えられることを防止

するため、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して６月を経過する日ま

での間、被害者に対して次の各号に掲げるい

ずれの行為もしてはならないことを命ずるも  

のとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるよう

な事項を告げ、又はその知り得る状態に置

くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむ

を得ない場合を除き、連続して、電話をか

け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若

しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時

から午前６時までの間に、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、又は電子

メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又

は嫌悪の情を催させるような物を送付し、

又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその

知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若

しくはその知り得る状態に置き、又はその

性的羞恥心を害する文書、図画その他の物

を送付し、若しくはその知り得る状態に置

くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害

者がその成年に達しない子（以下この項及び

次項並びに第12条第１項第三号において単に

「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足

りる言動を行っていることその他の事情があ

ることから被害者がその同居している子に関

して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるとき

は、第１項第一号の規定による命令を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して６月を

経過する日までの間、当該子の住居（当該配
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偶者と共に生活の本拠としている住居を除

く。以下この項において同じ。）、就学する

学校その他の場所において当該子の身辺につ

きまとい、又は当該子の住居、就学する学校

その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が15歳以上であるときは、そ

の同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶

者が被害者の親族その他被害者と社会生活に

おいて密接な関係を有する者（被害者と同居

している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第12条第１項

第四号において「親族等」という。）の住居

に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行

っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、第１項第一号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は

身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の効力が生じ

た日から起算して６月を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）その他の場所において当該

親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等

の住居、勤務先その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の15 

歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が15歳未満の者又

は成年被後見人である場合にあっては、その

法定代理人の同意）がある場合に限り、する

ことができる。 

（管轄裁判所） 

第第1111条条 前条第１項の規定による命令の申立て

に係る事件は、相手方の住所（日本国内に住

所がないとき又は住所が知れないときは居

所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に

属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、

次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所に

もすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地 

（保護命令の申立て） 

第第1122条条 第10条第１項から第４項までの規定に

よる命令（以下「保護命令」という。）の申

立ては、次に掲げる事項を記載した書面でし

なければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又

は配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後の配偶者から受ける身体に対する暴力

により、生命又は身体に重大な危害を受け

るおそれが大きいと認めるに足りる申立て

の時における事情 

三 第10条第３項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該同居

している子に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため当該

命令を発する必要があると認めるに足りる

申立ての時における事情 

四 第10条第４項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため当該命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての

時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前各号に掲げる事項につ

いて相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実の有無及びその事実があるときは、

次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求め
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はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力。第12条第１項第二号におい

て同じ。）により、配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた者である場合にあっては配

偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者から

引き続き受ける身体に対する暴力。同号にお

いて同じ。）により、その生命又は身体に重

大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁

判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者（配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった

者。以下この条、同項第三号及び第四号並び

に第18条第１項において同じ。）に対し、次

の各号に掲げる事項を命ずるものとする。た

だし、第二号に掲げる事項については、申立

ての時において被害者及び当該配偶者が生活

の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して６月

間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この号

において同じ。）その他の場所において被

害者の身辺につきまとい、又は被害者の住

居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して２月

間、被害者と共に生活の本拠としている住

居から退去すること及び当該住居の付近を

はいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第

一号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その

生命又は身体に危害が加えられることを防止

するため、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して６月を経過する日ま

での間、被害者に対して次の各号に掲げるい

ずれの行為もしてはならないことを命ずるも  

のとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるよう

な事項を告げ、又はその知り得る状態に置

くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむ

を得ない場合を除き、連続して、電話をか

け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若

しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時

から午前６時までの間に、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、又は電子

メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又

は嫌悪の情を催させるような物を送付し、

又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその

知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若

しくはその知り得る状態に置き、又はその

性的羞恥心を害する文書、図画その他の物

を送付し、若しくはその知り得る状態に置

くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害

者がその成年に達しない子（以下この項及び

次項並びに第12条第１項第三号において単に

「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足

りる言動を行っていることその他の事情があ

ることから被害者がその同居している子に関

して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるとき

は、第１項第一号の規定による命令を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して６月を

経過する日までの間、当該子の住居（当該配
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偶者と共に生活の本拠としている住居を除

く。以下この項において同じ。）、就学する

学校その他の場所において当該子の身辺につ

きまとい、又は当該子の住居、就学する学校

その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が15歳以上であるときは、そ

の同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶

者が被害者の親族その他被害者と社会生活に

おいて密接な関係を有する者（被害者と同居

している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第12条第１項

第四号において「親族等」という。）の住居

に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行

っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、第１項第一号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は

身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の効力が生じ

た日から起算して６月を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）その他の場所において当該

親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等

の住居、勤務先その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の15 

歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が15歳未満の者又

は成年被後見人である場合にあっては、その

法定代理人の同意）がある場合に限り、する

ことができる。 

（管轄裁判所） 

第第1111条条 前条第１項の規定による命令の申立て

に係る事件は、相手方の住所（日本国内に住

所がないとき又は住所が知れないときは居

所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に

属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、

次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所に

もすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地 

（保護命令の申立て） 

第第1122条条 第10条第１項から第４項までの規定に

よる命令（以下「保護命令」という。）の申

立ては、次に掲げる事項を記載した書面でし

なければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又

は配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後の配偶者から受ける身体に対する暴力

により、生命又は身体に重大な危害を受け

るおそれが大きいと認めるに足りる申立て

の時における事情 

三 第10条第３項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該同居

している子に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため当該

命令を発する必要があると認めるに足りる

申立ての時における事情 

四 第10条第４項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため当該命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての

時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前各号に掲げる事項につ

いて相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実の有無及びその事実があるときは、

次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求め
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た日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内 

 容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られ

た措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に

同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載

がない場合には、申立書には、同項第一号か

ら第四号までに掲げる事項についての申立人

の供述を記載した書面で公証人法（明治41年

法律第53号）第58条ノ２第１項の認証を受け

たものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第第1133条条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事

件については、速やかに裁判をするものとす

る。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第第1144条条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立

ち会うことができる審尋の期日を経なけれ

ば、これを発することができない。ただし、

その期日を経ることにより保護命令の申立て

の目的を達することができない事情があると

きは、この限りでない。 

２ 申立書に第12条第１項第五号イからニまで

に掲げる事項の記載がある場合には、裁判所

は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれ

に対して執られた措置の内容を記載した書面

の提出を求めるものとする。この場合におい

て、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長は、これに速やかに応ずるも

のとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、

前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは

所属官署の長又は申立人から相談を受け、若

しくは援助若しくは保護を求められた職員に

対し、同項の規定により書面の提出を求めた

事項に関して更に説明を求めることができ

る。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第第1155条条 保護命令の申立てについての決定に

は、理由を付さなければならない。ただし、

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理

由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達

又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋

の期日における言渡しによって、その効力を

生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官

は、速やかにその旨及びその内容を申立人の

住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県

警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が

配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実が

あり、かつ、申立書に当該事実に係る第12条

第１項第五号イからニまでに掲げる事項の記

載があるときは、裁判所書記官は、速やか

に、保護命令を発した旨及びその内容を、当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談

支援センター（当該申立書に名称が記載され

た配偶者暴力相談支援センターが２以上ある

場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が

最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長

に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第第1166条条 保護命令の申立てについての裁判に対

しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響

を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令

の取消しの原因となることが明らかな事情が

あることにつき疎明があったときに限り、抗

告裁判所は、申立てにより、即時抗告につい

ての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令

の効力の停止を命ずることができる。事件の

記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、

この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第10条第１項第一号の規

定による命令の効力の停止を命ずる場合にお

いて、同条第２項から第４項までの規定によ
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る命令が発せられているときは、裁判所は、

当該命令の効力の停止をも命じなければなら

ない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服

を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第10条第１項第一号の規定に

よる命令を取り消す場合において、同条第２

項から第４項までの規定による命令が発せら

れているときは、抗告裁判所は、当該命令を

も取り消さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている

保護命令について、第３項若しくは第４項の

規定によりその効力の停止を命じたとき又は

抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判

所書記官は、速やかに、その旨及びその内容

を当該通知をした配偶者暴力相談支援センタ

ーの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の

場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消し

た場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第第1177条条 保護命令を発した裁判所は、当該保護

命令の申立てをした者の申立てがあった場合

には、当該保護命令を取り消さなければなら

ない。第10条第１項第一号又は第２項から第

４項までの規定による命令にあっては同号の

規定による命令が効力を生じた日から起算し

て３月を経過した後において、同条第１項第

二号の規定による命令にあっては当該命令が

効力を生じた日から起算して２週間を経過し

た後において、これらの命令を受けた者が申

し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立て

をした者に異議がないことを確認したとき

も、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第10条第１項第一号

の規定による命令を発した裁判所が前項の規

定により当該命令を取り消す場合について準

用する。 

３ 第15条第３項及び前条第７項の規定は、前

２項の場合について準用する。 

（第10条第１項第二号の規定による命令の再

度の申立て） 

第第1188条条 第10条第１項第二号の規定による命令

が発せられた後に当該発せられた命令の申立

ての理由となった身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同

号の規定による命令の再度の申立てがあった

ときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠

としている住居から転居しようとする被害者

がその責めに帰することのできない事由によ

り当該発せられた命令の効力が生ずる日から

起算して２月を経過する日までに当該住居か

らの転居を完了することができないことその

他の同号の規定による命令を再度発する必要

があると認めるべき事情があるときに限り、

当該命令を発するものとする。ただし、当該

命令を発することにより当該配偶者の生活に

特に著しい支障を生ずると認めるときは、当

該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第12条の

規定の適用については、同条第１項各号列記

以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは

「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並

びに第18条第１項本文の事情」と、同項第五

号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第

一号及び第二号に掲げる事項並びに第18条第

１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第

一号から第四号までに掲げる事項」とあるの

は「同項第一号及び第二号に掲げる事項並び

に第18条第１項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第第1199条条 保護命令に関する手続について、当事

者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲

覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄

本の交付又は事件に関する事項の証明書の交

付を請求することができる。ただし、相手方

にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁

論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指

定があり、又は相手方に対する保護命令の送

達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第第2200条条 法務局若しくは地方法務局又はその支

局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公

証人がその職務を行うことができない場合に
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た日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内 

 容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られ

た措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に

同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載

がない場合には、申立書には、同項第一号か

ら第四号までに掲げる事項についての申立人

の供述を記載した書面で公証人法（明治41年

法律第53号）第58条ノ２第１項の認証を受け

たものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第第1133条条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事

件については、速やかに裁判をするものとす

る。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第第1144条条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立

ち会うことができる審尋の期日を経なけれ

ば、これを発することができない。ただし、

その期日を経ることにより保護命令の申立て

の目的を達することができない事情があると

きは、この限りでない。 

２ 申立書に第12条第１項第五号イからニまで

に掲げる事項の記載がある場合には、裁判所

は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれ

に対して執られた措置の内容を記載した書面

の提出を求めるものとする。この場合におい

て、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長は、これに速やかに応ずるも

のとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、

前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは

所属官署の長又は申立人から相談を受け、若

しくは援助若しくは保護を求められた職員に

対し、同項の規定により書面の提出を求めた

事項に関して更に説明を求めることができ

る。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第第1155条条 保護命令の申立てについての決定に

は、理由を付さなければならない。ただし、

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理

由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達

又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋

の期日における言渡しによって、その効力を

生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官

は、速やかにその旨及びその内容を申立人の

住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県

警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が

配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実が

あり、かつ、申立書に当該事実に係る第12条

第１項第五号イからニまでに掲げる事項の記

載があるときは、裁判所書記官は、速やか

に、保護命令を発した旨及びその内容を、当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談

支援センター（当該申立書に名称が記載され

た配偶者暴力相談支援センターが２以上ある

場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が

最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長

に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第第1166条条 保護命令の申立てについての裁判に対

しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響

を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令

の取消しの原因となることが明らかな事情が

あることにつき疎明があったときに限り、抗

告裁判所は、申立てにより、即時抗告につい

ての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令

の効力の停止を命ずることができる。事件の

記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、

この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第10条第１項第一号の規

定による命令の効力の停止を命ずる場合にお

いて、同条第２項から第４項までの規定によ
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る命令が発せられているときは、裁判所は、

当該命令の効力の停止をも命じなければなら

ない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服

を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第10条第１項第一号の規定に

よる命令を取り消す場合において、同条第２

項から第４項までの規定による命令が発せら

れているときは、抗告裁判所は、当該命令を

も取り消さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている

保護命令について、第３項若しくは第４項の

規定によりその効力の停止を命じたとき又は

抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判

所書記官は、速やかに、その旨及びその内容

を当該通知をした配偶者暴力相談支援センタ

ーの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の

場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消し

た場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第第1177条条 保護命令を発した裁判所は、当該保護

命令の申立てをした者の申立てがあった場合

には、当該保護命令を取り消さなければなら

ない。第10条第１項第一号又は第２項から第

４項までの規定による命令にあっては同号の

規定による命令が効力を生じた日から起算し

て３月を経過した後において、同条第１項第

二号の規定による命令にあっては当該命令が

効力を生じた日から起算して２週間を経過し

た後において、これらの命令を受けた者が申

し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立て

をした者に異議がないことを確認したとき

も、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第10条第１項第一号

の規定による命令を発した裁判所が前項の規

定により当該命令を取り消す場合について準

用する。 

３ 第15条第３項及び前条第７項の規定は、前

２項の場合について準用する。 

（第10条第１項第二号の規定による命令の再

度の申立て） 

第第1188条条 第10条第１項第二号の規定による命令

が発せられた後に当該発せられた命令の申立

ての理由となった身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同

号の規定による命令の再度の申立てがあった

ときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠

としている住居から転居しようとする被害者

がその責めに帰することのできない事由によ

り当該発せられた命令の効力が生ずる日から

起算して２月を経過する日までに当該住居か

らの転居を完了することができないことその

他の同号の規定による命令を再度発する必要

があると認めるべき事情があるときに限り、

当該命令を発するものとする。ただし、当該

命令を発することにより当該配偶者の生活に

特に著しい支障を生ずると認めるときは、当

該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第12条の

規定の適用については、同条第１項各号列記

以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは

「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並

びに第18条第１項本文の事情」と、同項第五

号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第

一号及び第二号に掲げる事項並びに第18条第

１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第

一号から第四号までに掲げる事項」とあるの

は「同項第一号及び第二号に掲げる事項並び

に第18条第１項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第第1199条条 保護命令に関する手続について、当事

者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲

覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄

本の交付又は事件に関する事項の証明書の交

付を請求することができる。ただし、相手方

にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁

論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指

定があり、又は相手方に対する保護命令の送

達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第第2200条条 法務局若しくは地方法務局又はその支

局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公

証人がその職務を行うことができない場合に
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は、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法

務局又はその支局に勤務する法務事務官に第

12条第２項（第18条第２項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）の認証を行わ

せることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第第2211条条 この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その

性質に反しない限り、民事訴訟法（平成８年

法律第109号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第第2222条条 この法律に定めるもののほか、保護命

令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁

判所規則で定める。 

第第５５章章  雑雑則則  

（職務関係者による配慮等） 

第第2233条条 配偶者からの暴力に係る被害者の保

護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、そ

の職務を行うに当たり、被害者の心身の状

況、その置かれている環境等を踏まえ、被害

者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を

尊重するとともに、その安全の確保及び秘密

の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対

し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性

等に関する理解を深めるために必要な研修及

び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第第2244条条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止に関する国民の理解を深めるため

の教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第第2255条条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の

心身の健康を回復させるための方法等に関す

る調査研究の推進並びに被害者の保護に係る

人材の養成及び資質の向上に努めるものとす

る。 

（民間の団体に対する援助） 

第第2266条条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行

うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第第2277条条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を

支弁しなければならない。 

一 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げ

る業務を行う婦人相談所の運営に要する費

用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第３条第３項第三号の規定に基づき婦人

相談所が行う一時保護（同条第４項に規定

する厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行う場合を含む。）に要する費

用 

三 第４条の規定に基づき都道府県知事の委

嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第５条の規定に基づき都道府県が行う保

護（市町村、社会福祉法人その他適当と認

める者に委託して行う場合を含む。）及び

これに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱

する婦人相談員が行う業務に要する費用を支

弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第第2288条条 国は、政令の定めるところにより、都

道府県が前条第１項の規定により支弁した費

用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるも

のについては、その10分の５を負担するもの

とする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に

掲げる費用の10分の５以内を補助することが

できる。 

一 都道府県が前条第１項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第四号に

掲げるもの 

二 市が前条第２項の規定により支弁した費 

 用 

第第５５章章のの２２  補補則則  

（この法律の準用） 

第第2288条条のの２２ 第２条及び第１章の２から前章ま

での規定は、生活の本拠を共にする交際（婚

姻関係における共同生活に類する共同生活を
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営んでいないものを除く。）をする関係にあ

る相手からの暴力（当該関係にある相手から

の身体に対する暴力等をいい、当該関係にあ

る相手からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が当該関係を解消した場合にあっ

ては、当該関係にあった者から引き続き受け

る身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴

力を受けた者について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「配偶者からの暴

力」とあるのは「第28条の２に規定する関係

にある相手からの暴力」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。 

第２条 被害者 被害者（第28

条の２に規定

する関係にあ

る相手からの

暴力を受けた

者をいう。以

下同じ。） 

 

第６条第１

項 

配偶者又は配

偶者であった

者 

同条に規定す

る関係にある

相手又は同条

に規定する関

係にある相手

であった者 

第10条第１

項から第４

項まで、第

11条第２項

第２号、第

12条第１項

第１号から

第４号まで

及び第18条

第1項 

配偶者 第28条の２に

規定する関係

にある相手 

第10条第１

項 

離婚をし、又

はその婚姻が

取り消された

場合 

第28条の２に

規定する関係

を解消した場

合 

第第６６章章  罰罰則則  

第第2299条条 保護命令（前条において読み替えて準

用する第10条第１項から第４項までの規定に

よるものを含む。次条において同じ。）に違

反した者は、１年以下の懲役又は100万円以下

の罰金に処する。 

第第3300条条 第12条第１項（第18条第２項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）又は

第28条の２において読み替えて準用する第12

条第１項（第28条の２において準用する第18

条第２項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により記載すべき事項に

ついて虚偽の記載のある申立書により保護命

令の申立てをした者は、10万円以下の過料に

処する。 

 

附附  則則  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。ただし、第２

章、第６条（配偶者暴力相談支援センターに

係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶

者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第27条及び第28条の規定は、平成14

年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第第２２条条 平成14年３月31日までに婦人相談所に

対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力

に関して相談し、又は援助若しくは保護を求

めた場合における当該被害者からの保護命令

の申立てに係る事件に関する第12条第１項第

４号並びに第14条第２項及び第３項の規定の

適用については、これらの規定中「配偶者暴

力相談支援センター」とあるのは、「婦人相

談所」とする。 

（検討）  

第第３３条条 この法律の規定については、この法律

の施行後３年を目途として、この法律の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす

る。 

附 則（平成16年６月２日法律第64号） 
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は、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法

務局又はその支局に勤務する法務事務官に第

12条第２項（第18条第２項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）の認証を行わ

せることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第第2211条条 この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その

性質に反しない限り、民事訴訟法（平成８年

法律第109号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第第2222条条 この法律に定めるもののほか、保護命

令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁

判所規則で定める。 

第第５５章章  雑雑則則  

（職務関係者による配慮等） 

第第2233条条 配偶者からの暴力に係る被害者の保

護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、そ

の職務を行うに当たり、被害者の心身の状

況、その置かれている環境等を踏まえ、被害

者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を

尊重するとともに、その安全の確保及び秘密

の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対

し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性

等に関する理解を深めるために必要な研修及

び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第第2244条条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止に関する国民の理解を深めるため

の教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第第2255条条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の

心身の健康を回復させるための方法等に関す

る調査研究の推進並びに被害者の保護に係る

人材の養成及び資質の向上に努めるものとす

る。 

（民間の団体に対する援助） 

第第2266条条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行

うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第第2277条条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を

支弁しなければならない。 

一 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げ

る業務を行う婦人相談所の運営に要する費

用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第３条第３項第三号の規定に基づき婦人

相談所が行う一時保護（同条第４項に規定

する厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行う場合を含む。）に要する費

用 

三 第４条の規定に基づき都道府県知事の委

嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第５条の規定に基づき都道府県が行う保

護（市町村、社会福祉法人その他適当と認

める者に委託して行う場合を含む。）及び

これに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱

する婦人相談員が行う業務に要する費用を支

弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第第2288条条 国は、政令の定めるところにより、都

道府県が前条第１項の規定により支弁した費

用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるも

のについては、その10分の５を負担するもの

とする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に

掲げる費用の10分の５以内を補助することが

できる。 

一 都道府県が前条第１項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第四号に

掲げるもの 

二 市が前条第２項の規定により支弁した費 

 用 

第第５５章章のの２２  補補則則  

（この法律の準用） 

第第2288条条のの２２ 第２条及び第１章の２から前章ま

での規定は、生活の本拠を共にする交際（婚

姻関係における共同生活に類する共同生活を
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営んでいないものを除く。）をする関係にあ

る相手からの暴力（当該関係にある相手から

の身体に対する暴力等をいい、当該関係にあ

る相手からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が当該関係を解消した場合にあっ

ては、当該関係にあった者から引き続き受け

る身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴

力を受けた者について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「配偶者からの暴

力」とあるのは「第28条の２に規定する関係

にある相手からの暴力」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。 

第２条 被害者 被害者（第28

条の２に規定

する関係にあ

る相手からの

暴力を受けた

者をいう。以

下同じ。） 

 

第６条第１

項 

配偶者又は配

偶者であった

者 

同条に規定す

る関係にある

相手又は同条

に規定する関

係にある相手

であった者 

第10条第１

項から第４

項まで、第

11条第２項

第２号、第

12条第１項

第１号から

第４号まで

及び第18条

第1項 

配偶者 第28条の２に

規定する関係

にある相手 

第10条第１

項 

離婚をし、又

はその婚姻が

取り消された

場合 

第28条の２に

規定する関係

を解消した場

合 

第第６６章章  罰罰則則  

第第2299条条 保護命令（前条において読み替えて準

用する第10条第１項から第４項までの規定に

よるものを含む。次条において同じ。）に違

反した者は、１年以下の懲役又は100万円以下

の罰金に処する。 

第第3300条条 第12条第１項（第18条第２項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）又は

第28条の２において読み替えて準用する第12

条第１項（第28条の２において準用する第18

条第２項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により記載すべき事項に

ついて虚偽の記載のある申立書により保護命

令の申立てをした者は、10万円以下の過料に

処する。 

 

附附  則則  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。ただし、第２

章、第６条（配偶者暴力相談支援センターに

係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶

者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第27条及び第28条の規定は、平成14

年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第第２２条条 平成14年３月31日までに婦人相談所に

対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力

に関して相談し、又は援助若しくは保護を求

めた場合における当該被害者からの保護命令

の申立てに係る事件に関する第12条第１項第

４号並びに第14条第２項及び第３項の規定の

適用については、これらの規定中「配偶者暴

力相談支援センター」とあるのは、「婦人相

談所」とする。 

（検討）  

第第３３条条 この法律の規定については、この法律

の施行後３年を目途として、この法律の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす

る。 

附 則（平成16年６月２日法律第64号） 
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（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第第２２条条 この法律の施行前にしたこの法律によ

る改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（次項において「旧

法」という。）第10条の規定による命令の申

立てに係る同条の規定による命令に関する事

件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第10条第二号の規定による命令が発せ

られた後に当該命令の申立ての理由となった

身体に対する不法な攻撃であって生命又は身

体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由と

するこの法律による改正後の配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（以

下「新法」という。）第10条第１項第二号の

規定による命令の申立て（この法律の施行後

最初にされるものに限る。）があった場合に

おける新法第18条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「２月」とあるのは、「２週

間」とする。 

（検討） 

第第３３条条 新法の規定については、この法律の施

行後３年を目途として、新法の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則（平成19年７月11日法律第113号）抄 

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第第２２条条 この法律の施行前にしたこの法律によ

る改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律第10条の規定による命

令の申立てに係る同条の規定による命令に関

する事件については、なお従前の例による。 

附附  則則（（平平成成2255年年７７月月３３日日法法律律第第7722号号））抄抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を

経過した日から施行する。 

附附  則則（（平平成成2266年年４４月月2233日日法法律律第第2288号号））抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、平成27年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

１ 略 

２ 第２条並びに附則第３条、第７条から第10

条まで、第12条及び第15条から第18条までの

規定 平成26年10月１日 

附附  則則（（令令和和元元年年６６月月2266日日法法律律第第4466号号））抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和２年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

１ 附則第４条、第７条第１項及び第８条の規

定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第第４４条条 前２条に規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 （検討等） 

第第８８条条 政府は、附則第１条第 1号に掲げる規定

の施行後３年を目途に、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第６条第

１項及び第２項の通報の対象となる同条第１

項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに

同法第 10 条第１項から第４項までの規定によ

る命令の申立てをすることができる同条第１

項に規定する被害者の範囲の拡大について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 政府は、附則第１条第１号に掲げる規定の施

行後３年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第１条第１項

に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の

地域社会における更生のための指導及び支援

の在り方について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

附附  則則（（令令和和４４年年５５月月2255日日法法律律第第5522号号））抄抄 

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和６年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

１ 次条並びに附則第３条、第５条及び第 38
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条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第第 3388 条条  この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附附  則則（（令令和和４４年年６６月月 1177日日法法律律第第 6688号号））抄抄 

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、刑法第一部改正法施行日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

１ 第五百九条の規定 公布の日 

附附  則則（（令令和和５５年年５５月月 1199日日法法律律第第 3300号号））抄抄 

（施行期日） 

第第１１条条  この法律は、令和６年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

１ 附則第７条の規定 公布の日 

２ 第 21 条の改正規定 民事訴訟法等の一部を

改正する法律（令和４年法律第 48号。附則第３

条において「民事訴訟法等改正法」という。）

附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日 

（政令への委任） 

第第７７条条  この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附附  則則（（令令和和５５年年６６月月 1144日日法法律律第第 5533号号））抄抄 

 この法律は、公布の日から起算して５年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

１ 第32章の規定及び第388条の規定 公布の日 

２ 第１条中民事執行法第22条第５号の改正規

定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正

規定、同法第29条の改正規定（「の謄本」の下

に「又は電磁的記録に記録されている事項の全

部を記録した電磁的記録」を加える部分を除

く。）、同法第91条第１項第３号の改正規定、

同法第141条第１項第３号の改正規定、同法第

181条第１項の改正規定、同条第４項の改正規

定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改

正規定及び同法第193条第１項の改正規定、第12

条、第33条、第34条、第36条及び第37条の規

定、第42条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益

の規制等に関する法律第39条第２項の改正規

定、第45条の規定（民法第98条第２項及び第151

条第４項の改正規定を除く。）、第47条中鉄道

抵当法第41条の改正規定及び同法第43条第３項

の改正規定、第48条及び第４章の規定、第88条

中民事訴訟費用等に関する法律第２条の改正規

定、第91条の規定、第185条中配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律第12条

第3項の改正規定、第198条の規定並びに第387 

条の規定 公布の日から起算して２年６月を超

えない範囲内において政令で定める日 
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（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第第２２条条 この法律の施行前にしたこの法律によ

る改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（次項において「旧

法」という。）第10条の規定による命令の申

立てに係る同条の規定による命令に関する事

件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第10条第二号の規定による命令が発せ

られた後に当該命令の申立ての理由となった

身体に対する不法な攻撃であって生命又は身

体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由と

するこの法律による改正後の配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（以

下「新法」という。）第10条第１項第二号の

規定による命令の申立て（この法律の施行後

最初にされるものに限る。）があった場合に

おける新法第18条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「２月」とあるのは、「２週

間」とする。 

（検討） 

第第３３条条 新法の規定については、この法律の施

行後３年を目途として、新法の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則（平成19年７月11日法律第113号）抄 

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第第２２条条 この法律の施行前にしたこの法律によ

る改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律第10条の規定による命

令の申立てに係る同条の規定による命令に関

する事件については、なお従前の例による。 

附附  則則（（平平成成2255年年７７月月３３日日法法律律第第7722号号））抄抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を

経過した日から施行する。 

附附  則則（（平平成成2266年年４４月月2233日日法法律律第第2288号号））抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、平成27年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

１ 略 

２ 第２条並びに附則第３条、第７条から第10

条まで、第12条及び第15条から第18条までの

規定 平成26年10月１日 

附附  則則（（令令和和元元年年６６月月2266日日法法律律第第4466号号））抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和２年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

１ 附則第４条、第７条第１項及び第８条の規

定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第第４４条条 前２条に規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 （検討等） 

第第８８条条 政府は、附則第１条第 1号に掲げる規定

の施行後３年を目途に、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第６条第

１項及び第２項の通報の対象となる同条第１

項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに

同法第 10 条第１項から第４項までの規定によ

る命令の申立てをすることができる同条第１

項に規定する被害者の範囲の拡大について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 政府は、附則第１条第１号に掲げる規定の施

行後３年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第１条第１項

に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の

地域社会における更生のための指導及び支援

の在り方について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

附附  則則（（令令和和４４年年５５月月2255日日法法律律第第5522号号））抄抄 

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和６年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

１ 次条並びに附則第３条、第５条及び第 38
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条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第第 3388 条条  この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附附  則則（（令令和和４４年年６６月月 1177日日法法律律第第 6688号号））抄抄 

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、刑法第一部改正法施行日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

１ 第五百九条の規定 公布の日 

附附  則則（（令令和和５５年年５５月月 1199日日法法律律第第 3300号号））抄抄 

（施行期日） 

第第１１条条  この法律は、令和６年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

１ 附則第７条の規定 公布の日 

２ 第 21 条の改正規定 民事訴訟法等の一部を

改正する法律（令和４年法律第 48号。附則第３

条において「民事訴訟法等改正法」という。）

附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日 

（政令への委任） 

第第７７条条  この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附附  則則（（令令和和５５年年６６月月 1144日日法法律律第第 5533号号））抄抄 

 この法律は、公布の日から起算して５年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

１ 第32章の規定及び第388条の規定 公布の日 

２ 第１条中民事執行法第22条第５号の改正規

定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正

規定、同法第29条の改正規定（「の謄本」の下

に「又は電磁的記録に記録されている事項の全

部を記録した電磁的記録」を加える部分を除

く。）、同法第91条第１項第３号の改正規定、

同法第141条第１項第３号の改正規定、同法第

181条第１項の改正規定、同条第４項の改正規

定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改

正規定及び同法第193条第１項の改正規定、第12

条、第33条、第34条、第36条及び第37条の規

定、第42条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益

の規制等に関する法律第39条第２項の改正規

定、第45条の規定（民法第98条第２項及び第151

条第４項の改正規定を除く。）、第47条中鉄道

抵当法第41条の改正規定及び同法第43条第３項

の改正規定、第48条及び第４章の規定、第88条

中民事訴訟費用等に関する法律第２条の改正規

定、第91条の規定、第185条中配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律第12条

第3項の改正規定、第198条の規定並びに第387 

条の規定 公布の日から起算して２年６月を超

えない範囲内において政令で定める日 
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女女性性のの職職業業生生活活ににおおけけるる活活躍躍のの推推進進にに
関関すするる法法律律  

平成27年９月４日法律第64号 

最終改正 令和４年６月17日法律第68号  

 

第第１１章章  総総則則  

（目的） 

第第１１条条 この法律は、近年、自らの意思によっ

て職業生活を営み、又は営もうとする女性が

その個性と能力を十分に発揮して職業生活に

おいて活躍すること（以下「女性の職業生活

における活躍」という。）が一層重要となっ

ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法 

（平成11年法律第78号）の基本理念にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進につ

いて、その基本原則を定め、並びに国、地方

公共団体及び事業主の責務を明らかにすると

ともに、基本方針及び事業主の行動計画の策

定、女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置等について定めることによ

り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ

重点的に推進し、もって男女の人権が尊重さ

れ、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の

需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に

対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

とを目的とする。 

（基本原則） 

第第２２条条 女性の職業生活における活躍の推進

は、職業生活における活躍に係る男女間の格

差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性に対する

採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の

変更その他の職業生活に関する機会の積極的

な提供及びその活用を通じ、かつ、性別によ

る固定的な役割分担等を反映した職場におけ

る慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が

十分に発揮できるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育

児、介護その他の家庭生活に関する事由によ

りやむを得ず退職することが多いことその他

の家庭生活に関する事由が職業生活に与える

影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女

の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下

に、育児、介護その他の家庭生活における活

動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うため

に必要な環境の整備等により、男女の職業生

活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可

能となることを旨として、行われなければな

らない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当た

っては、女性の職業生活と家庭生活との両立

に関し、本人の意思が尊重されるべきもので

あることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第第３３条条 国及び地方公共団体は、前条に定める

女性の職業生活における活躍の推進について

の基本原則（次条及び第５条第１項において

「基本原則」という。）にのっとり、女性の

職業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければな

らない。 

（事業主の責務） 

第第４４条条 事業主は、基本原則にのっとり、その

雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に

対する職業生活に関する機会の積極的な提

供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備その他の女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組

を自ら実施するよう努めるとともに、国又は

地方公共団体が実施する女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策に協力しなけれ

ばならない。 

第第２２章章  基基本本方方針針等等  

（基本方針） 

第第５５条条 政府は、基本原則にのっとり、女性の

職業生活における活躍の推進に関する施策を

総合的かつ一体的に実施するため、女性の職

業生活における活躍の推進に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 
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２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する基本

的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るた

めに必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業

生活における活躍を推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について

準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第第６６条条 都道府県は、基本方針を勘案して、当

該都道府県の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策についての

計画（以下この条において「都道府県推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が

定められているときは、基本方針及び都道府

県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域

内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画

又は市町村推進計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

第第３３章章  事事業業主主行行動動計計画画等等  

第第１１節節  事事業業主主行行動動計計画画策策定定指指針針  

第第７７条条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務

大臣は、事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に

実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第１項に規定する一般事業主行動計

画及び第15条第１項に規定する特定事業主行

動計画（次項において「事業主行動計画」と

総称する。）の策定に関する指針（以下「事

業主行動計画策定指針」という。）を定めな

ければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に

掲げる事項につき、事業主行動計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な

事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

第第２２節節  一一般般事事業業主主行行動動計計画画  

（一般事業主行動計画の策定等） 

第第８８条条 国及び地方公共団体以外の事業主（以

下「一般事業主」という。）であって、常時

雇用する労働者の数が300人を超えるものは、

事業主行動計画策定指針に即して、一般事業

主行動計画（一般事業主が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関

する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生

労働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣に届け出なければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関



60 
 

女女性性のの職職業業生生活活ににおおけけるる活活躍躍のの推推進進にに
関関すするる法法律律  

平成27年９月４日法律第64号 

最終改正 令和４年６月17日法律第68号  

 

第第１１章章  総総則則  

（目的） 

第第１１条条 この法律は、近年、自らの意思によっ

て職業生活を営み、又は営もうとする女性が

その個性と能力を十分に発揮して職業生活に

おいて活躍すること（以下「女性の職業生活

における活躍」という。）が一層重要となっ

ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法 

（平成11年法律第78号）の基本理念にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進につ

いて、その基本原則を定め、並びに国、地方

公共団体及び事業主の責務を明らかにすると

ともに、基本方針及び事業主の行動計画の策

定、女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置等について定めることによ

り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ

重点的に推進し、もって男女の人権が尊重さ

れ、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の

需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に

対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

とを目的とする。 

（基本原則） 

第第２２条条 女性の職業生活における活躍の推進

は、職業生活における活躍に係る男女間の格

差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性に対する

採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の

変更その他の職業生活に関する機会の積極的

な提供及びその活用を通じ、かつ、性別によ

る固定的な役割分担等を反映した職場におけ

る慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が

十分に発揮できるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育

児、介護その他の家庭生活に関する事由によ

りやむを得ず退職することが多いことその他

の家庭生活に関する事由が職業生活に与える

影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女

の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下

に、育児、介護その他の家庭生活における活

動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うため

に必要な環境の整備等により、男女の職業生

活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可

能となることを旨として、行われなければな

らない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当た

っては、女性の職業生活と家庭生活との両立

に関し、本人の意思が尊重されるべきもので

あることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第第３３条条 国及び地方公共団体は、前条に定める

女性の職業生活における活躍の推進について

の基本原則（次条及び第５条第１項において

「基本原則」という。）にのっとり、女性の

職業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければな

らない。 

（事業主の責務） 

第第４４条条 事業主は、基本原則にのっとり、その

雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に

対する職業生活に関する機会の積極的な提

供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備その他の女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組

を自ら実施するよう努めるとともに、国又は

地方公共団体が実施する女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策に協力しなけれ

ばならない。 

第第２２章章  基基本本方方針針等等  

（基本方針） 

第第５５条条 政府は、基本原則にのっとり、女性の

職業生活における活躍の推進に関する施策を

総合的かつ一体的に実施するため、女性の職

業生活における活躍の推進に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 
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２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する基本

的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るた

めに必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業

生活における活躍を推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について

準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第第６６条条 都道府県は、基本方針を勘案して、当

該都道府県の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策についての

計画（以下この条において「都道府県推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が

定められているときは、基本方針及び都道府

県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域

内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画

又は市町村推進計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

第第３３章章  事事業業主主行行動動計計画画等等  

第第１１節節  事事業業主主行行動動計計画画策策定定指指針針  

第第７７条条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務

大臣は、事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に

実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第１項に規定する一般事業主行動計

画及び第15条第１項に規定する特定事業主行

動計画（次項において「事業主行動計画」と

総称する。）の策定に関する指針（以下「事

業主行動計画策定指針」という。）を定めな

ければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に

掲げる事項につき、事業主行動計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な

事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

第第２２節節  一一般般事事業業主主行行動動計計画画  

（一般事業主行動計画の策定等） 

第第８８条条 国及び地方公共団体以外の事業主（以

下「一般事業主」という。）であって、常時

雇用する労働者の数が300人を超えるものは、

事業主行動計画策定指針に即して、一般事業

主行動計画（一般事業主が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関

する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生

労働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣に届け出なければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関
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する取組の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとすると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、

採用した労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状

況、管理的地位にある労働者に占める女性労

働者の割合その他のその事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第２号

の目標については、採用する労働者に占める

女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差

異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他の

数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを労

働者に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを公

表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画に基づく取組を実施するととも

に、一般事業主行動計画に定められた目標を

達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が300人以下のものは、事業主行動計画 

策定指針に即して、一般事業主行動計画を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚

生労働大臣に届け出るよう努めなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主

が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとする場合について、第４から第６項まで

の規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更した場合につ

いて、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第第９９条条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第７

項の規定による届出をした一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主について、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合

するものである旨の認定を行うことができ

る。 

（認定一般事業主の表示等） 

第第1100条条 前条の認定を受けた一般事業主（次条

及び第20条第１項において「認定一般事業

主」という。）は、商品、役務の提供の用に

供する物、商品又は役務の広告又は取引に用

いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令

で定めるもの（次項において「商品等」とい

う。）に厚生労働大臣の定める表示を付する

ことができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほ

か、商品等に同項の表示又はこれと紛らわし

い表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第第1111条条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは、第９条

の認定を取り消すことができる。 

一 第9条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違

反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けた

とき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第第1122条条 厚生労働大臣は、認定一般事業主から

の申請に基づき、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該事業主について、女性の職業
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生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該事業主の策定した一般事業主行動計

画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行

動計画に定められた目標を達成したこと、雇

用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和47年法律第113

号）第13条の２に規定する業務を担当する者

及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律第76号）第29条に規定する業務を担当す

る者を選任していること、当該女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況が特に優良なものであることその他の厚

生労働省令で定める基準に適合するものであ

る旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第第1133条条 前条の民定を受けた一般事業主（以下

「特例民定一般事業主」という。）について

は、第８条第１項及び第７項の規定は、適用

しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定

めるところにより、毎年少なくとも一回、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第第1144条条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生

労働大臣の定める表示を付することができ

る。 

２ 第10条第２項の規定は、前項の表示につい

て準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第第1155条条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、第

12条の認定を取り消すことができる。 

 一 第11条の規定により第９条の認定を取り

消すとき。 

 二 第12条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。 

 三 第13条第２項の規定による公表をせず、

又は虚偽の公表をしたとき。 

 四 前号に掲げる場合のほか、この法律又は

この法律に基づく命令に違反したとき。 

 五 不正の手段により第12条の認定を受けた

とき。 

（委託募集の特例等） 

第第1166条条 承認中小事業主団体の構成員である中

小事業主（一般事業主であって、常時雇用す

る労働者の数が300人以下のものをいう。以 

下この項及び次項において同じ。）が、当該

承認中小事業主団体をして女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施に関し

必要な労働者の募集を行わせようとする場合

において、当該承認中小事業主団体が当該募

集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和22年法律第141号）第36条第１項及び 

第３項の規定は、当該構成員である中小事業

主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主

団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会

その他の特別の法律により設立された組合若

しくはその連合会であって厚生労働省令で定

めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直

接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。）の

うち、その構成員である中小事業主に対して

女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組を実施するための人材確保に関する相談

及び援助を行うものであって、その申請に基

づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助

を適切に行うための厚生労働省令で定める基

準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前

項に規定する基準に適合しなくなったと認め

るときは、同項の承認を取り消すことができ

る。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する

募集に従事しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、募集時期、募集人

員、募集地域その他の労働者の募集に関する

事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第37条第２項の規定は前項の規

定による届出があった場合について、同法第

５条の３第１項及び第４項、第５条の４第１
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する取組の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとすると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、

採用した労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状

況、管理的地位にある労働者に占める女性労

働者の割合その他のその事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第２号

の目標については、採用する労働者に占める

女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差

異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他の

数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを労

働者に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを公

表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画に基づく取組を実施するととも

に、一般事業主行動計画に定められた目標を

達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が300人以下のものは、事業主行動計画 

策定指針に即して、一般事業主行動計画を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚

生労働大臣に届け出るよう努めなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主

が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとする場合について、第４から第６項まで

の規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更した場合につ

いて、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第第９９条条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第７

項の規定による届出をした一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主について、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合

するものである旨の認定を行うことができ

る。 

（認定一般事業主の表示等） 

第第1100条条 前条の認定を受けた一般事業主（次条

及び第20条第１項において「認定一般事業

主」という。）は、商品、役務の提供の用に

供する物、商品又は役務の広告又は取引に用

いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令

で定めるもの（次項において「商品等」とい

う。）に厚生労働大臣の定める表示を付する

ことができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほ

か、商品等に同項の表示又はこれと紛らわし

い表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第第1111条条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは、第９条

の認定を取り消すことができる。 

一 第9条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違

反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けた

とき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第第1122条条 厚生労働大臣は、認定一般事業主から

の申請に基づき、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該事業主について、女性の職業
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生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該事業主の策定した一般事業主行動計

画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行

動計画に定められた目標を達成したこと、雇

用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和47年法律第113

号）第13条の２に規定する業務を担当する者

及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律第76号）第29条に規定する業務を担当す

る者を選任していること、当該女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況が特に優良なものであることその他の厚

生労働省令で定める基準に適合するものであ

る旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第第1133条条 前条の民定を受けた一般事業主（以下

「特例民定一般事業主」という。）について

は、第８条第１項及び第７項の規定は、適用

しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定

めるところにより、毎年少なくとも一回、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第第1144条条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生

労働大臣の定める表示を付することができ

る。 

２ 第10条第２項の規定は、前項の表示につい

て準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第第1155条条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、第

12条の認定を取り消すことができる。 

 一 第11条の規定により第９条の認定を取り

消すとき。 

 二 第12条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。 

 三 第13条第２項の規定による公表をせず、

又は虚偽の公表をしたとき。 

 四 前号に掲げる場合のほか、この法律又は

この法律に基づく命令に違反したとき。 

 五 不正の手段により第12条の認定を受けた

とき。 

（委託募集の特例等） 

第第1166条条 承認中小事業主団体の構成員である中

小事業主（一般事業主であって、常時雇用す

る労働者の数が300人以下のものをいう。以 

下この項及び次項において同じ。）が、当該

承認中小事業主団体をして女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施に関し

必要な労働者の募集を行わせようとする場合

において、当該承認中小事業主団体が当該募

集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和22年法律第141号）第36条第１項及び 

第３項の規定は、当該構成員である中小事業

主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主

団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会

その他の特別の法律により設立された組合若

しくはその連合会であって厚生労働省令で定

めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直

接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。）の

うち、その構成員である中小事業主に対して

女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組を実施するための人材確保に関する相談

及び援助を行うものであって、その申請に基

づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助

を適切に行うための厚生労働省令で定める基

準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前

項に規定する基準に適合しなくなったと認め

るときは、同項の承認を取り消すことができ

る。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する

募集に従事しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、募集時期、募集人

員、募集地域その他の労働者の募集に関する

事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第37条第２項の規定は前項の規

定による届出があった場合について、同法第

５条の３第１項及び第４項、第５条の４第１
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項及び第２項、第５条の５、第39条、第41条

第２項、第48条の３第１項、第48条の４、第

50条第１項及び第２項並びに第51条の規定は

前項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者について、同法第40条の規定は同

項の規定による届出をして労働者の募集に従

事する者に対する報酬の供与について、同法

第50条第３項及び第４項の規定はこの項にお

いて準用する同条第２項に規定する職権を行

う場合について、それぞれ準用する。この場

合において、同法第37条第２項中「労働者の

募集を行おうとする者」とあるのは「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律第

16条第４項の規定による届出をして労働者の

募集に従事しようとする者」と、同法第41条

第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を

命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み

替えるものとする。 

６ 職業安定法第36条第２項及び第42条の２の

規定の適用については、同法第36条第２項中

「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし

て労働者の募集に従事させようとする者がそ

の被用者以外の者に与えようとする」と、同

法第42条の２中「第39条に規定する募集受託

者」とあるのは「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成27年法律第64

号）第16条第４項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者」と、「同項に」と

あるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対

し、第２項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

第第1177条条 公共職業安定所は、前条第４項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する承

認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職

業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法につ

いて指導することにより、当該募集の効果的

かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第第1188条条 国は、第８条第１項若しくは第７項の

規定により一般事業主行動計画を策定しよう

とする一般事業主又はこれらの規定による届

出をした一般事業主に対して、一般事業主行

動計画の策定、労働者への周知若しくは公表

又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑

に実施されるように相談その他の援助の実施

に努めるものとする。 

第第３３節節  特特定定事事業業主主行行動動計計画画  

第第1199条条 国及び地方公共団体の機関、それらの

長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以

下「特定事業主」という。）は、政令で定め

るところにより、事業主行動計画策定指針に

即して、特定事業主行動計画（特定事業主が

実施する女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する計画をいう。以下この

条において同じ。）を定めなければならな

い。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更しようとするときは、内閣府令

で定めるところにより、採用した職員に占め

女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差

異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他のその事務及

び事業における女性の職業生活における活躍

に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用す

る職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合

その他の数値を用いて定量的に定めなければ

ならない。 
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４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

職員に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定

事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を

公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づ

く取組を実施するとともに、特定事業主行動

計画に定められた目標を達成するよう努めな

ければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する

情報の公表） 

第第2200条条 第８条第１項に規定する一般事業主

（常時雇用する労働者の数が300人を超えるも

のに限る。）は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する

情報を定期的に公表しなければならない。 

 一 その雇用し、又は雇用しようとする女性

労働者に対する職業生活に関する機会の提

供に関する実績 

 二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項

に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資す

るよう、その事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する前項各号に掲げる情報の

少なくともいずれか一方を定期的に公表しな

ければならない。 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する第１項各号に掲げる

情報の少なくともいずれか一方を定期的に公

表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する

情報の公表） 

第第2211条条 特定事業主は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事務及

び事業における女性の職業生活における活躍

に関する次に掲げる情報を定期的に公表しな

ければならない。 

  一 その任用し、又は任用しようとする女性

に対する職業生活に関する機会の提供に関

する実績 

 二 その任用する職員の職業生活と家庭生活

との両立に資する勤務環境の整備に関する

実績 

第第４４章章  女女性性のの職職業業生生活活ににおおけけるる活活躍躍をを推推進進すす

るるたためめのの支支援援措措置置  

（職業指導等の措置等） 

第第2222条条 国は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓

練、創業の支援その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍を推進するため、前項の措置と相まっ

て、職業生活を営み、又は営もうとする女性

及びその家族その他の関係者からの相談に応

じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助

言その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係

る事務の一部を、その事務を適切に実施する

ことができるものとして内閣府令で定める基

準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事す

る者又は当該事務に従事していた者は、正当

な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第第2233条条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する地方公共団体の施策を支援する
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項及び第２項、第５条の５、第39条、第41条

第２項、第48条の３第１項、第48条の４、第

50条第１項及び第２項並びに第51条の規定は

前項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者について、同法第40条の規定は同

項の規定による届出をして労働者の募集に従

事する者に対する報酬の供与について、同法

第50条第３項及び第４項の規定はこの項にお

いて準用する同条第２項に規定する職権を行

う場合について、それぞれ準用する。この場

合において、同法第37条第２項中「労働者の

募集を行おうとする者」とあるのは「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律第

16条第４項の規定による届出をして労働者の

募集に従事しようとする者」と、同法第41条

第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を

命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み

替えるものとする。 

６ 職業安定法第36条第２項及び第42条の２の

規定の適用については、同法第36条第２項中

「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし

て労働者の募集に従事させようとする者がそ

の被用者以外の者に与えようとする」と、同

法第42条の２中「第39条に規定する募集受託

者」とあるのは「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成27年法律第64

号）第16条第４項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者」と、「同項に」と

あるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対

し、第２項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

第第1177条条 公共職業安定所は、前条第４項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する承

認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職

業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法につ

いて指導することにより、当該募集の効果的

かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第第1188条条 国は、第８条第１項若しくは第７項の

規定により一般事業主行動計画を策定しよう

とする一般事業主又はこれらの規定による届

出をした一般事業主に対して、一般事業主行

動計画の策定、労働者への周知若しくは公表

又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑

に実施されるように相談その他の援助の実施

に努めるものとする。 

第第３３節節  特特定定事事業業主主行行動動計計画画  

第第1199条条 国及び地方公共団体の機関、それらの

長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以

下「特定事業主」という。）は、政令で定め

るところにより、事業主行動計画策定指針に

即して、特定事業主行動計画（特定事業主が

実施する女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する計画をいう。以下この

条において同じ。）を定めなければならな

い。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更しようとするときは、内閣府令

で定めるところにより、採用した職員に占め

女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差

異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他のその事務及

び事業における女性の職業生活における活躍

に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用す

る職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合

その他の数値を用いて定量的に定めなければ

ならない。 
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４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

職員に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定

事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を

公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づ

く取組を実施するとともに、特定事業主行動

計画に定められた目標を達成するよう努めな

ければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する

情報の公表） 

第第2200条条 第８条第１項に規定する一般事業主

（常時雇用する労働者の数が300人を超えるも

のに限る。）は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する

情報を定期的に公表しなければならない。 

 一 その雇用し、又は雇用しようとする女性

労働者に対する職業生活に関する機会の提

供に関する実績 

 二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項

に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資す

るよう、その事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する前項各号に掲げる情報の

少なくともいずれか一方を定期的に公表しな

ければならない。 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する第１項各号に掲げる

情報の少なくともいずれか一方を定期的に公

表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する

情報の公表） 

第第2211条条 特定事業主は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事務及

び事業における女性の職業生活における活躍

に関する次に掲げる情報を定期的に公表しな

ければならない。 

  一 その任用し、又は任用しようとする女性

に対する職業生活に関する機会の提供に関

する実績 

 二 その任用する職員の職業生活と家庭生活

との両立に資する勤務環境の整備に関する

実績 

第第４４章章  女女性性のの職職業業生生活活ににおおけけるる活活躍躍をを推推進進すす

るるたためめのの支支援援措措置置  

（職業指導等の措置等） 

第第2222条条 国は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓

練、創業の支援その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍を推進するため、前項の措置と相まっ

て、職業生活を営み、又は営もうとする女性

及びその家族その他の関係者からの相談に応

じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助

言その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係

る事務の一部を、その事務を適切に実施する

ことができるものとして内閣府令で定める基

準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事す

る者又は当該事務に従事していた者は、正当

な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第第2233条条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する地方公共団体の施策を支援する
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ために必要な財政上の措置その他の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第第2244条条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興

開発金融公庫その他の特別の法律によって設

立された法人であって政令で定めるものをい

う。）の役務又は物件の調達に関し、予算の

適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主そ

の他の女性の職業生活における活躍に関する

状況又は女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が優良な一般事業

主（次項において「認定一般事業主等」とい

う。）の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定

一般事業主等の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するように努めるものとす

る。 

（啓発活動） 

第第2255条条 国及び地方公共団体は、女性の職業生

活における活躍の推進について、国民の関心

と理解を深め、かつ、その協力を得るととも

に、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第第2266条条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に資するよう、国内外にお

ける女性の職業生活における活躍の状況及び

当該取組に関する情報の収集、整理及び提供

を行うものとする。 

 

（協議会） 

第第2277条条 当該地方公共団体の区域において女性

の職業生活における活躍の推進に関する事務

及び事業を行う国及び地方公共団体の機関

（以下この条において「関係機関」とい

う。）は、第22条第1項の規定により国が講 

ずる措置及び同条第２項の規定により地方公

共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性

の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を活用することにより、当該区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する取

組が効果的かつ円滑に実施されるようにする

ため、関係機関により構成される協議会（以

下「協議会」という。）を組織することがで

きる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公

共団体の区域内において第18条第３項の規定

による事務の委託がされている場合には、当

該委託を受けた者を協議会の構成員として加

えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要がある

と認めるときは、協議会に次に掲げる者を構

成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員

（以下この項において「関係機関等」とい

う。）が相互の連絡を図ることにより、女性

の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る

とともに、地域の実情に応じた女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組について

協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共

団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第第2288条条 協議会の事務に従事する者又は協議会

の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第第2299条条 前２条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 

第第５５章章  雑雑則則  

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第第3300条条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関

し必要があると認めるときは、第８条第１項

に規定する一般事業主に対して、報告を求

め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。 
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（公表） 

第第3311条条 厚生労働大臣は、第20条第１項若しく

は第２項の規定による公表をせず、若しくは虚

偽の公表をした第８条第１項に規定する一般事

業主又は第20条第３項に規定する情報に関し虚

偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認

定一般事業主である第８条第７項に規定する一

般事業主に対し、前条の規定による勧告をした

場合において、当該勧告を受けた者がこれに従

わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。 

（権限の委任） 

第第3322条条 第８条、第９行、第11条、第12条、第

15条、第16条、第30条及び前条に規定する厚

生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その一部を都道府県労働局長

に委任することができる。 

（政令への委任） 

第第3333条条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定め

る。 

第第６６章章  罰罰則則  

第第3344条条 第16条第５項において準用する職業安

定法第41条第２項の規定による業務の停止の

命令に違反して、労働者の募集に従事した者

は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

に処する。 

第第3355条条 次の各号のいずれかに該当する者は、

１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す

る。 

一 第22条第４項の規定に違反した者 

二 第28条の規定に違反した者 

第第3366条条 次の各号のいずれかに該当する者は、

６月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

る。 

一 第16条第４項の規定による届出をしない

で、労働者の募集に従事した者 

二 第16条第５項において準用する職業安定

法第37条第２項の規定による指示に従わな

かった者 

三 第16条第５項において準用する職業安定

法第39条又は第40条の規定に違反した者 

第第3377条条 次の各号のいずれかに該当する者は、

30万円以下の罰金に処する。 

一 第10条第２項（第14条第２項において準

用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第16条第５項において準用する職業安定

法第50条第１項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

三 第16条第５項において準用する職業安定

法第50条第２項の規定による立入り若しく

は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

四 第16条第５項において準用する職業安定

法第51条第１項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

第第3388条条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、第34条、第36条又は前条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰

金刑を科する。 

第第3399条条 第30条の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に

処する。 

附附  則則  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章

（第28条を除く。）及び第６章（第30条を除

く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平

成28年４月１日から施行する。 

（この法律の失効） 

第第２２条条 この法律は、平成38年３月31日限り、

その効力を失う。 

２ 第22条第３項の規定による委託に係る事務

に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については、同条第４項の規定（同項

に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務

に関して知り得た秘密については、第28条の
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ために必要な財政上の措置その他の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第第2244条条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興

開発金融公庫その他の特別の法律によって設

立された法人であって政令で定めるものをい

う。）の役務又は物件の調達に関し、予算の

適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主そ

の他の女性の職業生活における活躍に関する

状況又は女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が優良な一般事業

主（次項において「認定一般事業主等」とい

う。）の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定

一般事業主等の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するように努めるものとす

る。 

（啓発活動） 

第第2255条条 国及び地方公共団体は、女性の職業生

活における活躍の推進について、国民の関心

と理解を深め、かつ、その協力を得るととも

に、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第第2266条条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に資するよう、国内外にお

ける女性の職業生活における活躍の状況及び

当該取組に関する情報の収集、整理及び提供

を行うものとする。 

 

（協議会） 

第第2277条条 当該地方公共団体の区域において女性

の職業生活における活躍の推進に関する事務

及び事業を行う国及び地方公共団体の機関

（以下この条において「関係機関」とい

う。）は、第22条第1項の規定により国が講 

ずる措置及び同条第２項の規定により地方公

共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性

の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を活用することにより、当該区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する取

組が効果的かつ円滑に実施されるようにする

ため、関係機関により構成される協議会（以

下「協議会」という。）を組織することがで

きる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公

共団体の区域内において第18条第３項の規定

による事務の委託がされている場合には、当

該委託を受けた者を協議会の構成員として加

えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要がある

と認めるときは、協議会に次に掲げる者を構

成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員

（以下この項において「関係機関等」とい

う。）が相互の連絡を図ることにより、女性

の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る

とともに、地域の実情に応じた女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組について

協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共

団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第第2288条条 協議会の事務に従事する者又は協議会

の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第第2299条条 前２条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 

第第５５章章  雑雑則則  

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第第3300条条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関

し必要があると認めるときは、第８条第１項

に規定する一般事業主に対して、報告を求

め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。 
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（公表） 

第第3311条条 厚生労働大臣は、第20条第１項若しく

は第２項の規定による公表をせず、若しくは虚

偽の公表をした第８条第１項に規定する一般事

業主又は第20条第３項に規定する情報に関し虚

偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認

定一般事業主である第８条第７項に規定する一

般事業主に対し、前条の規定による勧告をした

場合において、当該勧告を受けた者がこれに従

わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。 

（権限の委任） 

第第3322条条 第８条、第９行、第11条、第12条、第

15条、第16条、第30条及び前条に規定する厚

生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その一部を都道府県労働局長

に委任することができる。 

（政令への委任） 

第第3333条条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定め

る。 

第第６６章章  罰罰則則  

第第3344条条 第16条第５項において準用する職業安

定法第41条第２項の規定による業務の停止の

命令に違反して、労働者の募集に従事した者

は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

に処する。 

第第3355条条 次の各号のいずれかに該当する者は、

１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す

る。 

一 第22条第４項の規定に違反した者 

二 第28条の規定に違反した者 

第第3366条条 次の各号のいずれかに該当する者は、

６月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

る。 

一 第16条第４項の規定による届出をしない

で、労働者の募集に従事した者 

二 第16条第５項において準用する職業安定

法第37条第２項の規定による指示に従わな

かった者 

三 第16条第５項において準用する職業安定

法第39条又は第40条の規定に違反した者 

第第3377条条 次の各号のいずれかに該当する者は、

30万円以下の罰金に処する。 

一 第10条第２項（第14条第２項において準

用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第16条第５項において準用する職業安定

法第50条第１項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

三 第16条第５項において準用する職業安定

法第50条第２項の規定による立入り若しく

は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

四 第16条第５項において準用する職業安定

法第51条第１項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

第第3388条条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、第34条、第36条又は前条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰

金刑を科する。 

第第3399条条 第30条の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に

処する。 

附附  則則  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章

（第28条を除く。）及び第６章（第30条を除

く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平

成28年４月１日から施行する。 

（この法律の失効） 

第第２２条条 この法律は、平成38年３月31日限り、

その効力を失う。 

２ 第22条第３項の規定による委託に係る事務

に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については、同条第４項の規定（同項

に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務

に関して知り得た秘密については、第28条の
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規定（同条に係る罰則を含む。）は、第１項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則

の適用については、この法律は、第１項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、な

おその効力を有する。 

（政令への委任） 

第第３３条条 前条第２項から第４項までに規定する

もののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第第４４条条 政府は、この法律の施行後３年を経過

した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法

律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附附  則則（（平平成成2299年年３３月月3311日日法法律律第第1144号号））抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、平成29年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 一 第１条中雇用保険法第64条の次に１条を

加える改正規定及び附則第35条の規定 公

布の日 

 二・三 略 

 四 前略 附則第21条、第22条、第26条から

第28条まで及び第32条の規定並びに附則第

33条（次号に掲げる規定を除く。）の規定

平成30年１月１日 

 五 略 

 （罰則に関する経過措置） 

第第 3344 条条 この法律（附則第１条第４号に掲げる

規定にあっては、当該規定）の施行前にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第第 3355 条条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

  附附  則則（（令令和和元元年年６６月月５５日日法法律律第第 2244号号））抄抄  

 （施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は

当該各号に定める日から施行する。（令和元年

12月政令 174号により、令和２年６月１日から

施行） 

 一 前略 附則第６条の規定 公布の日 

 二 第２条の規定 公布の日から起算して三

年を超えない範囲内において政令で定める

日（令和元年 12 月政令 174 号により、令和

４年４月１日から施行） 

 （罰則に関する経過措置） 

第第５５条条 この法律の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第第６６条条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 （検討） 

第第７７条条 政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律による改正後の規定

の施行の状況について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 

    附附  則則（（令令和和４４年年３３月月 3311日日法法律律第第 1122号号））抄抄  

 （施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和４年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 一 前略 附則第 28条の規定 公布の日 

 二 略 

 三 前略 附則 中略 第 24 条 中略 の規

定 令和４年 10月１日 

 （政令への委任） 

第第 2288 条条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。  

  附附  則則（（令令和和４４年年６６月月 1177日日法法律律第第 6688号号））抄抄  

 （施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 一 第 509条の規定 公布の日 
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困困難難なな問問題題をを抱抱ええるる女女性性へへのの支支援援にに関関
すするる法法律律  

令和４年５月25日法律第52号  

  最終改正 令和４年６月17日法律第68号  

 

第第１１章章  総総則則  

（目的） 

第第１１条条 この法律は、女性が日常生活又は社会

生活を営むに当たり女性であることにより様

々な困難な問題に直面することが多いことに

鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進

を図るため、困難な問題を抱える女性への支

援に関する必要な事項を定めることにより、

困難な問題を抱える女性への支援のための施

策を推進し、もって人権が尊重され、及び女

性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会

の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第第２２条条 この法律において「困難な問題を抱え

る女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地

域社会との関係性その他の様々な事情により

日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難

な問題を抱える女性（そのおそれのある女性

を含む。）をいう。 

第第３３条条 困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策は、次に掲げる事項を基本理念とし

て行われなければならない。 

１ 女性の抱える問題が多様化するとともに複

合化し、そのために複雑化していることを踏

まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれ

の意思が尊重されながら、抱えている問題及

びその背景、心身の状況等に応じた最適な支

援を受けられるようにすることにより、その

福祉が増進されるよう、その発見、相談、心

身の健康の回復のための援助、自立して生活

するための援助等の多様な支援を包括的に提

供する体制を整備すること。 

２ 困難な問題を抱える女性への支援が、関係

機関及び民間の団体の協働により、早期から

切れ目なく実施されるようにすること。 

３ 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実

現に資することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第第４４条条 国及び地方公共団体は、前条の基本理

念にのっとり、困難な問題を抱える女性への

支援のために必要な施策を講ずる責務を有す

る。 

（関連施策の活用） 

第第５５条条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援のための施策を講ずるに

当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、

労働、住まい及び教育に関する施策その他の

関連施策の活用が図られるよう努めなければ

ならない。 

（緊密な連携） 

第第６６条条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援のための施策を講ずるに当

たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連

携が図られるとともに、この法律に基づく支援

を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和26

年法律第45号）に規定する福祉に関する事務所

をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医

療機関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律（昭和41年法律第132号）第２

条に規定する職業紹介機関をいう。）、職業訓

練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支

援センター（総合法律支援法（平成16年法律第

74号）第13条に規定する日本司法支援センター

をいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成13年法律第31号）第３条第１項

に規定する配偶者暴力相談支援センターをい

う。）その他の関係機関との緊密な連携が図ら

れるよう配慮しなければならない。 

第第２２章章  基基本本方方針針及及びび都都道道府府県県基基本本計計画画等等  

（（基基本本方方針針））  

第第７７条条  厚生労働大臣は、困難な問題を抱える

女性への支援のための施策に関する基本的な

方針（以下「基本方針」という。）を定めな

ければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ
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規定（同条に係る罰則を含む。）は、第１項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則

の適用については、この法律は、第１項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、な

おその効力を有する。 

（政令への委任） 

第第３３条条 前条第２項から第４項までに規定する

もののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第第４４条条 政府は、この法律の施行後３年を経過

した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法

律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附附  則則（（平平成成2299年年３３月月3311日日法法律律第第1144号号））抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、平成29年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 一 第１条中雇用保険法第64条の次に１条を

加える改正規定及び附則第35条の規定 公

布の日 

 二・三 略 

 四 前略 附則第21条、第22条、第26条から

第28条まで及び第32条の規定並びに附則第

33条（次号に掲げる規定を除く。）の規定

平成30年１月１日 

 五 略 

 （罰則に関する経過措置） 

第第 3344 条条 この法律（附則第１条第４号に掲げる

規定にあっては、当該規定）の施行前にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第第 3355 条条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

  附附  則則（（令令和和元元年年６６月月５５日日法法律律第第 2244号号））抄抄  

 （施行期日） 

第第１１条条 この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は

当該各号に定める日から施行する。（令和元年

12月政令 174号により、令和２年６月１日から

施行） 

 一 前略 附則第６条の規定 公布の日 

 二 第２条の規定 公布の日から起算して三

年を超えない範囲内において政令で定める

日（令和元年 12 月政令 174 号により、令和

４年４月１日から施行） 

 （罰則に関する経過措置） 

第第５５条条 この法律の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第第６６条条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 （検討） 

第第７７条条 政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律による改正後の規定

の施行の状況について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 

    附附  則則（（令令和和４４年年３３月月 3311日日法法律律第第 1122号号））抄抄  

 （施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和４年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 一 前略 附則第 28条の規定 公布の日 

 二 略 

 三 前略 附則 中略 第 24 条 中略 の規

定 令和４年 10月１日 

 （政令への委任） 

第第 2288 条条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。  

  附附  則則（（令令和和４４年年６６月月 1177日日法法律律第第 6688号号））抄抄  

 （施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 一 第 509条の規定 公布の日 
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困困難難なな問問題題をを抱抱ええるる女女性性へへのの支支援援にに関関
すするる法法律律  

令和４年５月25日法律第52号  

  最終改正 令和４年６月17日法律第68号  

 

第第１１章章  総総則則  

（目的） 

第第１１条条 この法律は、女性が日常生活又は社会

生活を営むに当たり女性であることにより様

々な困難な問題に直面することが多いことに

鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進

を図るため、困難な問題を抱える女性への支

援に関する必要な事項を定めることにより、

困難な問題を抱える女性への支援のための施

策を推進し、もって人権が尊重され、及び女

性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会

の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第第２２条条 この法律において「困難な問題を抱え

る女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地

域社会との関係性その他の様々な事情により

日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難

な問題を抱える女性（そのおそれのある女性

を含む。）をいう。 

第第３３条条 困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策は、次に掲げる事項を基本理念とし

て行われなければならない。 

１ 女性の抱える問題が多様化するとともに複

合化し、そのために複雑化していることを踏

まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれ

の意思が尊重されながら、抱えている問題及

びその背景、心身の状況等に応じた最適な支

援を受けられるようにすることにより、その

福祉が増進されるよう、その発見、相談、心

身の健康の回復のための援助、自立して生活

するための援助等の多様な支援を包括的に提

供する体制を整備すること。 

２ 困難な問題を抱える女性への支援が、関係

機関及び民間の団体の協働により、早期から

切れ目なく実施されるようにすること。 

３ 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実

現に資することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第第４４条条 国及び地方公共団体は、前条の基本理

念にのっとり、困難な問題を抱える女性への

支援のために必要な施策を講ずる責務を有す

る。 

（関連施策の活用） 

第第５５条条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援のための施策を講ずるに

当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、

労働、住まい及び教育に関する施策その他の

関連施策の活用が図られるよう努めなければ

ならない。 

（緊密な連携） 

第第６６条条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援のための施策を講ずるに当

たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連

携が図られるとともに、この法律に基づく支援

を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和26

年法律第45号）に規定する福祉に関する事務所

をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医

療機関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律（昭和41年法律第132号）第２

条に規定する職業紹介機関をいう。）、職業訓

練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支

援センター（総合法律支援法（平成16年法律第

74号）第13条に規定する日本司法支援センター

をいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成13年法律第31号）第３条第１項

に規定する配偶者暴力相談支援センターをい

う。）その他の関係機関との緊密な連携が図ら

れるよう配慮しなければならない。 

第第２２章章  基基本本方方針針及及びび都都道道府府県県基基本本計計画画等等  

（（基基本本方方針針））  

第第７７条条  厚生労働大臣は、困難な問題を抱える

女性への支援のための施策に関する基本的な

方針（以下「基本方針」という。）を定めな

ければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ
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き、次条第１項の都道府県基本計画及び同条

第３項の市町村基本計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこ

れを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこ

れを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第第８８条条  都道府県は、基本方針に即して、当該

都道府県における困難な問題を抱える女性へ

の支援のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「都道府県基本計

画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を

勘案して、当該市町村における困難な問題を

抱える女性への支援のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市

町村基本計画」という。）を定めるよう努め

なければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画

又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対

し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の

作成のために必要な助言その他の援助を行う

よう努めなければならない。 

第第３３章章  女女性性相相談談支支援援セセンンタターーにによよるる支支援援等等  

（女性相談支援センター） 

第第９９条条 都道府県は、女性相談支援センターを

設置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の19第１項の指定都市（以下「指定都市」と

いう。）は、女性相談支援センターを設置す

ることができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱

える女性への支援に関し、主として次に掲げ

る業務を行うものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の

問題について、困難な問題を抱える女性の

立場に立って相談に応ずること又は第11条

第１項に規定する女性相談支援員若しくは

相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を

抱える女性がその家族を同伴する場合にあ

っては、困難な問題を抱える女性及びその

同伴する家族。次号から第５号まで及び第

12条第１項において同じ。）の緊急時にお

ける安全の確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の

回復を図るため、医学的又は心理学的な援

助その他の必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活

することを促進するため、就労の支援、住

宅の確保、援護、児童の保育等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護

を受けることができる施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、その支援の対象となる者の抱

えている問題及びその背景、心身の状況等を

適切に把握した上で、その者の意向を踏まえ

ながら、最適な支援を行うものとする。 
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５ 女性相談支援センターに、所長その他所要

の職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第３項第２号

の一時保護を行う施設を設けなければならな

い。 

７ 第３項第２号の一時保護は、緊急に保護す

ることが必要と認められる場合その他厚生労

働省令で定める場合に、女性相談支援センタ

ーが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める

基準を満たす者に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくは

その役員若しくは職員又はこれらの者であっ

た者は、正当な理由がなく、その委託を受け

た業務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

９ 第３項第２号の一時保護に当たっては、そ

の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場

合には、当該児童の状況に応じて、当該児童へ

の学習に関する支援が行われるものとする。 

10 女性相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、困難な問題を抱

える女性への支援に関する活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

11 前各項に定めるもののほか、女性相談支援

センターに関し必要な事項は、政令で定め

る。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第第1100条条 女性相談支援センターの所長は、困難

な問題を抱える女性であって配偶者のないも

の又はこれに準ずる事情にあるもの及びその

者の監護すべき児童について、児童福祉法第

６条の３第18項に規定する妊産婦等生活援助

事業の実施又は同法第23条第２項に規定する

母子保護の実施が適当であると認めたときは、

これらの者を当該妊産婦等生活援助事業の実

施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又

は市町村の長に報告し、又は通知しなければ

ならない。 

（女性相談支援員） 

第第1111条条 都道府県（女性相談支援センターを設

置する指定都市を含む。第20条第１項（第４

号から第６号までを除く。）並びに第22条第

１項及び第２項第１号において同じ。）は、

困難な問題を抱える女性について、その発見

に努め、その立場に立って相談に応じ、及び

専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務

に従事する職員（以下「女性相談支援員」と

いう。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する

指定都市を除く。第20条第２項及び第22条第

２項第２号において同じ。）は、女性相談支

援員を置くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その

職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識

経験を有する人材の登用に特に配慮しなけれ

ばならない。 

（女性自立支援施設） 

第第1122条条 都道府県は、困難な問題を抱える女性

を入所させて、その保護を行うとともに、そ

の心身の健康の回復を図るための医学的又は

心理学的な援助を行い、及びその自立の促進

のためにその生活を支援し、あわせて退所し

た者について相談その他の援助を行うこと

（以下「自立支援」という。）を目的とする

施設（以下「女性自立支援施設」という。）

を設置することができる。。  

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自

立支援を、その対象となる者の意向を踏まえ

ながら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法

人その他適当と認める者に委託して行うこと

ができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当た

っては、その対象となる者が監護すべき児童

を同伴する場合には、当該児童の状況に応じ

て、当該児童への学習及び生活に関する支援

が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第第1133条条 都道府県は、困難な問題を抱える女性

への支援に関する活動を行う民間の団体と協

働 して、その自主性を尊重しつつ、困難な

問題を抱える女性について、その意向に留意

しながら、訪問、巡回、居場所の提供、イン

ターネットの活用、関係機関への同行その他

の厚生労働省令で定める方法により、その発
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き、次条第１項の都道府県基本計画及び同条

第３項の市町村基本計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこ

れを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこ

れを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第第８８条条  都道府県は、基本方針に即して、当該

都道府県における困難な問題を抱える女性へ

の支援のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「都道府県基本計

画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を

勘案して、当該市町村における困難な問題を

抱える女性への支援のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市

町村基本計画」という。）を定めるよう努め

なければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画

又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対

し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の

作成のために必要な助言その他の援助を行う

よう努めなければならない。 

第第３３章章  女女性性相相談談支支援援セセンンタターーにによよるる支支援援等等  

（女性相談支援センター） 

第第９９条条 都道府県は、女性相談支援センターを

設置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の19第１項の指定都市（以下「指定都市」と

いう。）は、女性相談支援センターを設置す

ることができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱

える女性への支援に関し、主として次に掲げ

る業務を行うものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の

問題について、困難な問題を抱える女性の

立場に立って相談に応ずること又は第11条

第１項に規定する女性相談支援員若しくは

相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を

抱える女性がその家族を同伴する場合にあ

っては、困難な問題を抱える女性及びその

同伴する家族。次号から第５号まで及び第

12条第１項において同じ。）の緊急時にお

ける安全の確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の

回復を図るため、医学的又は心理学的な援

助その他の必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活

することを促進するため、就労の支援、住

宅の確保、援護、児童の保育等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護

を受けることができる施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、その支援の対象となる者の抱

えている問題及びその背景、心身の状況等を

適切に把握した上で、その者の意向を踏まえ

ながら、最適な支援を行うものとする。 
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５ 女性相談支援センターに、所長その他所要

の職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第３項第２号

の一時保護を行う施設を設けなければならな

い。 

７ 第３項第２号の一時保護は、緊急に保護す

ることが必要と認められる場合その他厚生労

働省令で定める場合に、女性相談支援センタ

ーが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める

基準を満たす者に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくは

その役員若しくは職員又はこれらの者であっ

た者は、正当な理由がなく、その委託を受け

た業務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

９ 第３項第２号の一時保護に当たっては、そ

の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場

合には、当該児童の状況に応じて、当該児童へ

の学習に関する支援が行われるものとする。 

10 女性相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、困難な問題を抱

える女性への支援に関する活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

11 前各項に定めるもののほか、女性相談支援

センターに関し必要な事項は、政令で定め

る。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第第1100条条 女性相談支援センターの所長は、困難

な問題を抱える女性であって配偶者のないも

の又はこれに準ずる事情にあるもの及びその

者の監護すべき児童について、児童福祉法第

６条の３第18項に規定する妊産婦等生活援助

事業の実施又は同法第23条第２項に規定する

母子保護の実施が適当であると認めたときは、

これらの者を当該妊産婦等生活援助事業の実

施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又

は市町村の長に報告し、又は通知しなければ

ならない。 

（女性相談支援員） 

第第1111条条 都道府県（女性相談支援センターを設

置する指定都市を含む。第20条第１項（第４

号から第６号までを除く。）並びに第22条第

１項及び第２項第１号において同じ。）は、

困難な問題を抱える女性について、その発見

に努め、その立場に立って相談に応じ、及び

専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務

に従事する職員（以下「女性相談支援員」と

いう。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する

指定都市を除く。第20条第２項及び第22条第

２項第２号において同じ。）は、女性相談支

援員を置くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その

職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識

経験を有する人材の登用に特に配慮しなけれ

ばならない。 

（女性自立支援施設） 

第第1122条条 都道府県は、困難な問題を抱える女性

を入所させて、その保護を行うとともに、そ

の心身の健康の回復を図るための医学的又は

心理学的な援助を行い、及びその自立の促進

のためにその生活を支援し、あわせて退所し

た者について相談その他の援助を行うこと

（以下「自立支援」という。）を目的とする

施設（以下「女性自立支援施設」という。）

を設置することができる。。  

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自

立支援を、その対象となる者の意向を踏まえ

ながら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法

人その他適当と認める者に委託して行うこと

ができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当た

っては、その対象となる者が監護すべき児童

を同伴する場合には、当該児童の状況に応じ

て、当該児童への学習及び生活に関する支援

が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第第1133条条 都道府県は、困難な問題を抱える女性

への支援に関する活動を行う民間の団体と協

働 して、その自主性を尊重しつつ、困難な

問題を抱える女性について、その意向に留意

しながら、訪問、巡回、居場所の提供、イン

ターネットの活用、関係機関への同行その他

の厚生労働省令で定める方法により、その発
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見、相談その他の支援に関する業務を行うも

のとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支

援に関する活動を行う民間の団体と協働し

て、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を

抱える女性について、その意向に留意しなが

ら、前項の業務を行うことができる。 

（民生委員等の協力） 

第第1144条条 民生委員法（昭和23年法律第198号）に

定める民生委員、児童福祉法に定める児童委

員、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）

に定める人権擁護委員、保護司法（昭和25年

法律第204号）に定める保護司及び更生保護事

業法（平成７年法律第86号）に定める更生保

護事業を営む者は、この法律の施行に関し、

女性相談支援センター及び女性相談支援員に

協力するものとする。 

（支援調整会議） 

第第1155条条 地方公共団体は、単独で又は共同し

て、困難な問題を抱える女性への支援を適切

かつ円滑に行うため、関係機関、第９条第７

項又は第12条第２項の規定による委託を受け

た者、困難な問題を抱える女性への支援に関

する活動を行う民間の団体及び困難な問題を

抱える女性への支援に従事する者その他の関

係者（以下この条において「関係機関等」と

いう。）により構成される会議（以下この条

において「支援調整会議」という。）を組織

するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性

への支援を適切かつ円滑に行うために必要な

情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱

える女性への支援の内容に関する協議を行う

ものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交

換及び協議を行うため必要があると認めると

きは、関係機関等に対し、資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあ

った場合には、これに協力するよう努めるも

のとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する

関係機関等の区分に従い、当該各号に定める

者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の

職員又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又は

これらの者であった者 

三 前２号に掲げる者以外の者 支援調整会

議を構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議

の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調

整会議が定める。 

第第４４章章  雑雑則則  

（教育及び啓発） 

第第1166条条  国及び地方公共団体は、この法律に  

基づく困難な問題を抱える女性への支援に関

し国民の関心と理解を深めるための教育及び

啓発に努めるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえの

ない個人であることについての意識の涵(か

ん)養に資する教育及び啓発を含め、女性が困

難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支

援を適切に受けることができるようにするた

めの教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第第1177条条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に資するため、効果的な

支援の方法、その心身の健康の回復を図るた

めの方法等に関する調査研究の推進に努める

ものとする。 

（人材の確保等） 

第第1188条条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に従事する者の適切な処

遇の確保のための措置、研修の実施その他の

措置を講ずることにより、困難な問題を抱え

る女性への支援に係る人材の確保、養成及び

資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第第十十九九条条 国及び地方公共団体は、困難な問題

を抱える女性への支援に関する活動を行う民
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間の団体に対し、必要な援助を行うよう努め

るものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第第2200条条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相

談支援センターを設置する指定都市にあって

は、第一号から第三号までに掲げる費用に限

る。）を支弁しなければならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第９条第３

項第２号の一時保護（同条第７項に規定す

る厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴

い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する

費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の

設備に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託して

行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な

事務に要する費用 

六 第13条第１項の規定により都道府県が自

ら行い、又は民間の団体に委託して行う困

難な問題を抱える女性への支援に要する費

用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に

要する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第13条第２項の規定により市町

村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行

う困難な問題を抱える女性への支援に要する

費用を支弁しなければならない。 

（都道府県等の補助） 

第第2211条条 都道府県は、社会福祉法人が設置する

女性自立支援施設の設備に要する費用の４分

の３以内を補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第13条第１項又は

第２項の規定に基づく業務を行うに当たっ

て、法令及び予算の範囲内において、困難な

問題を抱える女性への支援に関する活動を行

う民間の団体の当該活動に要する費用（前条

第１項第６号の委託及び同条第３項の委託に

係る委託費の対象となる費用を除く。）の全

部又は一部を補助することができる。 

（国の負担及び補助） 

第第2222条条 国は、政令で定めるところにより、都

道府県が第20条第１項の規定により支弁した

費用のうち、同項第１号及び第２号に掲げる

ものについては、その10分の５を負担するも

のとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる

費用の10分の５以内を補助することができ

る。 

一 都道府県が第20条第１項の規定により支

弁した費用のうち、同項第３号及び第５号

に掲げるもの（女性相談支援センターを設

置する指定都市にあっては、同項第３号に

掲げるものに限る。） 

二 市町村が第20条第２項の規定により支弁

した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が

第20条第１項の規定により支弁した費用のう

ち同項第６号に掲げるもの及び市町村が同条

第３項の規定により支弁した費用並びに都道

府県及び市町村が前条第２項の規定により補

助した金額の全部又は一部を補助することが

できる。 

第第５５章章  罰罰則則  

第第2233条条 第９条第８項又は第15条第５項の規定

に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の

懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

附附  則則  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和６年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第３条、第５条及び第38

条の規定 公布の日 

二 附則第34条の規定 この法律の公布の日

又は児童福祉法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第66号）の公布の日のいず

れか遅い日 

三 略 

四 附則第36条の規定 この法律の公布の日
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見、相談その他の支援に関する業務を行うも

のとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支

援に関する活動を行う民間の団体と協働し

て、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を

抱える女性について、その意向に留意しなが

ら、前項の業務を行うことができる。 

（民生委員等の協力） 

第第1144条条 民生委員法（昭和23年法律第198号）に

定める民生委員、児童福祉法に定める児童委

員、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）

に定める人権擁護委員、保護司法（昭和25年

法律第204号）に定める保護司及び更生保護事

業法（平成７年法律第86号）に定める更生保

護事業を営む者は、この法律の施行に関し、

女性相談支援センター及び女性相談支援員に

協力するものとする。 

（支援調整会議） 

第第1155条条 地方公共団体は、単独で又は共同し

て、困難な問題を抱える女性への支援を適切

かつ円滑に行うため、関係機関、第９条第７

項又は第12条第２項の規定による委託を受け

た者、困難な問題を抱える女性への支援に関

する活動を行う民間の団体及び困難な問題を

抱える女性への支援に従事する者その他の関

係者（以下この条において「関係機関等」と

いう。）により構成される会議（以下この条

において「支援調整会議」という。）を組織

するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性

への支援を適切かつ円滑に行うために必要な

情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱

える女性への支援の内容に関する協議を行う

ものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交

換及び協議を行うため必要があると認めると

きは、関係機関等に対し、資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあ

った場合には、これに協力するよう努めるも

のとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する

関係機関等の区分に従い、当該各号に定める

者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の

職員又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又は

これらの者であった者 

三 前２号に掲げる者以外の者 支援調整会

議を構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議

の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調

整会議が定める。 

第第４４章章  雑雑則則  

（教育及び啓発） 

第第1166条条  国及び地方公共団体は、この法律に  

基づく困難な問題を抱える女性への支援に関

し国民の関心と理解を深めるための教育及び

啓発に努めるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえの

ない個人であることについての意識の涵(か

ん)養に資する教育及び啓発を含め、女性が困

難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支

援を適切に受けることができるようにするた

めの教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第第1177条条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に資するため、効果的な

支援の方法、その心身の健康の回復を図るた

めの方法等に関する調査研究の推進に努める

ものとする。 

（人材の確保等） 

第第1188条条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に従事する者の適切な処

遇の確保のための措置、研修の実施その他の

措置を講ずることにより、困難な問題を抱え

る女性への支援に係る人材の確保、養成及び

資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第第十十九九条条 国及び地方公共団体は、困難な問題

を抱える女性への支援に関する活動を行う民
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間の団体に対し、必要な援助を行うよう努め

るものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第第2200条条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相

談支援センターを設置する指定都市にあって

は、第一号から第三号までに掲げる費用に限

る。）を支弁しなければならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第９条第３

項第２号の一時保護（同条第７項に規定す

る厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴

い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する

費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の

設備に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託して

行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な

事務に要する費用 

六 第13条第１項の規定により都道府県が自

ら行い、又は民間の団体に委託して行う困

難な問題を抱える女性への支援に要する費

用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に

要する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第13条第２項の規定により市町

村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行

う困難な問題を抱える女性への支援に要する

費用を支弁しなければならない。 

（都道府県等の補助） 

第第2211条条 都道府県は、社会福祉法人が設置する

女性自立支援施設の設備に要する費用の４分

の３以内を補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第13条第１項又は

第２項の規定に基づく業務を行うに当たっ

て、法令及び予算の範囲内において、困難な

問題を抱える女性への支援に関する活動を行

う民間の団体の当該活動に要する費用（前条

第１項第６号の委託及び同条第３項の委託に

係る委託費の対象となる費用を除く。）の全

部又は一部を補助することができる。 

（国の負担及び補助） 

第第2222条条 国は、政令で定めるところにより、都

道府県が第20条第１項の規定により支弁した

費用のうち、同項第１号及び第２号に掲げる

ものについては、その10分の５を負担するも

のとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる

費用の10分の５以内を補助することができ

る。 

一 都道府県が第20条第１項の規定により支

弁した費用のうち、同項第３号及び第５号

に掲げるもの（女性相談支援センターを設

置する指定都市にあっては、同項第３号に

掲げるものに限る。） 

二 市町村が第20条第２項の規定により支弁

した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が

第20条第１項の規定により支弁した費用のう

ち同項第６号に掲げるもの及び市町村が同条

第３項の規定により支弁した費用並びに都道

府県及び市町村が前条第２項の規定により補

助した金額の全部又は一部を補助することが

できる。 

第第５５章章  罰罰則則  

第第2233条条 第９条第８項又は第15条第５項の規定

に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の

懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

附附  則則  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和６年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第３条、第５条及び第38

条の規定 公布の日 

二 附則第34条の規定 この法律の公布の日

又は児童福祉法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第66号）の公布の日のいず

れか遅い日 

三 略 

四 附則第36条の規定 この法律の公布の日
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又は刑法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整理等に関する法律

（令和４年法律第68号）の公布の日のい

ずれか遅い日 

（検討） 

第第２２条条 政府は、この法律の公布後３年を目途

として、この法律に基づく支援を受ける者の

権利を擁護する仕組みの構築及び当該支援の

質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築に

ついて検討を加え、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法

律の施行後３年を目途として、この法律の施

行の状況について検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第第３３条条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日

（以下「施行日」という。）前においても、

第７条第１項から第３項までの規定の例によ

り、基本方針を定めることができる。この場

合において、厚生労働大臣は、同条第４項の

規定の例により、これを公表することができ

る。  

２ 前項の規定により定められ、公表された基

本方針は、施行日において、第７条第１項か

ら第３項までの規定により定められ、同条第

４項の規定により公表された基本方針とみな

す。 

（婦人補導院法の廃止） 

第第1100条条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第第1111条条 旧婦人補導院法第12条の規定による手

当金の支給及び旧婦人補導院法第19条の規定

による遺留金品の措置については、なお従前

の例による。この場合において、これらに関

する事務は、法務省令で定める法務省の職員

が行うものとする。 

（政令への委任） 

第第3388条条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。  

附附  則則  （（令令和和４４年年６６月月1155日日法法律律第第6666号号））  抄抄  

（施行期日） 

第第１１条条 この法律は、令和６年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第７条、第８条及び第17条の規定 

公布の日 

（罰則に関する経過措置） 

第第1166条条 この法律の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（政令への委任） 

第第1177条条 附則第３条から前条までに規定するも

ののほか、この法律の施行に伴い必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、

政令で定める。  

附附  則則  （（令令和和４４年年６６月月1177日日法法律律第第6688号号））  抄抄  

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第509条の規定 公布の日  
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